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3,028億円

3,105億円

3,350億円

　　　　

20,000(億円)

2,681億円

それ以外の
施策

1,865億円

０

15,000
内閣官房内閣内政審議室資料により作成

　　　　　　　　　　　　

関連サイト：高度情報通信社会の推進（http://ｗｗｗ.kantei.ｇｏ.jp/jp/it/index2.html)
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高度情報通信社会推進に向けた基本方針－アクション・プランの策定

　

６年８月、我が田の高度情報通信社会の構築に

向けた施策を総合的に推進し、情報通信の高度化

に関する国際的な取組に我が国として積極的に協

力することを目的として、内閣総理大臣を本部長、

内閣官房長官、郵政大臣及び通商産業大臣を副本

部長、その他全閣僚を本部員とする高度情報通信

社会推進本部が設置された。

　

同本部では、11年４月、｢高度情報通信社会推進

に向けた基本方針｣(10年Ｈ月改定)に示された３つ

の行動原則(民問iﾐ導、政府による環境整備、国際

的な合意形成に向けたイニシアティブの発揮)に基

づき、｢高度情報通信社会推進に向けた基本方針－

アクション・プラン｣を策定した。本アクション・

プランでは、基本方針巾に掲げた、①電子商取引

の本格昨普及、す)公共分野の情報化、③萌報リテ

図表①

ラシーの向上、①=･高度な情報通信インフラの整備、

の４つの当面の目標について、予算の重点的配分

や必要な制度整朧等を通じて、政府が一体となり、

目標の具体的プランを強力に推進することとして

いる([図表皿卜。

　

さらに、本アクション・プランに基づき、11年７

月、高度情報通信社会推進本部の下に、個人情報

保護検討部会が設置され、11年11月に中間報告書

が出された、本報告書を受け、同本部において、

11年12月、個人情報保護システムの中核となる基

本的な法制の確立に向けた具体的検討を進めるこ

とが決定された。

　

なお、本アクション・プランは12年５月にフォロ

ーアップする予定である。

アクション・プラン｣における特に重要な施策

電子商取引の本格的普及

(1)電子署名が少なくとも手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を確立するため、郵政省、法務省及び通商産業省が協力して11年度中に認証業務に関す

　

る制度整備に着手する。

(2)11年度夏を目途に高度情報通信社会推進本部の下に個人情報保護の在り方を検討するための検討部会を設置する。

(3)個人信用情報の保護・利用の在り方について検討するほか、個人医療情報についても、11年度から医療分野における個人認証等、個人情報保護に関する研

　

究を開始し、その結果を踏まえ、必要な法規制等の公的関与について検討する。

公共分野の情報化

(４)国民・企業がパソコン又は身近な場所で行政サービスを受けられるようにするため、例えば郵便局においてワンストップ行政サービスの実験を行うなどワ

　

ンストップサービスを強力に推進する。また、バーチャル・エージェンシーにおいて自動車保有関係手続のワンストップサービスの実現。政府調達手続の

　

電子化、行政事務のペーパーレス化に取り組む。

(5)高度道路交通システム(ITS: IntelligentTransport Systems)実現のための情報通信技術の研究開発を行う。

情報リテラシーの向上

(6)13年度までにすべての公立学校をインターネットに接続する。

(7)教育の情報化について、バーチャル・エージェンシーにおいて11年度中に中・長期的な施策を取りまとめる。

高度なネットワークインフラの整備

(8)ギガビット衛星ネットワークを構築する、

ハイテク犯罪対策、セキュリティ対策

(9)警察庁、郵政省及び通商産業省は共同で11年度中に不正アクセス対策法制を整備する。

図表②

　

情報通信の高度化に資する施策の予算額の推移

(年度)

　　　

8

　　　

9

　　

10

11

12

公共分野の情報化等
(アプリケーションの開発･普及等)

1兆1,101億円



雇用不安の払拭と産業11f生に向けた政府の取組

　

長引く雇川不安を払拭し、我が国経済を自律的
な成長軌道に乗せるためには、雲霞面での対策は

もとより、雇川対策及び経済の供給面における体
質強化に思い切った対策が必要であることから、
政府Ｏ砥業構造転換･雇川対策本部)は、11年６川
｢緊忽雇用対策及び産業競争力強化対策｣を取りま

とめた.、
①緊急雇用対策

　

緊急を要する雇用問題については、雇川機会の

創出Iを最大の柱とし

　

規制改竹等による新たな分
業の和｣出、成長分野における雇川創出を図るとと
もに、臨時応急の措置として、国及び地方公共団
体においても、雁用･就衰機会の創出を図ることと

した

　

また、就職能力の向上や雇用のミスマッチ
の解消、人材移動の円州･化を大胆に進めるため、
民問及び市場の機能を隨大限活川し、個人の自iﾐ
選択を重視する雇用政策への新たな展問を図るこ
ととした．、

図表①

　

緊急雇用対策における情報通信(抄)

　

中でも情報通f,1はに規制改吊Cによる新たな事業
の創出、新産叉合成･振興、新規問業支援等に欠か
せなト亜がな分野と位置づけられている巾|八十卜
②産業競争力強化対策

　

我が国経済の自律的発展を図るため、経済の供
給面での体質強化を図る産業競争力強化対策を強
力に推進することとした｡､このため、新規一成長産
業の振興、未末産業の創造に向けた新規技術開発

の活性化、創造的な中小企業･ベンチャー企業の振
興など、我が国経済をリードする生産性の高い産
業分野の創出を図ることとした

　

特に情報通信は、リーディング産業合成のため
の技術開発の活性化を|ﾇ|るために、最も収要な分
野のｰつとして挙げられている

　

ベンチャー企業
の育成についても、成長分野とされる情報通信分
野に対する期待は、人きいものと考えられる（図表

･2う｡

１。民間企業による雇用の創出と迅速な再就職の推進

(1)民間企業による雇用機会の創出

　

j)規制改革による新たな事業の創出

　　

福祉、情報通信、環境、バイオテクノロジー等の分野において、新たな事業の創出を通じた雇用機会の増大に資する規制改革を推進する

　　

こととし、早急に具体的結論を得る。

　

･､2一新産業育成･振興、新規開業支援等

　　

ｉ医療･福祉、情報通信、環境、バイオテクノロジー等の新規･成長15分野における新産業の育成、振興等を図るため、関係省庁の密接な

　　　

連携の下に、施策の着実な実施を行う。

(2)民間企業による緊急の雇用創出

　

寸成長分野における雇用創出の推進

　　

民間企業における雇用創出を図るため、関係省庁と産業界との連携の下に、新規･成長15分野を中心として、各分野の事業主が中高年の

　　

非自発的失業者を前倒しして雇用する場合又は職場でのＯＪＴを中心とした実践能力訓練を行う場合に、奨励金を支給し、雇用創出の推進

　　

を図る。

２．国、地方公共団体による臨時応急の雇用、就業機会の創出

(1)緊急地域雇用特別交付金の創設による地方公共団体における臨時応急の雇用･就業機会の創出

　

ト臨時応急の措置として、緊急地域雇用特別交付金(仮称)を創設し、これを都道府県に交付することにより、各地域の実情に応じて、各地

　　

方公共団体の創意工夫に基づき、緊急に対応すべき事業を実施し、雇用･就業機会の創出を図る。

　

量交付金の対象となる事業の主な具体例としては、次のような事業が挙げられる。

　　

全生徒が学習できるだけのコンピュータの導入やインターネットへの接続を進め、コンピュータ取扱能力等の高い者を、小･中･高校等に

　　

臨時講師として活用することによるインターネット・コンピュータ教育の充実事業等を推進する。

図表②

　

産業競争力強化対策における情報通信(抄)

２。技術開発活性化等のための環境整備

(1)リーディング産業育成に向けての技術開発の活性化

　

①国家産業技術戦略の策定

　　

2010年頃をにらんで、バイオテクノロジー、情報通信、機械、化学、エネルギー、医療･福祉、材料、環境等の分野ごとに技

　　

術開発目標を設定する国家産業技術戦略を産学官の英知を結集して策定し、当該戦略を科学技術基本計画に反映する。

　

②未来産業創出のための官民共同プロジェクトの推進

　　

未来産業の創出を図るため、今後の技術開発の推進に当たっては、高齢化対応、環境対応、情報化対応の分野について、技術

　　

開発から事業化までの官民の役割分担と関係各省庁の連携強化を図り、官民共同でプロジェクトを推進していく。

３．中小企業･ベンチャー企業の育成

(2)ベンチャー企業の立ち上がり・成長支援

　

士ベンチャーキャピタルファンドへの出資

　

2.･ベンチャー支援のための人材ネットワークの整備

　

３インキュベータ機能(新事業のふ化機能)への支援

　

了公的機関等による創業及び成長ベンチャー企業への多様な資金供給

関連サイト：緊急雇用対策及び産業競争力強化対策について（http://ＷＷｗ.kantei.９０.jｐ/jp/kakugil<ettei/990623koyou｡html)
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近年の不況から脱却した後の我が国経済のあるべき姿

　

90年代以降に経験した厳しい不況から立ち直っ

た後の我が国の経済社会の｢あるべき姿｣とそれに

至る政策を長期的視点に立脚して明確に提示して

おくために、政府は、11年７月、｢経済社会のある

べき姿と経済新生の政策方針｣を閣議決定、公表し

た。

　

同方針では、2010年頃における経済社会のある

べき姿を｢新しい多様な知恵の社会｣であるとし、

図表①

　

経済社会のあるべき姿が目指すもの

IF目･

EI““

EI経済社会構造等

経済社会構造

個の特性

官の役割

雇用関係

生産活動

消費活動

地域構造

－ －

90年代の不況は、近代工業社会の規範が人類の文

明的な流れにそぐわなくなってきたという根本的

な問題から生じていると考えられることから、戦

後から80年代までに形成されてきた｢最適工業社

会｣から移行する必要性を指摘している(図表①)。

そして、｢新しい多様な知恵の社会｣において、情

報通信技術の発展が重要な役割を果たすとしてい

る([jく]表①)。

ﾇごﾚづ
最適工業社会

●近代工業化による経済的繁栄によって
　　　∇:¨　

l

i

i

S

s

ﾄﾞ

●官主導と業界協調によるリスクの社会

　化(フィルハーモニー型組織)

●単屡社会(会社人間で構成された職縁

　社会)

「

●辛抱強さ､協調性､一般的知識技能

●規格･制度の決定､業界指導､先例重視

●長期継続雇用､年功賃金､縦のヒエラ

　ルキー

●規格大量生産

●大量消費､大量廃棄

●官の定めた規格の製品･サービスの範

　囲内から選択

●東京を頂点とする階層型国土構造

●全国共通規格施設､同種情報

圖ﾋﾞ　m
新しい多様な知恵の社会

●社会全体としての最大自由と最小不満

　→自立した個人が相互に自由を尊重し
　ながら競争することで経済成長と生活

　の楽しさを追求

●活力ある社会であり続けるために国民

　経済の成長を維持

●効率〈競争による改新〉
●平等〈機会の平等と事後調整〉十自由

●安全〈地球規模での対応〉

●横につながる個人が中心(自由選択と
　自己責任、｢公｣の確立したジャズバン

　ド型組織)

●多様多角的な繋がりのある複属社会

　(好みの縁で繋がった集団にも帰属)

●個性、創造力、情報受発信力

●ルール策定・維持、事故処理

●年齢・性別に係わりなく、個性と創造

　性による人材活用
●働きやすい環境(家事・育児のアウト

　ソーシング、労働時間の短縮)

●外国企業、専門的・技術的分野の外国
　人労働者等の活用

●知恵と経験と感性による知価創造

●製品を資源化する逆生産活動

●多様な消費、可処分時間の延長

●自分で選んだ商品・サービスの購入

●多様性のある国土形成(歩いて暮らせる

　小さな大都市や公的機関の機能再編)

●国際競争力のある都会造り

関連サイト：経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針（httｐ://ｗｗｗ.ｅｐａ.ｇ０.jp/99/e/19990705e-keishin.html)



　

また、［経済社会のあるべき姿］の実現に向けた

重要な政策方針として、工多様な知恵の社会の形

成、2ﾉ少子高齢社会、人口減少社会への備え、す

環境との調和、①に匪界秩序への取り組み、⑤政府

の役割の５点に討及し、このうち十多様な知恵の

社会の形成においては、透明で公正な市場におい

て、消費者が自己責任による自由な選択を行い、

それが財・サービスの生産にも反映されることか

ら、｢透計|生｣[説|川責任Jy経済什会情勢の変化へ

の適合性]を重炭した規制改革や｢魅力ある卜業環

境の整備と創え・起業の促進｣等か必要であるとさ

れている、こうした中、情報通仁分野においても

透明で公正な巾場と消費抒主権の確立、科学技術

の振興及び多様な知恵の社会を支える社会資本幣

備等の観点から様々な方針が示されている([図衣

旦呪

図表②｢新しい多様な知恵の社会｣における情報通信ネットワーク化の影響(抄)

第二部

　

経済社会のあるべき姿

第１章

　

多様な知恵の社会

第６節

　

情報通信ネットワーク化

　　

情報通信技術の革新は、21世紀の新たな技術的発展基盤として経済社会のすみずみにまで拡がり、個人の生活や企業活動、

　

国土構造に大きな影響を与える。

　　

個人の生活の面では、従来のメディアによる情報の一方方向への流れが、情報通信ネットワーク化により双方向化するこ

　

とにより、個人から社会に対しての情報発信機能が高まる。これにより、幅広い人間関係の形成が助けられる。

　　

企業活動の面では、これまでの企業グループ内での情報共有の利点を活かした固定的な取引関係から、外部との情報のや

　

りとりを通じた多様化した取引関係へと変化し、企業自体は系列や業界にとらわれない｢個｣としての性格を強める。

　　

これらは全体として、コスト低下と組織内の意思決定の迅速化を通じて、経済全体の生産性を飛躍的に向上させる。その

　

際、情報通信ネットワークへ｢知｣を送り込む発信者と、｢知｣の創造者が極めて重要となる。また、情報通信ネットワーク関

　

連の新たな技術革新も経済発展と活力に重要な役割を果たす。

図表③「新しい知恵の社会」の実現に向けた重要な政策方針－
）

第１章

　

多様な知恵の社会の形成

第１節

　

市場と事業環境の整備

１．透明で公正な市場と消費者主権の確立

　

ア）日本の経済社会をグローバル化に対応したものとする上で特に重要な役割を果たすと考えられる物流、情報通信の分野に

　　　

ついて、21世紀初頭において世界の最先端を行く効率的で魅力的な事業環境を整備するための包括的な改革方策について

　　　

早急に検討を行い、明確なスケジュールの下に施策を実施する。

第2節

３。科学技術の振興

　　　　

科学技術については、新産業創出や情報通信の飛躍的進歩、地球環境や食料、エネルギー、資源等の地球規模の問題の

　　　

解決、高齢化問題への対応、環境負荷の少ない経済社会づくり等、社会的・経済的ニーズに対応した研究開発を、開発さ

　　　

れた技術の普及、利用促進も念頭に置きつつ、研究開発投資の重点化を図って推進する。

　　　　

また、研究機関等の施設・設備、情報通信基盤、計量標準、生物資源情報等の知的基盤を整備する。

第３節

　

多様な知恵の社会における地域経済と社会資本

４．多様な知恵の社会を支える社会資本整備

　

イ)公共分野の情報化の一環として、電子政府の実現を目指す。特に、国民や企業等に対し、パソコンまたは身近な場所(例え

　　　

ば。郵便局、農協等)で各種の行政サービスを提供するワンストップサービスを推進する。

　　　　

また、交通関連社会資本を情報通信関連技術と融合し、スマートウェイ(知能道路)等をスマートインフラとして効率

　　　

的・整合的に計画・整備・運営する。
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景気の本格的川復と経済社会の構造改革を目指す

雇川不安を払拭しつつ、公需から民需へのバト

　　

レニアム・プロジェクト」は、同対策においても一

ンタッチを図り、我が国経済を早急に本格的回復

軌道に乗せるとともに、21世紀型社会への新たな

考え方の確立と基盤の整備への契機を創出するた

め、政府は、11年11月、事業規模17兆円程度、さ

らに介護廿策を含めれば18兆円程度の｢経済新生対

策｣を取りまとめ、これに基づき、11年度第２次補

正斤算を編成した｡

　

とりわけ、新しい千年紀の始まりを控え、人類

の直面する課題に応え、新しい産業を生み出す大

胆な技術革新に取り組むこととした、いわゆる｢ミ

図表①

　

経済新生対策における情報通信(概要)

部が盛り込まれ、これにおいて重点分野として情

報化が取り上げられた。このように情報通信分野

は、今後の我が国経済社会にとって重要性や緊急

性の高い分野として、位置づけられている（図表

！）､。

　

今回、郵政省の経済新生対策の施策として、情

報通信インフラの構築、テレコムベンチャー企業

等への支援等合計で683億円か第２次補正予算によ

り措置された（［図表/い、

第２部

　

具体的施策

Ｉ．日本経済のダイナミズム発揮のための施策

２.戦略的重点的技術開発の推進

(1)ミレニアム･プロジェクト等重点分野の技術開発の推進

　

①17年度までにすべての国民が場所を問わず超高速のインターネットを自由自在に活用できる環境の創造、15年度

　　

までに電子政府を実現させるために不可欠な技術開発を推進

(2)創造的な研究開発体制の整備と産学官の連携推進

　

①研究者側のイニシアティブにより先導的･独創的な研究や産学官共同の研究開発を飛躍的に発展させるための基盤

　　

となる施設、設備の整備等

3｡成長分野や事業活動の基盤に係る規制緩和･制度改革

(1)規制緩和推進3か年計画の前倒し等

　

基準認証等の見直しや必要な法令改正等の措置

(2)成長分野における規制緩和啼1』度改革

　

ＭＤＦ(主配線盤)接続により、ＤＳＬ(デジタル加入者回線)サービスを競争的環境下で提供できるようＮＴＴアクセス網

　

のオープン化を推進。このため新たな接続ルールを12年度中を目途に策定することにより、インターネット通信料

　

金の低廉な定額料金制の導入を促進

ｎ。２１世紀の新たな発展基盤の整備

1.21世紀に向けた生活基盤の整備･充実

(1)都市･地域基盤の再構築

　

士｢歩いて暮らせる街づくり｣構想を積極的に推進し、全国10か所程度の地区でモデルプロジェクトを実施

２.基幹ネットワークインフラの整備

(1)高速交通体系の整備とＥＴＣ設置目標の引上げ

　

多様なＩＴＳのサービスを支えるスマートウェイの本格的整備に向け、ＥＴＣについて、14年度までに全国約900か

　

所で導入

(2)情報通信ネットワークインフラの高速･大容量化

　

口研究開発用ギガビットネットワークを活用した超高速ネットワークの利用技術の研究開発を一層推進するととも

　　

に、既に構築されている幹線系ネットワークについて、さらなる高速･大容量化を推進するため、テラビットに関

　　

する基礎･応用研究に加え、12年度よりペタビット通信技術の基礎研究を開始

　

)加入者系光ファイバー網の全国整備を民間主体原則の下、17年度を目途に全国整備が実現できるよう努力

　　　　　　　　　　

関連サイト：経済新生対策(httpﾆ//ＷＷＷ.ｅｐａ.９０.jp/99/b/1999111Ib-taisaku.html)



3｡情報化の飛躍的推進

(1)教育の情報化

　

＋13年度までに全ての公立小中高等学校等がインターネットに接続でき、17年度を目標に全ての小中高等学校等か

　　

らインターネットにアクセスでき、全ての学級のあらゆる授業において教員及び生徒がコンピュータを活用できる

　　

環境を整備

(2)地域の情報化

　

①地域の高速ＬＡＮ整備等を促進

　

②地域に密着した情報通信メディアであるケーブルテレビ網の整備を促進

(3)電子政府の実現

　

①15年度までに行政手続をインターネットを利用しペーパーレスで行える電子政府の基盤を構築

　

④郵便局等のワンストップ行政サービスステーション化を推進

(4)電子商取引の法整備等

　

①電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備するため、電子認証業務に関する法整備を実施

　

②インターネット上の個人情報保護の確保、情報セキュリティ技術の開発等を推進

　

③地理情報システム(ＧＩＳ)について、官民が協力した幅広い実証実験とデータの利活用に関する技術開発等を実施

　

④新たな市場創出に結びつく創造的な情報通信技術･システムの開発や、ベンチャー企業、ＳＯＨＯ等に対する支援を

　　

実施

図表②

　

経済新生対策における郵政省施策

１

　

情報通信インフラの構築

　　

(1)インターネットの普及･促進のための研究開発

　　

学校インターネットに関する研究開発

　　

情報家電を活用したインターネット技術の研究開発

　　

(2)ネットワークの高度化に向けた研究開発

　　

(ＩＴＳ、ＧＩＳ、ギガビットネットワーク等)

２

　

テレコムベンチャー企業等への支援

　　

(1)情報の流通促進に資するシステムの研究開発

　　

(2)新事業創出のための研究開発支援

３

　

情報バリアフリー化の推進

　　

高齢者･障害者向け情報通信技術の研究開発等

４

　

地域情報化の推進

　　

(1)インターネット等利用促進のための地方公共団体への支援

　　

地域インターネット導入促進事業

　　

広域的ネットワーク整備促進モデル構築事業

　　

(2)電気通信格差是正事業

　　

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業等

　　

(3)沖縄における研究開発施設の整備等

５

　

放送デジタル化の推進

　　

(1)地上デジタル放送の導入に向けた全国調査

　　

(2)放送デジタル時代に対応した放送システムの研究開発

６

　

その他

　　

通信総合研究所の施設整備等

264億円

212億円

184億円

　

28億円

　

52億円

123億円

　

62億円

　

61億円

　

18億円

　

18億円

240億円

　

82億円

　

72億円

　

10億円

107億円

51億円

31億円

12億円

19億円

　

8億円

　

8億円

合

　

計

　

683億円
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電子政府の実現や教育の情報化を目指して

　

バーチャル・エージェンシーとは、省庁の枠を

超える問題の増加に対し、既存の宵庁の枠組みに

とらわれない新たな推進体制を整備するため、10

年12月に設置された、内閣総理人臣直轄の省庁連

携タスクフォースである。バーチャル・エージェ

ンシーでは、干自動車保有関係手続のワンストッ

プサービス、=ど政府調達手続の電子化レロ行政事

務のペーパーレス化、し｡教育の情報化、について

各々プロジェクトチームを設置し、一年間にわた

り検討を行ってきたが、11年12月に各プロジェク

ト最終報告書を公表した、

　

これを踏まえて、高度情報通信社会推進本部で

は、｢バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏

まえた今後の取組について｣を決定し、諸施策の着

実な実施を図ることとした([図表]。

図表

　

バーチャル・エージェンシーにおける今後の取組及び推進体制

プロジェクト名 概　　　要 推進体制

自動車保有関係手

続のワンストップサー

ビス

自動車の保有に伴い必要となる各種の行政手続(検査、

登録､車庫証明､納税等)について､国民負担の軽減及関係省庁が連携･協力しつつワンストップサ

び行政事務の効串化を図るため､概ね17(2005)年を‾ビス化実現に向けての具体的な検討ヽフ

目標として､電子化によるワンストップサービスの実現をォローアップ等を行う体制として｢自動車保

図るべく､諸課題を解決し､ワンストップサービス･システ有関係手続のワンストップサービス推進関

ムの稼働開始を目指すこととする･　　　　　　　　　係省庁連絡会議(仮称)｣を設置する※1．

政府調達(公共事業

を除く)手続の電子

化

企業の負担軽減及び行政事務の簡素化･効率化を図

ることを目的として､12年度中を目途に､政府調達情報

の統合データベースの構築､競争契約参加資格審査･

名簿作成の統一のためのシステムを構築するとともに、

インターネット技術を活用した電子入札･開札について

課題の解決を踏まえ､15年度を目途に施行実施､17年

度までに導入するよう取り組んでいく。

行動計画の推進･実現に向けた体制として｢政

府調達(公共事業を除く)手続の電子化推

進省庁連絡会議(仮称)｣を設置する※2．

なお､競争契約参加資格審査･名簿作成の

統一に関する事務は郵政省が取りまとめる。

行政事務のペーパ

ーレス化(電子化)

紙中心の行政内部事務を対象に行政事務の一層の効率化･

高度化を図ることを目的として､12年度から14年度までの3か

年(前半を集中取組期間とする)で､各省庁は､内部事務のう

ち｢連絡･通知』及び｢鴉報共有｣を主l｣艮とする事務については、

原則としてペーパーレス化(電子化)を図り、｢協議･調整｣及

び｢申請･承認｣に係る事務についても可能な限りペーパーレ

ス化(電子化)を実施し､内部事務の過半についてペーパーレ

ス化(電子化)の実現を目指す。

総務庁は､行政情報システム各省庁連絡会

議等を活用し､行動計画を推進する｡各省

庁においては､省庁全体として行政事務の

ペーパーレス化(電子化)を推進するため、

官房長等をトップとする明確な推進体制を

整備する。

　　　　　　　　　　近年の著しい情報通信技術の発達に伴い､社会のあらゆる

　　　　　　　　　　分野で清報ｲﾋが急速に進んでおり､今後の教育においては、

　　　　　　　　　　情報ｲﾋによるﾒﾘｯﾄを最大限に活力吋るような環境づくりをし

　　　　　　　　　　ていく必要がある｡このため､13年度までに､すべての公立小

教育の情報化　　　中高等学校かインターネットに接続でき､すべての公立学校

　　　　　　　　　　教員がコンピュータの活用能力を身につけられるようにすると

　　　　　　　　　　ともに､17年度を目標に､すべての小中高等学校等からインタ

　　　　　　　　　　ーネットにアクセスてき､すべての学級のあらゆる授業におい

　　　　　　　　　　て教員及び生徒がコンピュータを活用できる環境を整備する。

文部省を中心として､関係省庁間の連携に

より､民間企業等の協力を得つつ計画的に

推進する。

※1

　

12年４月５日に設置された。

な２

　

旧年３月リ日に設置亡机た｡

関連サイト：バーチャル・エージェンシーについて(最終報告)(http://ＷＷＷ.kantei.９０.jｐ/jp/topics/vragency/991 221 saisyuu.html)



高度情報通信社会の実現へ向けた取組

　

郵政省では、これまで電気通信市場における公

正有効競争条件の整備や競争の進展に対応した規

制改革を目的とし、ＮＴＴの再編成、接続政策の荷

進、規制緩和を内容とする｢第二次情報通信改革｣

に取り糾んできたが、これらの改革は、ｎ年７月

のＮＴＴ再編成により一定の区切りがついたところ

であるｰ

　

この問、電気通信巾場には、昭和60年の

競争原理の導人以来7.500社を超える事業行が新た

に参人し、事業者間の活発な競争を通じて、料金

図表

の低廉化やサービスの多様化・鳥度化が進腱する

など、利用者利便の向上が図られた

　

このような状況の巾で、郵政竹としては、21 Ill;

紀初頭を視野におき、電気通信分野において新た

に取り組むべき政策として、競争政策のり凶の推

進、インターネットの片及・高度化、電波利川の

づ曹の促進・高度化、情報通信利川環境の整備を

内容とする[第ﾓ次情報通信改4'･:]を推進している

ところである｡

１競争政策の一層の推進

(1)地域通信市場における競争の促進

　

多様なアクセス系ネットワークの導入促進等

(2)国際的な競争環境の整備

　

各国におけるＷＴＯ基本電気通信交渉合意のフォロー、諸外国の市場アクセス改善のための働きかけ、我が国の国際競争力強化のための基盤

　

整備等

(3)第二次情報通信改革の一層の推進

　

NTTの再編成、接続政策の推進(長期増分費用方式、優先接続、番号ポータビリティ)、規制緩和

２インターネットの普及･高度化

(1)定額制の導入、近距離専用線の低廉化促進

　

アクセス部分への定額制の導入、近距離専用線の料金低廉化の促進等

(2)電子署名･電子認証の法制化

　

電子署名が手書き署名や押印と同等に通用するための規定(電磁的記録の真正な成立の推定)、一定の基準を満たす認証業務に対する任意

　

的な認定制度等

(3)IPネットワークの整備促進

　

IPを基盤とした次世代ネットワーク構築技術の開発の推進等

(4)学校インターネットの普及促進

　

全学校の高速インターネット接続の早期実現の支援

(5)国際調整

　

インターネットの国際費用負担の不均衡是正に向けたAPEC等での交渉等

３電波利用の一層の促進･高度化

(1)電波法制の整備

　

周波数の有効利用促進、行政手続の一層の透明性･公平性の確保等の観点からの法制面の整備

(2)新たな電波利用システムの開発･整備

　

IMT－2000の導入の推進、ITS情報通信技術の開発の推進、成層圏プラットフォームの研究開発の推進等

(3)国際的な周波数の確保

　

新たな電波利用システムの円滑な導入のための必要な周波数帯の確保等

(4)電波の円滑な利用の確保

　

携帯電話サービスの利用可能地域の拡大、電波監視の強化、電磁環境対策等の推進等
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４情報通信利用環境の整備

(1)個人情報保護政策の推進

　

法制度を含めた個人情報保護の在り方の検討等

(2)公然性を有する通信への対応

　

プロバイダによる自主ガイドラインの普及支援、インターネット上の違法･有害情報のレイティングの在り方に関する調査研究等

(3)情報セキュリティ対策

　

不正アクセス行為禁止法の周知･適正な運用、不正アクセスの発信源の追跡のための技術開発等の推進
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プライスキャップ規制の円滑な導入に向けて

　

現在、我が国の電気通信市場においては、新規

参入者の着実な増加に伴い、競争が急速に進展し

つつある、こうした中、事業者の積極的な経営展

開の促進、利用者ニーズの多様化への対応などか

ら、事業者のより迅速かつ機動的な料金設定を可

能とする必要がある。

　

一方、地域通信市場においては、部分的な新規

参人はあるものの、実質上東西ＮＴＴによる独占的

なサービス提供が行われている、このように競争

が不十分な分野においては、市場メカニズムを補

完するため行政による一定の規制が必要であるが、

その場合にも、事業者に経営効率化を進める誘因

を賦与することにより料金低廉化を促していく必

要がある。

　

郵政省では、こうした近年の電気通信市場の実

態や競争状況に適合した料金制度として、10年５

月、電気通信事業法の一部を改正し第一種電気

通信事業者の電気通信サービスに関する料金につ

いて、原則認可制から原則届出制へ変更した([図表

いっまた、競争が十分に進展していないサービス

図表ｔ

　

電気通信料金制度改正の概要

であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサ

ービスについては、適正な原価や物価等の経済事

情を考慮して、適切な料金水準である基準料金指

数を設定し([ﾇ1表②]、基準料金指数以下の料金は

届出対象料金とする一方、基準料金指数を超える

料金は認可対象料金とする、上限価格方式(プライ

スキャップ規制)を導入することとした。

　

また、郵政省では11年度においても、本方式の

円滑な制度導入にむけて、より詳細な問題点等の

検討を行っている。具体的には、10年４月から開

催されてきた[新たな料金制度の運用等の在り方に

関する研究会]において、11年６月に報告書を取り

まとめ、上限価格を設定する際に必要となる基準

料金指数のより詳細な算定方式、及び適用される

役務の範囲等についての提言を行い、11年10月か

ら開催された｢上限価格方式の運用に関する研究

会｣においては、基準料金指数を設定するために必

要な生産性向上見込率(Ｘ値)を算定する際に留意

すべき考え方を検討し12年２月に報告書を取り

まとめた。

１原則認可制から原則届出制へ移行

　　

第一種電気通信事業者は､電気通信サービスに関する料金を定め又は変更する場合には､その実施前に届け出るものとする。

２料金変更命令の発動要件の明確化

　　

料金の適正性を確保するため、次の要件に該当する場合には郵政大臣は、料金の変更を命じることとする。

　

１料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。

　

？特定の者に対し不当な差別的扱いをするものであるとき。

　

ｊ他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻

　　

害するものであるとき、

３意見申出制度の導入

　　

利用者や競争事業者は､郵政大臣に対して､電気通信サービスに関する料金その他の提供条件について苦情その他の意見の申出を行うことができることとする。

４上限価格方式の導入

　　

競争が必ずしも十分でない都道府県内の通信市場における電話サービス、ISDNサービス及び専用線サービスについては、事業者に自主的な経営効率

　

化インセンティブを与えるため、上限価格方式を導入する。

図表②

　

基準料金指数の算定方法等

基準料金指数の算定方法

基準料金指数＝前期の基準料金指数×(１十前年度の消費者物価指数変動率一生産性向上見込率(Ｘ)±外生的要因)

１初回の基準料金指数は、導入時の料金水準を100として表す。

２生産性向上見込率(Ｘ)は、需要及び合理的な将来原価の予測に基づき、電気通信分野に特有の生産性見込率を算出することにより算出し、３年ごとに見

　　

直すこととする、



ダイヤル方法の公平化による公正な事業者間競争条件の整備

　

屯話会社事前登録制(優先接続)は、電話サービ

スを利用する場合に、あらかじめ事業者を選択し

て束西ＮＴＴに登録しておけば、当該事業者の事業

者識別番号のダイヤリングを省略して通話を可能

とする仕組みであり、対象となる通話は、東西

ＮＴＴ網発信の国内、出際通話(携帯電話・PHSあて

を除く)である。

　

郵政省は、11年７月のＮＴＴ再編に伴い、優先接

続の導入を検討する必要があることから、10年３

月より｢優先接続に関する研究会｣を開催し同年

↓1月に報告書を取りまとめた。報占占では、寸優

先接続の導人により現在よりダイヤル桁数が増え

たり、複雑になるような事態はできる限叫目|避す

る必要があること、り1年７月のＮＴＴの再編成に

伴い、東西ＮＴＴの利用者がＮＴＴコミュニケーショ

図表

　

優先接続のイメージ

東西地域ＮＴＴ窓口等

●新規契約者

　　

新規契約時

　　

(東西地域

　　

ＮＴＴ窓口)

●既存契約者

　　

各長距離

　　

事業者の

　　

営業時

契約者

宍1

優先登録申込書

(県内市外通話)

（Ｊ
×

×

Ａ事業者

Ｂ事業者

Ｃ事業者

Ａ事業者

OOXYa

(Ａ事業者登録)

06-6789-××××

ンズの長距I剛通話サービスを利用する場介、ダイ

ヤル方式は現状のままとすることが適当と考えら

れるため、利川者利便を確保しつつ公正競争矢件

を確保する方策として、優先接続を導入すること

が適肖であること等が提言された｡。

　

郵政省ではこれを受けて、11年10川より｢優先接

続導人に関する研究会｣を開催し、優先接続の導人

が円滑に行われるための具体的な課題として、ｉ

優先接続の具体的な導人時問、す優先接続に係る

事業行間の公Iﾄな競争条件の確保、３国際区分へ

の優先接続の導入、干固定優先接続(5主24)の導人に

よる利用者の混乱防止策等の検討を行い、12年２

月に報告書を取りまとめた。なお、同報告書にお

いては優先接続を13年５月より導人することが盛

り込まれている。

Ｂ事業者

OOXYb

(Ｂ事業者登録)

06-6789-××××

Ｃ事業者

00χΥｃ

　

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

中継交換機

市内交換機

（Ｃ事業者利用）（Ａ事業者利用）

　　

OOXYc-

06-6789-××××

06･6789-×XXX
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12年度をめどに、できるだけいい時期に導入

　

番号ポータビリティとは､利肝者が契約する電気

通信事業行を変更してもこれまで使用していた電話

番号を引き続き使用できるようにすることである。

　

現在､利用者が契約する電気通信事業者を変更す

る際､電請番号の変史を余儀なくされ､番号変更の

周知のために大きな負担がかかっている｡、番号ポ

ータビリティが実現されると､同じ番号を引き続き

使用できるようになるため､利用者がより電気通信

事業者を選択しやすくなり､利肝者の利便性の向上

及び甘業者間の競争の促進が図られるものと期待

図表①

　

番号ポータビリティ実現までの経緯

されている。

　

郵政省は､番号ポータビリティを12年度をめどに

できるだけ早い時期に導入することを日指して､11

年８月､電気通信事業法施行規則の一部改正げ端末

系交換機能｣に､利用者が電気通信役務の提供を受

ける電気通信事業者を変更した場合において､当該

利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための

電気通信番号を変更することなく、変更後の電気通

信事業者の電気通信役務の提供を受けることがで

きることを追加)を行った。

(1)｢接続の基本的ルールの在り方について｣(平成8年12月電気通信審議会答申)

　　

競争の促進及び利用者利便の増進の観点から、郵政省において番号ポータビリティの実現方式、費用負担等について検討し、

　

平成12年度目途のできるだけ早い時期に番号ポータビリティの導入を行う旨提言

(2)｢番号ポータビリティの実現方式に関する研究会報告書｣(平成10年5月)

　　

望ましい番号ポータビリティの実現方式(図表②)について提言

(3)｢番号ポータビリティの費用負担に関する研究会報告書｣(平成11年3月)

　　

番号ポータビリティを実現するためのネットワークの改造費について､基本的に既存の網使用料で回収されるべきことを提言

図表･⑧

　

提案されている一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティの実現方式

【最適回線再設定方式】

　　　　　　　　　

中継事業者

1最適回線再設定方式のオプション】(関係事業者間で合意が得られる場合)

-

　

-
移転先事業者

　　

発信事業者

（｜）発信事業者は､発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者

　

; (1)発信事業者は､発信者によりダイヤルされた番号により移転元事業者

　　

まで回線設定を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｉ

　　　

まで回線設定を行う。
（２）移転元事業者は､ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリティ

　

: (2)移転元事業者は､ダイヤルされた番号の加入者が番号ポータビリティ

　　

により移転していることを確認し､移転先を示す情報を取得する。

　　　　　　

により移転していることを確認し､移転先を示す情報を取得する。

（３）移転元事業者は､取得した情報に基づき､必要に応じて､移転元事業者i (3)移転元事業者は取得した情報に基づき､前位事業者（中継事業者又は

　　

内で回線を開放し､移転先事業者への回線設定を起動する。

　　　　　　　

発信事業者）まで回線を開放する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■■(4)前位事業者が移転先事業者への回線設定を起動する。

※

　

番号ポータピリティ導入当初ま｢最適回線再設定方式｣よりも簡略化された方式での実現を図り｡その後数年をかけて｢最適回線

　　

再設定方式｣へと移行していく予定である。



－スＡは、現行の料金制度・接続制度を前提とする

のに対しケースＢは、この制度の前提を緩め、き

線点遠隔収容装置(き線点ＲＴ:加人者線に通常メタ

ルケーブルを使用する電話、ISDN64及び･部の辱

用線を多重化し交換機までの区問を光ファイバで

伝送する装置)コストの付け替えを行った場合であ

るが、付け替えによってＧＣ接続の場合のコストが

低下する一方で、端末川線のコストが増加する(図

表口⑤モデルは料金と直結するものではないが、

この結果は、き線点ＲＴのコストを仮に端末回線に

付け替えた場今には、現行制度において加入者が

直接定額で負担している基本料相肖分のコストが

増加し、基本料の値上げにつながる可能性もある

ことを示唆しており、この点に十分留意する必要

がある旨が報礼占においても指摘されている｡。

　

郵政省では、本研究会の報告書を受けて、接続

料算定の在り方について11年９月に電気通信審議

会に諮問を行い、12年２月に答巾を得て、12年３

月に｢電気通信事業法の一部を改正する法律案｣を

第H7回国会に提出したところである。

長距離・国際事業者網

二心レ
東西ＮＴＴ網

加入者交換機(GO

１０年度接続料 ケースＡ ケースＢ

ZC接続

接続コストは上記図表①

における（①十②十③）

1 1.98円
　5.1 1円

(▲57,3%)

　3.69円

(▲69.2%)

ＧＣ接続

接続コストは上記図表①

における（③）

5.8 IPﾖ
　4.84円

(▲1 6.7%)

　3.42円

(▲41.1%)

端末回線

(ＰＨＳ用)
1,631円

1.400.6円

(▲14.1 %)

1,741.8円

(十6.8%)

※Ｉ

　

ＺＣ・ＧＣについては3分あたりの料金､端末回線については１回線あたりの月額料金。

※２（

　

）内は10年度接続料と比較した増減比。
※３ケースＢは､吉線点日丁の年間コスト（約２７００億円）を端末回線コストに付け替えしたケース。

ｊ
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（５）長期増分費用方式の導入に向けた取組

「電気通信事業法の一部を改正する法律案」が第147回国会へ提出される

　

｢長期増分費用方式｣とは、ネットワークの費月｣

を現時点で利用口f能な辰も低廉で最も効率的な設

備と技術を利用する前提で算定する方式である､I，

諸外川においては、接続料を｢長期増分費用方式｣

に基づいて算定することが検討されており、英国

や米国の州内通信の市内通信では既に導人が図ら

れている､づ

　

一方、現在の我が国における接続制度において

(図表①八接続料は、宵令に爪づいて指定電気通

信設備(注25)の管理運営に実際に発生した費用を原

価として算定されている。

　

こうした巾、我が国においても、長期増分費川

モデルの作成を目的として｢長期増分費用モデル研

究会｣が９年３月に設置された。

　

本研究会では技術モデルの構築を目的として、

諸外国モデルの分析、モデル案の募集等を行うと

ともに、モデル案を提出した事業者をメンバーと

する４つの作業班を設置し、技術モデルの詳細検

討を行い、11年９月に報告書を取りまとめた。

　

本報告書において提案された試算結果であるケ

図表①

　

接続の仕組み

図表②

　

長期増分費用モデル研究会において提案された試算結果

関連サイト：「長期増分費用モデル研究会」報告書の公表「http://ＷＷｗ.ｍｐt.９０.ｊｐ/pressrelease/」apanese/denki/990920」601 .html)
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放送の健全な普及･発展を目指した規制緩和を実施

　

郵政省では、デジタル技術等の急速な技術革新

に対応するとともに放送の健全な汗及・発展を㈲

るため、積極的に規制緩和を実施してきたところ

である似I表)。

図表

　

放送分野における主な規制緩和

　

今後、｢規制緩和推進３か年計画｣(10年３月閣議

決定、1川３月改定)に沿って、合切かつ着実な規

制の見直しを行っていく予定である、

施策名(実施時期) 内　　　　　　　　　容

FM放送の受信環境の改善等

(11年3月)

①FM放送の置局基準を見直し､送信空中線の設置場所の制限を緩和

②コミュニティ放送局の空中線電力の最大値を10Wから20Wに緩和

地上放送へのデジタル放送の円滑な

導入を図るため､ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送等

の定義を改正

(11年11月)

ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送やFM放送において､映像や音声に伴わない文字､図形等のﾃﾞｰ

ﾀを併せ送ることが可能となるよう放送法におけるﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送等の定義を改

正(11年5月)

また､同法施行にあわせ関係省令等を改正

ケーブルテレビ事業者の合併等の際

の手続の簡素化

(11年6月)

申請者の負担軽減を図るためケーブルテレビ事業者の合併等の場合の手続を簡

素化

ケーブルテレビ事業への外国企業の

参入規制撤廃

(11年6月)

ケーブルテレビ事業者の資金調達の多様化を図るため､すべてのケーブルテレビ事

業者に係る外資規制及び外国人役員規制を撤廃

屋内電力線を用いた通信設備の技術

MI々/jL/tヽ4位こ1門

屋内電力線で情報を搬送する通信設備として､特別搬送式デジタル伝送装置の

ml ―11･k.μ■-I≫―rjr-*II f･一ﾑLJ. jjlふJ.tf.■<

屋内電力線を用いた通信設備の技術

的条件の緩和

(11年7月)

定に係る技術的条件を緩和

関連サイト：「規制緩和推進３か年計画」（１１年３月改定）（http://ｗｗｗ.somucho.ｇｏ.ｊｐ/gyoul<an/kanri/990422a.htm)



情報通信ベンチャー企業の創業・成長を支援

　

郵政省では、情報通信分野におけるニュービジ

ネスの振興を図るため、各種支援措置を講じてい

る_

①テレコム・ベンチャー投資事業組合による資金

　

的支援

　

川年５月に設立されたテレコム・ベンチャー投

資事業組合では、特定通信・放送開発事業実施円

滑化法に基づき、郵政大臣から｢通信・放送新規事

業｣として認定を受けた事業者で、新設又は設立5

年以内で資本金が10億円以下の法人(第一種電気通

信事業者については、資本金15億円以下の法人)を

対象に一事業者あたり、２億円又は、資本金の額

の10％以内を出資しており、11年度においては、

12年３月現在５件の出資を行った。なお、12年度

からは、出資限度を10％以内から最大30％以内に拡

大する予定である。

②先進技術型研究開発助成金制度(テレコム･イン

　

キュベーション)による技術シースの事業化支援

　

通信・放送機構では、通信・放送分野の先進

的・独創的な技術の研究開発を行うベンチャー企

業等に対し、研究開発費の一部を助成する制度(先

進技術型研究開発助成金制度)を設けており、11年

度は、我が国においても産学問の技術移転を促進

するため、大学等と共同で行う研究開発に対する

助成枠(産学連携枠)を追加し、合計応募件数64件

のうち、12件に対し交付決定を行った。さらに、

11年度２次補正において、特に高い成長性が期待

できる分野として通信・放送機構が指定する技術

分野の研究開発に対する助成枠(重点技術分野枠)

を創設した。

③ストックオプション制度の特例による人材面の

　

支援

　

郵政省は、９年度に特定通信・放送開発事業実

施円滑化法を改正し、ストックオプション制度の

特例措置を設け、ベンチャー企業等における人材

確保や、取締役または従業員の勤労意欲向上等の

支援措置に取り組んでいる。本特例措置は、郵政

大臣の認定を受けた通信・放送新規事業を行う未

公開の株式会社に対し、自社の取締役又は従業員

に付与できる株式の総数を、発行済株式総数の

20％を限度(通常は10％が限度)とするものである。

これまで累積で10件の認定実績があり、11年度は、

７件(12年３月現在)の認定を行った。なお、税制

面では、ストックオプションの権利行使時点で一

定の条件下での所得税及び住民税の非課税や、株

式売却時点で株式の譲渡による所得について申告

分離課税(所得税20％、住民税６％)が適用される。

④エンジェル税制

　

スタートアップ段階の通信・放送分野の新規事

業に対するリスクマネーの供給不足を解消し、資

金調達を容易なものとすることにより新規事業の

成長・発展を促進するため、個人投資家(エンジェ

ル)による投資リスクの軽減措置をエンジェル税制

により９年度から実施している(資料38参照)。

⑤情報通信ベンチャー助成金制度の創設等

　

12年度には、情報通信ベンチャー企業への支援

を拡充強化することを目的として通信・放送機構

が、新規事業化に必要な資金(コンサルティング経

費等)の一部を助成する制度を創設するほか、専門

家によるベンチャー企業への経営相談・指導等を

行う仮想のセンターをインターネット上に開設す

る予定である。

⑥その他

　

郵政省では、情報通信ベンチャー企業の創業・

成長の促進を図るため、11年１月から｢情報通信ニ

ュービジネスの創業・成長に向けた経営資源に係

る環境整備に関する研究会｣を開催し、同年５月に

報告書を取りまとめた。同報告書では、郵政省の

今後の取組として、経営面の専門的人材の活用促

進、エンジェル税制の拡充、情報通信ベンチャー

企業の交流促進等が提言されている。

　

さらに、郵政省では11年６月及び10月に｢情報通

信ベンチャー勉強会｣を開催し、ベンチャー企業が

直面している問題点や課題を具有するとともにベ

ンチャー企業間の交流を図っているところである。

関連サイト：通信・放送機構(http://ＷＷｗ.shiba.tａ０.ｇ０.jｐ/)
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現在の1.000倍の通信速度が10年後に実現

　

郵政省では、21世紀初頭の次世代ネットワーク

像及びそのネットワークヒで展開されるアプリケ

ーション、コンテンツ、プロダクツを展望すると

ともに、高速・低料金の次世代ネットワーク基盤

の構築、提供される新サービスの実現のための環

境整備及びそれらの推進方策について検討を行う

ため、11年１月より「次世代ネットワーク構想に関

する懇談会」を開催し、同年６月に報告書を取りま

とめた。同報告書の概要は以下のとおりである。

図表①

　

２００５年における具体的アプリケーションのイメージ

Ｌ

Ｌ

①21世紀に向けたアプリケーション、コンテンツ。

　

プロダクツの将来像

　

同報告書は、インターネットの普及に伴い、ネ

ットワーク、アプリケーション、コンテンツの関

係に変化が生じ、「ネットワークがアプリケーショ

ン、コンテンツを規定する時代」から「アプリケー

ション、コンテンツがネットワーク構築をリード

する時代」へ転換すると展望している。アプリケー

ション等のイメージとしては、発展した既存アプ

リケーション（電子メール、情報検索等）と新たな

アプリケーションが共存する状況を予想している

（図表①）。

情報通信ステーションのイメージ

次世代ネットワーク

Ｌ

情報通信ステーション

Ｌ

駅や主要施設等に高速IP通信が可能な情報通信ステーションを設置

地球博物館サーバ内部のイメージ

ＷＷＷの更新履歴を

すべて保存してある｢テ

ラバイトレベルのスト

レージ｣

当時､阪神･淡路大震

災か起こっていた事かI

わかる

ユーザーエージェント
〃

阪神･淡路大震災

　

被害情報

●神戸の震ｼﾞ1の記露･95

●神戸の震火の妃録196

●神戸の震災の肥ｇｌ９７

丿
-」口Ｌ_。

－
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1995年
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1992年

http://ＷｗＷ.ＸＸＸ.ＣＯｍ/kobe.html:(8128.17.01.1995:x.y

(1995年1月17日の128@神戸の情報をリクエスト｡,ｘとyは緯度と経度)
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②次世代ネットワークの在り方

　

今後のネットワークの通信速度は、17(2005)年

までに各家庭で動画像を含む現在の100倍の高速

データ量を扱う汗100X])通信社会が、22(2010)年

までには動画像を含む現在のL000倍のデータ量を

扱う(｢1000X｣)超大容量ネットワーク社会が到来し、

17(2005)年頃の通信速度は、バックボーン網で

lOTbps、アクセス網については家庭で5～lOMbps、

企業で10M～1 Gbpsになると展望している(図表②、

⑤)。

　

また、データ通信トラフィック加増大している

ことから、次世代ネットワークとしてはインター

ネットに代長されるIPネットワークが有望である

としている。

図表②

　

ネットワークの発展展望

j丿･
]丿ヤ

址

担

;こ

現在

「１×」

　 　

= = = ･ ･ ･ - ･ ＝ ＝
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｢１０Ｘ｣の時代

(高速データ伝送)

2000年

＝

　　

〃･

　

２６～２７倍

図表③

　

アクセス網における技術の進化動向
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③推進方策

　

アプリケーション開発を含めた次世代ネットワ

ークの構築については、基本的には民間主導で推

進することが望ましいとしながらも、次世代ネッ

トワークの利用形態に対応した環境整備、公正な

競争環境の整備等については、政府の貢献が必要

であるとしている。

　

郵政省では、本報告書を踏まえ、インターネッ

トの常時接続・定額料金制の導入、柔軟なネット

ワーク接続の実現、電子商取引等のインターネッ

トヒのアプリケーションの普及、民間事業者等が

次世代ネットワークを円滑に構築するための支援

方策等の実現に向けた検討を行っていくこととし

ている。

　　

｢１０００×｣の時代

(超大容量ネットワーク)

　

｢１００×｣の時代

(自由な画像伝送)
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I1年度末で全国の約36％をカバー、整備は順調に推移

　

光ファイバケーブルは、既存の同軸ケーブルに

比べ、高速・広帯域伝送が可能であり、かつ、伝

送中のデータ損失が著しく少ないなどの特徴があ

り、21世紀を支える基盤的な社会資本として大き

な役割を果たすことが期待されている。

　

光ファイバ網については、従前、2010年の全国

整備完了を目指していたが、10年11月に改訂され

た｢高度情報通信社会推進に向けた基本方針｣等に

おいて、2005年への前倒しに向けて、できるだけ

早期に実現できるよう努力する旨が明記されるな

ど、その重要性が再認識されている。

　

郵政省では、７年度より、中継系に比べて整備

図表

　

光ファイバ網の整備スケジュール

カバー率(目標値)

　　　

100％-

　　　　

全国

　　　

60％

　　

人口10万
以上の都市内

　　

20％一一

都道府県庁

所在地市内

　

主要地域

　　

平成6年(1994年)8月

　　　

高度情報通信社会

‾‾‾‾推進本部設置

　　

☆整備スケジュール

　　　

(目標)の提示

平成3年(1991年)～

新世代通信網

　

‾‾'
促進税制

平成3年(1991年)～

電気通信基盤

充実臨時措置法

の遅れている加入者系光ファイバ網について、事

業者の投資負担を軽減するため、｢加入者系光ファ

イバ網整備特別融資制度｣を創設し、支援を行って

きているト本制度は、日本政策投資銀行等から加

入者系光ファイバ緋整備のため低利融資(ＮＴＴ-Ｃ)

を受ける第一種電気通信事業者等に対し通信・

放送機構に設けた基金から利子助成(ＮＴＴで全利と

下限金利(当初５年間２％、６年目以降2.5%)との

差)を行うものである(資料39参照几

　

我が国における光ファイバ網の整備状況につい

ては、11年度末で全国の約36％の地域をカバーし

ており、順調に進んでいる。

平成7年(1995年)～

加入者系光ファイバ網

特別融資制度

20％

1｀!

｜

　　　

残6年蘇平成育蘇平麟蘇刊席取平成1熾末祓1年蘇

　　　

(1994年度) (1995年度) (1996年度）（町年度) (1998年度) (1999年尉

地域カバー率

　

約10％

　

約13％

　　

約16％

　

，約19％

　

，約27％

　

136%（見込み）

先行整備期間

2000

　

本格的
整備期間

　

-･●-･

　　　

－－－－－

2005

　　

14一一~

‥･4一一
2010

(年度)

2005年への

前倒しに向けて努力



多様な無線アクセスシステムが実現

　

家庭･オフィス等と電気通信事業者の回線設備と

の間を、直接、無線で接続し、広帯域の悄服通信を

可能とするシステムとして、無線アクセスシステ

ムが注目されている(図表Ｕ

　

これらのシステムは、比較的低コストで容易に

設備の没置が町能である､.特に加入行系見線アク

セスシステムは、非業者の参人コストを人幅に引

き下げる可能性があり、実質的には東西ＮＴＴによ

る独占的なサービス提供が行われている地域通信

市場における競争促進に資するものと期待されて

いるI

　

11年12月現在、加入者系無線アクセスシステム

を利用して、サービスの提供を開始、または予定

図表①

　

主な無線アクセスシステムの概要

している事叉各は12桂である(図表ふ)｡

　

また、郵政省では、近年のインターネット利川

ニーズの増人に応えるべく、家庭、個人でも、経

済的かつ容易にインターネット接続が口f能となる

無線アクセスシステムの導入に向けて、｢r) GH/帯

の無線アクセスシステムの技術的条件｣を、I1年10

月電気通信技術審議会に対し諮問、12年1丿｣まで

に答申を受ける予定である。

　

同システムは、低コストで設備の設置が口f能と

考えられ、幅広い分野での利用が期待されており、

欧米においても現在標準化か進められている吋月表

3･)｡

システム名 使用周波数 最大伝送速度 伝送距離 制度化

2.4GHZ帯無線LAN 2.4GHZ※1 lOMbps程度 100m程度 11年10月

5GHz帯無線LAN

(屋内利用)
5.2GHZ※2 20Mbps程度 100m程度 12年3月

5GH2帯無線アクセスシステム 5.3GHZ※3 20Mbps程度 数100m程度 13年予定

加入者系無線　　P－P方式

アクセスシステムP一MP方式

22/26/38GHz鯛/5/6

26/38GHZ※5/6

156Mbps程度

　lOMbps程度

　　4km程度

半径lkm程度

11年12月

11年12月

ミリ波帯無線LAN 60GHz※7 156Mbps程度 数10m程度 12年予定

ミリ波帯無線アクセスシステム　1　　　60GHZぞ7 IGbps程度 数100m程度 12年予定

※1

　

2.400-2∠197GHZ

　

※２

※5

　

25.25-2フ.OGHz

　　

※６
5.15-5.25GHZ

　

※3

　

5.25-5.35GHZ

38,05-385GHz

　

39.05-39.5GHz

図表②）加入者系無線アクセスシステムの参入状況

※４

※フ

22.0-22.4GHz

　

22.6-23.0GHz

54.25-66GHZ

事業者 サービス地域(電波法の予備免許・免許を取得している地域)
日本テレコム※ 北海道､東北､関東､信越､北陸､東海､近畿､中国､四国､九州

大阪メディアポート※ 近畿

KDDウィンスター※ 関東､東海､近畿､九州､沖縄

ＫＤＤ※ 関東

第二電電※ 九州

中部テレコミュニケーシヨン 東海

東京通信ネットワーク 関東

クロスウェイブ･コミュニケーションズ関東､東海､近畿

グローバル･アクセス 関東

MCIワールドコム･ジャパン※ 関東
ソニー 関東､東海､近畿

NTTコミュニケーションズ※ 北海道､東北､関東､信越､北陸､東海､近畿､中国､四国､九州

※はサービス開始済み(旧年3月現在)

図表③

　

5 GHz帯の無線アクセスシステム

J回
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情報格差是正の推進

（１）携帯・自動車電話サービスの地域間格差是正事業の推進
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整備対象地域の拡大によって、よりきめ細やかな整備を推進

　

郵政省では、携帯・自動車電話サービスの地域

間格差の足正について、電気通信事業者による整

備に委ねていてはサービスエリアの整備が進まな

いと見込まれる過疎地域等を対象に、３年度から

移動通信用鉄塔施設整備事業を実施し(図表①)、

10年度末までに237か所で施設整備を行っている

(図表②､資料40参照卜

　

10年度末現ｲ1ﾐでの携帯・自動車電話サービスの

カバー率は、巾町村役場周辺地域をメルクマール

とした市町村数ベースで約98％に達しているが、

巾町村役場周辺以外の地域についても整備の要望

が鳥まっているいこのため、10年10月から11年５

月に開催された｢携帯・自動車電話サービスの地域

問格差の是正の在り方に関する調告研究会｣の報告

図表①

書の提ｄを踏まえて、従来の市町村役場周辺地域

に加え、市町村役場の支所、地場産業の集積地

域、観光地等の一定以上の需要のある地域を整備

対象地域として追加し、これらをメルクマールと

した市町村ベースのカバー率を算出した([図表音]。

　

この新たな考えﾉﾊﾞこ基づくカバー率は、10年度

末現在で約85％程度に至っていると推定されるこ

とから、当面の整備[付票については残された地域

の経済性や過去における実績推移、財政的可能性

を考慮し、15年度末において95％程度とすること

としている。

　　

しむ、５年度から10年度まで移動通信用鉄塔施

設整備事業により実施していた高速道路等トンネ

ル及び地下街等閉水地域における整備については、

・電波遮へい対策事業の概要

事業名 対象事業 対象地域及び対象者 事業主体 国庫補肘

移動通信用

鉄塔施設整

備事業

(3年度～)

携帯･自動車電話サービスの利用可能な地

域を拡大するために必要な移動通信用鉄塔

施設の整備

過疎地､辺地､離島､半島､山村、

特定農山村､豪雪地帯
累　積:3o2か所(lo年度末現在)

　過疎地域等:237か所1
高速道路等ﾄﾝﾈﾙ及び　　

ｊ

　地下街等閉塞地域:65か所※

11年度:61か所

市町村 1/3

電波遮へい

対策事業i

(11年度～)

高速道路等トンネル及び地下街等､人工的

な構造物によって電波が遮へいされることに

より移動通信サービスが利用できない地域

において､その利用を可能とするための移動

通信用中継施設の整備

高遠道路等のトンネル､地下街･地

下駐車場の閉塞地域

11年度:40か所
公益法人 1/2

※

　

１０年度まで､高速道路等トンネル及び地下街等閉塞地域の整備は､移動通信用鉄塔施設整備事業によ０実施



近年レ吏にニーズが高まりつつある一一丿jで、エリ

ア整備にあだっての収益性が低く、特に高額な運

用費用について電気通信事業者の実質的負担が大

きなものとなっていることから、ﾄ分な進捗が図

られていないいこのため、Ｈ年度から新たに電波

図表②

（事業数）450
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□過疎地域等

｜

｜
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－
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･電波遮へし

4

－

34

　

５

……１

44

遮へい対策事業として実施するとともに、補助率

を従来の1/4から1/2に引き上げ、10年度木現在18％

であった整備率を、15年度末において50％程度と

することとしている。

6

3

57

7

13

71

8

21

89

累計）

9

　　　

10

31…………65

133…………237

　　

11

　

（年度）

……105

……298

※

　

10年度まで、高速道路等トンネル及び地下街等閉塞地域の整備は、移動通信用鉄塔施設整備事業によ０実施。

図表③

　

過疎地域等における、 －率の考え方

従前のカバー率の

メルクマール

・市町村役場周辺地域

新たなカバー率のメルクマール

(10年度末:85％

　

→

　

15年度末目標:95％)

・市町村役場の支所等(出張所、住民センター等を

　

含む。)

・産業・経済上の主要な機能(生産、加工。流通、

　

販売機能等)を有する施設が相当程度集積されて

　

いる産業団地(工業団地、産業業務団地、流通業

　

務団地等)

・観光関連施設が相当程度集中している観光地
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地理的条件等に よる受信障害解消のための事業を推進

　

郵政省では、３年度に創設した電気通信格差足

｣｣ヤト業(3斗2(1)参照)や２年度に創設した衛星放

送受信設備設置助成制度により、情報の地域問恪

差の足正に向けた取組を展開している‥放送分野

における取組としては、地理的条件等による受信

障害が原囚で放送け叫づ皮)の視聴が困難な地城に

図表1=

　

受信障害解消に向けた各事業の概要

おいて、良好な受信環境を確保するための事業を

実施する地方公共団体等に対する補助を行ってい

る(図表仁資料41～輿参照卜本事業による受信障

害解消世帯数は、11年度末現有ﾐ、累計で45.9万世帯

となっている([図表仁一

事業名 対象地域又は対象者 事業の概要

電

気

通

信

格

差

是

正

事

業

民放テレビ放送難視聴解消事業　　　　｜地上系民放テレビ放送が1波も良好に受信できな

(3年度～)　　　　　　　　　　　　い地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【実施事業数・地域数】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累　計:558事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11年度:53事業

市町村が整備する共同受信施設及び中継局施設

並びに公益法人が整備する共同受信施設の設置

に要する経費の1/3を補助(公益法人が整備する

中継局施設にあっては1/4を補助)

民放中波ラジオ受信障害解消事業

(4年度～)

民放中波ラジオ放送が良好に受信できない地域

【実施事業数・地域数】

累　計:24事業(36地域)

11年度：　１事業(1地域)

市町村が整備する中波ラジオ放送中継局施設の

設置に要する経費の1/3を補助(公益法人が事業

主体の場合は1/4を補助)

都市受信障害解消事業

(5年度～)

原因建造物の特定が困難なテレビジョン放送の受

信障害地域

【実施事業数・地域数】

累　計:8事業(2地域)

11年度:1事業(1地域)

市区町村が整備する共同受信施設の設置に要す

る経費の1/3を補助

衛星放送受信設備設置助成制度

(2年度～)

地形等(建造物を除く｡)によるＮＨＫのテレビジョン

(地上)放送の難視聴地域の在住者

【実施事業数・地域数】

累　計：約2.3万世帯(253市町村)

11年度：約0.4万世帯(47市町村)

ＮＨＫ衛星放送の受信設備を設置した個人又は団

体に対し、経費の1/4を補助

図表･g

1二民放テレビ放送難視聴解消事業

(事業数)
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［二］民放中波ラジオ放送受信障害解消事業……－
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情報セキュリティの一層の確保に向けて

　

最近の我が国においては、ウラン加工施設事

故、宇宙問発分野におけるＨ－Ｈロケットの打ち

上げ失敗、鉄道トンネルにおけるコンクリート落

下事故等の事故災害が多発し技術基盤への信頼

性の低下から、岡民の安全や安心の面で深刻な影

響をもたらしている。

　

このため、政府では11年12J川こ、各省庁及び事

業費等において今後の事故防|ﾄ対策を検討する際

のガイドラインとなるトlt故災占防止安全対策会議

報告書］を緊急にとりまとめた｡これを基に各省庁

等は所管分野における事故発生・再発防止に取り組

むこととなっている。

　

さらに、近年、産業や政府の活動は情報化･ネッ

トワーク化に大きく依存しており、情報セキュリ

ティの確保が重要となってきているＩ

　

このため政

府では12年１月に「ハッカー対策等の基盤整備に係

図表

　

１１年度の電気通信分野における重大事故事例

る行動計画］を取りまとめ／|吉報セキュリティの一一

層の確保に収り組むこととした( l-6-3(1)参照）ﾕ

　

電気通仁分野においては、11年度中に電気通仏

事業法で定める重人な事故に該当する規模の巾l故

が12件発生している（［叉|衣ト

　

郵政省では、し氾軒押丿j;=を踏まえつつ、情服通

信ネットワークのセキュリティ確保、嘔人な肌故

の再発防仁事故の発生要囚分析及び対応策の実

施等の観点から、我大な訂故又はこれに準ずる事

故について報告を行った電気通只事業者に対し実

地調介を実施した．

　

これを受け、「情報通信ネットワーク安令・信頼

性基準（郵政省内示）」について所要の見直しを行

い、利肝者が安心して電気通信サービスを利川で

きるよう努めていくこととしている､．

障害発生･復旧日時 事業者名及び障害発生場所 障害の概要 障害の影響

発生:11年4月13日
　　　午前6時36分

復旧:11年4月13日
　　　午後5時18分

日本テレコム

東室蘭中継所から
苫小牧中継所

近隣住民の掘削作業により光ファイバケーブルか損傷した

愉木o4湊m.m(DMmt%<DmmRif・゛44i　ﾈ晶星9ぶ昌

発生:11年5月28日
　　　午前6時00分

復旧:11年5月28日
　　　午後o時25分

東海テジタルホン

名古屋ネットワークセンタ内

交換機ソフトウェア改良工事を行ったところ、基地局無線
機の出力低下が発生し基地局20局が接続不能となった。　　1　　　　60,000加入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

発生:11年10月18日
　　　午前4時03分

復旧:11年10月18日
　　　午後3時10分

北海道セルラー電話

オペレーシヨンセンタ内

交換機ソフトウエアの改良工事を行ったところ障害が発生

し、札幌、苫小牧、室蘭を除く北海道全域で発着信不能と　　　　　50,000加入

なった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

発生:11年10月20日
　　　午後2時29分

復旧:11年10月20日
　　　午後5時10分

NTTドコモ東海

阿由知・菊井ビル内

パケット伝送路の変更工事を行ったところ障害が発生し、

静岡県内のパケット通信が不能となった。

ｉモード34,656加入

Dopa　　　　34加入

発生:11年12月10日
　　　午前5時21分

復旧:11年12月11日
　　　午前2時01分

日本移動通信

浦和交換局

交換機新設工事を行ったところ、障害が発生し、首都圏全

域で発着信困難な状態となった。

cdmaOne方式

　550,000加入

発生:12年1月20日
　　　午前5時03分

復旧:12年1月20日
　　　午前9時06分

第二電電

東京第三ネットワークセンター

DDIのルーター故障により、セルラー電話各社のcdmaOne

パケットサービスが使用不能となった。
56,000加入

発生:12年2月15日
　　　午前3時08分

復旧:12年2月15日
　　　午前11時19分

NTTドコモ

東京・ドコモ中野ビル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜符号化装置の故障により、首都圏ワイドエリアサービスの

内FLEX方式のポケットベルの呼出が不能となった。　　　i　　　　68,009加入

発生:12年2月23日
　　　午前8時00分

復旧:12年2月23日
　　　午後1時03分

第二電電

東京技術センター

EZwebサービス用サーバ内のファイルの破損により同サー

ビスが一部のユーザにて使用不能となった。
211,000加入

発生:12年3月７日
　　　午前2時00分

復旧:12年3月７日
　　　午前9時20分

ツーカーセルラー東京　　　　　　|基地局回線増設及び基地局周波数変更のため投入したﾃ｀－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　タベースが実際の機器収容データと異なっていたため基地

東京オペレーションセンター内　　　ｉ局制御装置及び配下の基地局が接続不能となった。

54,000加入

発生:12年3月17日
　　　午後5時55分

復旧:12年3月17日
　　　午後8時45分

発生:12年3月18日
　　　午後5時40分

復旧:12年3月18日
　　　午後6時48分

中国セルラー電話

広島交換局内

新設交換機への基地局収容変更に伴い、予想を超える位置

登録処理が発生し、信号リンクプロセッサーがダウンし、　　　　70,000加入

通話が不能となった。

゛ﾏ昌昌　｜中国セルラー電話

復旧:12年3月26日　　，　　午前O時38分　　｜　広島交換局内

貿rl』御装置が故障し、配下の基地局26局が接続ｎ
よ　　

45,000加入

　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　‥

発生:12年3月28日
　　　午前11時40分

復旧:12年3月28日
　　　午後2時52分

NTTドコモ　　　　　　　　　１新サービスに対応するための増設工事に伴いプロキシテ―｜
　　　..、　　　　　　　　　　ブルを更新したところ、検索ソフトの不具合により呼処理か　　　　5,460,000加入

Iモ‾トゼタ‾内　　　　　　　Ｉで｀きない状態となり、iモード｀サービスが使用不能となった　，

関連サイト：ハッカー対策等の基盤整備に係る行動計画(http://ｗｗｗ.kantei.９０.jp/ip/kakugikettei/2000/hacker/keikaku.html)
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国民生活に重大な影響を及ぼす問題発生せず

　

コンピュータプログラムが西暦年を下二桁で取

り扱っている場俘に、西暦2000年を西暦1900年と

誤って認識してしまうことによって生じる｢コンピ

ュータ西暦2000年問題｣は、社会･経済活動のあら

ゆる分野において、コンピュータシステムへの依

存度が高い今[に極めて重大な問題と認識され、

その防止のために、官民一体となって、種々の方

策が講じられた｡

　

政府としては、高度情報通信社会推進本部にお

いて、コンピュータ西暦2000年問題に関する行動

計画、危機管理体制を決定し、コンピュータ西暦

2000年問題に対する行体的な行動の徹底を図った

([図表十]。年末年始においては、万一の場合への

危機管理に万全を期すため、官邸対策室を頂点と

する情報連絡網を整備レ|犬況の監視を行うととも

に、総理大臣官邸等のホームページ等で内外で生

図表① おける主な対応

じた事象についての情報提供を行った。

　

郵政省の取組としては、郵便、郵便貯金及び簡

易保険等の重要システムについて、模擬テストの

実施や危機管理計画の策定等の対応を11年７月末

までに終了するとともに、民間重要分野である情

報通信分野の事業者に対して、同様の措置を要請

し、特別な理由のあるものを除き、ｎ年９月末ま

でにすべての対応を完了しか。また、年末年始に

おいては、郵政省と情報通信分野の事業者との間

で、万一の場合の連絡体制を整備するとともに、

本省及び地方局等に電話相談窓口を設置する等国

民への情報提供を強化した。

　

以上のような取組の結果、郵政省が所管する情

報通信分野及び郵政事業分野のいずれにおいても、

国民生活に重大な支障を及ぼすような大きな問題

は発生しなかった。ただし、コンピュータ西暦

110年9月「コンピュータ西暦2000年問題に関する行動計画」を本部決定

　中央省庁､地方公共団体､民間重要分野(金融､エネルギー､情報通信､交通､医療)の事業者等において､模擬テストの実施

をはじめとするコンピュータシステムの総点検の実施､危機管理計画の策定及び国民への情報提供等の対応を推進

11年7月「コンピュータ西暦2000年問題に関する危機管理体制の強化について」を本部決定

　推進本部にコンピュータ西暦2000年問題総合対策会議を置き､内閣官房及び関係省庁にコンピュータ西暦2000年問題対策

室を設置して体制を強化し､万が一問題が発生した場合の対応体制及び官民が連携した情報連絡体制を整備

11年10月「コンピュータ西暦2000年問題に関する年末年始に向けた準備について」を本部決定

　日常生活における小規模あるいは短期的な不都合を含め､万一の場合に備えて､国民が準備を行う際の留意事項をとりまと

め､各家庭における対応を推奨



2000年問題に起因すると考えられる不具合が、１

月！日に通信関係で３件、放送関係で１件、郵便

関係で１件発生したが、通信･放送関係は当[1のう

ちに復旧レ郵便関係についても判明後迅速に復

旧した([図表寸呪なお、今[目1のコンピュータ西暦

2000年問題に際して、年末年始には郵政省所有の

災害対策用衛星携帯電話を12省庁に24台貸し出し、

万一の際の重要通信の確保を図った

　

また、西暦1900年は閏年ではないが、2000年は

閏年であるため、コンピュータが2000年を1900年

と誤認識していた場臼に閉!目２月29出に問題か発

生する口f能性かあつたつこの閃目問題についても、

政府として、官邸遮絡宗を設匠して貼急述箔体剖

を敷く等の対応を行い、全体としては国悦牛活に

犬きな影響を及ぽすような問題は発生しなかつた。

郵政シ袁分野では、郵使貯全のATM（∩勤出払機）

の‐づい約1､2OO台）か内蔵チツプの不几行から起勤

しない質例か兌生したか、当目午

図表②

　

コンピュータ西暦２０００年問題に起因すると考えられる不具合等発生事例

事　業　者 概　　　要

電

気

通

信

移動系第一種電気通信事業者

携帯電話の一部機種において、端末の受信可能な件数を超えてショートメ

ールを受信した場合、2000年1月1日以降に受信したもの(既読のもの)が先

に削除されてしまう現象が発生。主要なメールを保存した上で、1999年12

月31日以前に受信したメールを削除するよう事業者が広報。

地域系第一種電気通信事業者
監視系装置の日付処理の一部に不具合が発生したが、手動により修正し、

復旧。通信の疎通には影響がなかった。

一般第二種電気通信事業者

ファクシミリ情報サービスの一部に不具合が発生した（情報ボックスからフ

ァクシミリで情報を取り出せなくなった。）が、関係のソフトウェアを修正し、

復旧。原因は、ソフトウェアの年隋報処理の不具合によるもの。

放

送
CATV事業者

農業気象観測情報の送信ができなくなった。同情報の収集・放送局への伝

送を行うパソコンを再立上げし、復旧。

郵　　　　便

全国で146の郵便局に係る書留郵便物の引受・到着・配達状況の照会に回答

ができなくなっていることが1月６日に判明した。原因は当該局の書留追跡

システムの端末への西暦2000年問題対応ソフトウェアのインストールをメ

ーカーが漏らしていたことによるもの。なお、書留郵便物の配達には一切

影響なし。

関連サイト：コンピュータ西暦2000年問題(httｐ://ｗｗＷ.kantei.ｇ０.jp/jp/pc2000/index.html)

　　　　　　　

西暦２０００年問題(郵政省)(httｐ://Ｗｗｗ.mpt.ｇ０.jp/whatsnew/y2000/index.ht七)
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地トデジタル放送の本放送開始に向けた法制度・技術基準等の整備を推進

　

放送のデジタル化は、番組･サービスの多様化に

よる視聴者の選択範囲の拡大、情報通信･コンピュ

ータとの連携･融今による放送サービスの高度化等

を実現するものとして、現在世界各国で進められ

ている([ﾒ1表丁卜我が国においても、すでにc s

放送{ 3-3-4 (3)参照)やケーブルテレビの一部で

デジタル放送は開始されており、今後、地上放送、

衛星放送( 3-3-4 (2)～(4)参照)、ケーブルテレ

ビ( 3-3-4 (5)参照)の３つのメディアを、全体と

して整合性のとれた形で早期にデジタル化してい

くことが放送行政の重要な課題となっている。

　

地JI放送のデジタル化については、10年10月に出

された地上デジタル放送懇談会報告を受けて、関

東･中京･近畿の３人広域圏については15(2003)年

末まで、その他の地域については18 (2006)年末まで

図表①

　

放送のデジタル化のメリット

高品質な映像･音声サービス

従来のアナログ放送1チャンネル分と同じ周

JIJ.J

　　　

ンI.ノニゴ
㎜

容易な番組検索･いつでも出せる情報

圧縮

に本放送が開始されることを目標に、現在、環境整

備を進めているところである(図表②)。

①地上デジタル放送パイロット実験等

　

地上デジタル放送の円滑な導入に向けて、郵政

省は、放送事業者･メーカー･通信事業者等により

構成される東京パイロット実験実施協議会と共同

で、10年11月より２年間の予定で地上デジタル放

送パイロット実験を実施している。また、新技

術･サービスの開発を推進し早期の全国的普及を

図ることを目的として、通信･放送機構は、全国10

か所の地llデジタル放送研究開発用共同利用施設

及びこれらを接続する全国ネット中継実験設備を

整備し、11年８月から７か所で、11年12月から全

10か所で、デジタル放送の実証実験を開始した。

　　　　　　

多チャンネル化の実現

･従来のアナログ1チャンネル分と同じ帯域帽で､数チャン

ネルの放送が可能

･多数のローカル番組の提供や､専門番組の提供が可能

匹

－二ぷＪ

= － ＝ ＝ ･ = =
‾～--ご~_ぺ＿

放送のデジタル化

‾｀･･゛･~'へ

‾'‾='心=._...~-W .･‾〃･~･ご.J‾ご‾･.･"'‾‾･･･

　

高齢者･障害者に優しいサービスの充実

・増大するデータ伝送容量を字幕解説放送

　

用に利用可能

・音声か間き取りにくい場きに音声の速度

　

を変換

・点字等による操作が可能な受信機の開発

[桓亘死三図

インターネットと整合性のある

技術(ＸＭＬ等)を用いることに

より通信ネットワークと組み合

わせたサービスが可能

　　

変調方式・誤り訂正

□匹皿匹ロコ

デジタル化により雑音の影響を受

けにくく､マルチパスに強い方式

の採用で高品質な安定した映像音

声放送が可能

イ

『

餐』

r?=＝〃=%ふー=ｉ£】０,□DDDQ･
oaoaaロd:

□ODoa口口

DQOO□OD
DQDQ□ＯＤ･

口口□QDQロ･
○○口口Ｇ□o;

･ooaa□ODi

∩∩膳プl

データ放送

ｆ゛二二上
㎜㎜㎜■■■■■㎜

　　　　　　　　　　　

||トぐ多≠⊇ﾋ

よ

ず

膨大なデータに｢見だし｣をつけること

により容易に見たい番組を選択可能

　

‾二？一-ﾝ
～丿戸

[⊇⊇

７７７一一Ｊ.に，

番組選択･加工



②法制度の整備

　

11年11月には、｢放送法の一部を改Iﾄする法川｣

及び｢高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置

法｣が施行された｡前者は、デジタル放送の特長で

ある映像又は音声に文字、図形等のデータを組み

合わせた高度かつ多様な放送の普及を図るため、

テレビジョン放送等の定義に関する規定を変り1す

ること等を内容とするものであり、後者は、地I-

デジタルテレビジョン放送の早期の普及を図るた

め、地|こデジタルテレビジョン放送を行うための

施設(高度テレビジョン放送施設)の整備を支援す

るための債務保証業務を、通信･放送機構の業務に

追加すること等を内容としている

　

このほか、11年度には、放送雅業者及び番組制

作事業者の地上放送のデジタル化に関する設備投

資に係る負担を軽減するため、税制、日本政策投

資銀行等の融資による支援措置を創設した( 3-3ぺ

(6)参照)。

図表②

　

今後のスケジュール

Ｃ

　

Ｓ

Ｂ

　

Ｓ

～1998

　　　

1999

　　

1996年6月より

　　

デジタル放送開始

ヶ－ブルテレビ

地

　

上

2000

③放送方式の策定

　

地上デジタルテレビジョン放送の放送方式につ

いては、10年９月に取りまとめられた竹定方式に

基づく実肝規模の実証実験等を維て、郵政省は11

年５川に電気通信技術審議会より放送方式の技術

的条件に関する答申を受けた（取りまとめられた万

式のＬな特長については図表丿参照）また、これ

を踏まえてまとめられた技術基吽案については回

年11月に電波監理審議会より原案を適肖とする旨

の答申を受け、省令等の改止を行った

　

地にデジタル音声放送の放送方式については、

10年11川に取りまとめられた暫定方式に基づいて

実証実験が行われていたが、11年11月に電気通信

技術審議会よりその技術的条件に関する答申が出

されたい郵政省では、今後、本答巾等を踏まえ、

技術基章に係る関係省令等の改止を行うこととし

ている｡

2001

▲

2002～

2000年12月より

　　　　　　　　　　　　　　

デジタル放送開始

　　　　　　　　　　　　　　

(BS－4後発機)

一部地域において1998年7月よりデジタル放送開始

地上･BSデジタル放送の再送信のための技術基準検討

　　

親局レベル

　　

大規模中継局レベル

　　　　　　

▲

　　　　　　　

▲

チャンネルプラン策定に向けた共同検討作業

(年)

-

ａふa
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3大広域圏

2003年末

本放送開始

　

を期待

　　

窓

　　

怒気

その他地域

2006年末

本放送開始

　

を期待

　　　

£
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④地上テレビジョン放送のデジタル化に向けた実

　

等について、広く国民に周知を図ることを目的と

　

地調査等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し、11年度においては、リーフレットの頒布及び

　

郵政省では地llテレビジョン放送のデジタル化

　

郵政省ホームページの活用による周知活動を実施

を実現するため、デジタル放送用中継局について、

　

した。 12年度においては、これに加え、デジタル

その周波数配置を効率的に行うため、測定用車両

　

放送の新たなサービス内容のイメージを紹介する

を用いた電波伝播の実地調査･分析等を12年度に実

　

ためのデモンストレーション用ソフト等を作成し、

施する、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各地イベントでの展示等による周知活動の展開を

　

また、当該デジタル放送の導人過程で生ずるア

　

予定している。

ナログ周波数変更を円滑に進める上で、周波数変

　

⑥デジタル放送端末の共用化

史に関する情報を一元的に管理する等のため、こ

　　

デジタル放送端末の共用化は、視聴者の利便性

れらの情報を電子地図上に表示し検索するシステ

　

の向上、デジタル放送端末の低廉化、デジタル放

ムをあわせて問発するI，

　　　　　　　　　　　　　

送の普及にとって重要である。このため、郵政省

⑤地上デジタル放送の円滑な導入に向けた情報提

　

は、各デジタル放送メデイアの技術基準をできる

　

供活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

限り共通化するとともに、放送端末等の民間規格

　

也上放送のデジタル化の推進に当たっては、国

　

を策定している(社)電波産業会や放送事業者及びﾒ

民に一定の負担をかけざるを得ない面もあること

　

一力一に対し、共用化を実現する規格や共用端末

からパ刈民的理解を得ながら推進する必要がある。

　

の開発等を要請しているところである。これを受

そのため、具体的なデジタル放送の意義や利点の

　

けて､(社)電波産業会等は、鋭意、共用化に取り組

祁介、経済･社会･生活に及ぼす影響、デジタル化

　

んでいるところである。

の過程における受信機器の購人が必要となること

図表=S;

　

地上デジタルテレビジョン放送方式の主な特長

①デジタル化により、6MHzの帯域幅の中で高精細度テレビジョン放送1チャンネル又は標準テレビ

　

ジョン放送による多チャンネル放送が可能。

②携帯･移動受信に適した変調方式や強力な誤り訂正機能等の採用により、良好な携帯･移動受信が

　

可能。

③固定受信向けと移動受信向けの放送を同時に伝送するなど、様々な運用形態を随時組み合わせた

　

放送を実施し、周波数帯域を柔軟に利用することが可能。

④単一周波数中継(SFN : SingleFrequency Network)※が可能となり、周波数の有効利用に寄与。

⑤圧縮技術や多重技術に、国内における他のデジタル放送メディアと共通の方式(ＭＰＥＧ-２)を用

　

いることで、整合性を確保。

な

　

親局と中継局等において『司－の周波数(チャンネル)を用いる中継方式。

　　　　　　　　　　　　　

関連サイト１通信･放送機構(http://ｗｗｗ.shiba.tａｏ.ｇｏjp/)



(２) 衛星放送(BS)のデジタル化

｢12年末の放送開始から1000日間で1000万匪帯｣が普及目標

　

BS-4後発機は12年10月の打上げが卜定されてお

　　　

また、「放送開始後1000日紅過日における吽及日

り、これによって同年12月１日からBSデジタル放

　

標を1000万世帯」の目標のもと、シドニーオリンピ

送が開始される予定である｡

　　　　　　　　　　　　

ツク等の各種イベントの機会にBSデジタル放送の

　

BSデジタル放送を行う委託放送事匙昔は、10年

　

デモンストレーションを実施するなど、BS放送各

にはテレビジョン放送7社、超短波放送10社、デー

　

社、関係事業一昔及び郵政省が官民一体となって、

夕放送１社{BS-4先発機（アナログ）のサイマル放

　

各種の普及方策を講じることとしている（㈲衣ロ工

送（注26）を含む。）が、11年12月にはデータ放送８桂

が認定されている（図表１）、

図表①

　

ＢＳ放送チャンネル配列図

BS-4後発機(デジタル方式)[設計寿命:２０００～２０１０年]

ビ

［

※

1ch[i1.72748GHz】………

　

3ch[i1.76584GHz】

　

∧

　

- 13ch[i1.95764GHz】　　　　15ch[11.99600GHZ]

。)｜ト(音声)

　

１

(音声)半ヒ(音声)

　

｜
(音声)ユし(音声)

　

ペイ拶千万亘面

[oドヅ51

　　

/

　　

10ダ

　

|匹

　　　　

10八寸51

　　

T川丿吟庶吟亜]列

摺ｓﾄ1昌と昌１ｒ言゛一器ぎバ(HDTV)
(HDTV)ジS　12j l!1　-

ﾚ

ﾌ｡51

(jyJJ゛)]ﾚﾉﾚ]

/

1ﾌﾟ]：千

尚

才丿才

回生Vﾑ牛尚尚

町二九
］

‾ズ
ツノ尹宰[22]

　　　　　

ソ∧‾∧謳白

太

　

］数字はスロット数（BSデジタル1中継器=４Ｂスロット）

デジタル技術の特注及び高画質|生を生かしたデジタル技術の普及に資する総合放送

図表②

　

ＢＳデジタル放送の普及促進のための方策

(1)BSデジタル放送の普及促進のため

　の方策

①BSデジタル放送のデモンストレーションの実施

　12年６月より店頭デモンストレーション等の為に普及のための放送(HDTVによる九

　州・沖縄サミット中継、高校野球中継等)、９月より受信機購入者向けの試験放送

　(HDTVによるシドニー・オリンピック中継等)を実施予定

②公共施設におけるBSデジタル放送デモンストレーションの実施

　郵便局など公共施設におけるデモンストレーションを実施

③その他の普及宣伝活動

　BSデジタル放送の特徴、視聴方法等についてのパンフレットの作成一配布、共通ロゴの

　作成等

(2)BSデジタル放送の発展に向けた技

　術開発

オブジェクト連動データ放送システム※など、将来のBSデジタル放送の発展に向けた技

術開発を推進

(3)連絡体制の強化

BSデジタル放送の普及促進をより効果的に推し進めるために、BS放送事業者や受信機メ

ーカーを中心に、「BSデジタル放送普及促進連絡会議」を11年10月に発足

郵政省も特別会員として参加

※

　

映像に様々な付加情報を統合し画面上から有益な情報を自由に取０出せるシステム。

"-ｊ

ふ

ネ

ツ

ト

ワ

　

｜

ク

イ

ン

フ

ラ

の

整

備

４

放
送
の
高
度
化
の
推
進

235



第
３
章

情
報
通
信
政
策
の
動
向

４

放
送
の
高
度
化
の
推
進

236

視聴者利益と放送の健全な普及の観点から検討

　

CSデジタル放送は、７年に策定された放送方式

　

議開始の報告を行い、12年２月に答申を受けた(図

により、現在、３機の通信衛星(東経124度、128度

　

表①)。

及び144度の静止軌道上)を利用したサービスが行

　　

また、12年８月には、BSべ後発機と同じ東経

われている。また、最新のデジタル放送技術が採

　

110度に、新しい通信衛星(Ｎ-ＳＡＴ-nO)が打ち上げ

用された10年策定の放送方式によるBSデジタル放

　

られる予定((図表②)であり、(社)衛星放送協会等

送が、BS-4後発機(東経110度の静止軌道上)を利

　

からは郵政省に対して、本衛星の放送利用を可能

用して12年12月から開始される予定である。

　　　　　

にする制度整備に関する要望書が提出されている。

　

デジタル放送サービスの向上と普及促進のため

　

Ｎ-ＳＡＴ-110によりCSデジタル放送が提供される場

には、比較的早い段階で開発された技術を用いて

　

合、視聴者は同じアンテナと受信機でBSデジタル

いるCSデジタル放送についても、BSデジタル放送

　

放送とCSデジタル放送が受信できるようになるこ

と同様の最新の衛星デジタル放送技術に対応した

　

とが期待される。郵政省においては、N-SAT-110の

新方式を採用することが望ましいことから、郵政

　

放送利用について、視聴者利益と放送の健全な普

省では、11年10月、電気通信技術審議会に対して、

　

及の観点から検討を行うこととし、これに当たり、

CSデジタル放送方式の拡充げ12.2～12.75GHZを使

　

N-SAT-110に係る受託放送業務及び委託放送業務へ

用する衛星デジタル放送方式(27MHz帯域幅を使用

　

の参入希望等について意見募集を行った。今後、

するもの)の拡充のための技術的条件｣)について審

　

これに関する制度を整備することとしている。

図表①

　

拡充されたＣＳデジタル放送方式の主な特長(電気通信技術審議会答申による)

①高能率変調方式や伝送制御信号等の採用により、高品質、多チャンネル、高機能の放送サービス

　

が可能となる。

②ＢＳデジタル放送と同様の伝送方式等の採用により、ＢＳデジタル放送受信機とＣＳデジタル放送受

　

信機を共用化することが容易となる。

図表②

　

Ｎ-ＳＡＴ-１１０及びBS-4後発機の概要

N-SAT-110 BS-4後発機

軌道位置 東経110度 東経110度

打上予定時期 12年８月 12年10月

運用開始予定時期 12年10月※ 12年12月

周波数 Kuバンド(12.2～12.75GHZ) Kuバンド(11.7～12.2GHz)

搭載トランスポンダ数 36MHz (120W)×24本 34.5MHz(i20W)×4本

無線局免許
宇宙通信(SCC)及び

　JSATの共同利用

放送衛星システム(BSAT)

※

　

Ｎ-S八丁一川○の運用開始時期は､衛星の運用開始を意味するもので､放送の開始時期を意味するものではない。



（４）２． 6GHz帯の衛星デジタル音声放送
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全国均一に提供されるＣＤ並みの高音質音声放送

　

衛星デジタル音声放送については、1992年の世界

無線通信主管庁会議(WARC-92 : World Administrative

Radio Conference､現｢世界無線通信会議｣)において、

我が国を含む↓2か国に対し、2.6GHZ帯の周波数が割

り当てられた。

　

衛星デジタル音声放送は、衛星からの電波を主

とし、衛星からの電波が遮断されるエリアをカバ

ーするための補助的な地上無線設備(ギャップワイ

ラー)を活用することで、日本全国均一なサービス

の提供を可能にするものである(図表①)。

　

2.6GHZ帯衛星デジタル音声放送方式の技術的条

件については、電気通信技術審議会において10年

６月に取りまとめられた暫定方式に基づく移動体

受信を前提とした実証実験の実施等を経て、11年

図表①

　

衛星デジタル音声放送の概要

７月には、同審議会から郵政省に対して、「2.6GHZ

帯の周波数の電波を使用する衛星デジタル音声放

送システムの技術的条件」についての答申が出さ

れた。本技術的条件においては、送信にＣＤＭ（符号

分割多重:Code DivisionMultiplex)方式を採用し、

いわゆるＣＤ並みの高音質ステレオ音声放送サービ

スを提供するだけでなく、文字や画像等を組み合

わせた多彩なデータ放送サービスを行うことや、

高速移動中においても安定･良好な受信品質を保つ

ことが可能となっている。

　

郵政省では、今後、本答申等を踏まえ、新たな

放送ビジネスの創出に貢献するよう、実用化のた

めの関係省令等の整備を進めていく予定である。

放送衛星局

2.6GHZ

s回り?s″U
｡一一一一､___、

……･……､j……､……ﾌﾞｰヽヽ～_、

　　　

二

／

／

固定受信端末
不感地域ヘ

?”９帛ノ訂?Fμ

図表②

　

衛星デジタル音声放送方式の主な特長

1
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2010年にすべてのケーブルテレビのフルデジタル化を目指して

　

Ｈ年5J］に、電気通信審議会より「ケーブルテレ

ビの高度化の方策及びこれに伴う今後のケーブル

テレビのあるべき姿一平成22年のケーブルテレ

ビー］の答申が出された、答申では、今後のケーブ

ルテレビのあるべき姿についての指針が示され。

これらが達成されることを目標として、必要な制

度の見直しや支援策の充実を講じることが求めら

れている（［図表二］=ト

　

郵政省は本答申を受けて、具体的方策を検討す

るため、ｎ年９月より「ケーブルテレビの高度化に

向けた検討会」を開催しており、12年５月には最終

報告がとりまとめられる予定である。またあわせ

て、ケーブルテレビ事業者に対する様々な支援措

置及びケーブルテレビの技術開発の推進に向けた

取組を実施している（［図表②Ｖ釧、

図表①

　

今後のヶ一ブルテレビのあるべき姿について(電気通信審議会答申より抜粋)

　2005年

(平成17年)

・自主放送ケーブルテレビ施設の幹線の光ファイバ率ほぼ100%

・ほぼ全ての自主放送ケーブルテレビ施設が伝送容量770MHz程度の施設に広帯域化

・ほぼ全ての自主放送ケーブルテレビが、IPベースの双方向サービス(ケーブルインターネット等)を提供

・公正有効競争条件の確保の下、映像配信分野におけるケーブルテレビ事業と電気通信事業との競争本格化

　2010年

(平成22年)

・難視聴対策施設の役割が終了し、自主放送ケーブルテレビ施設が映像配信サービスを代替(一部の難視聴対策施設のグレード

　アップを含む)

・ほぼ全てのケーブルテレビがフルデジタル化

・ケーブルテレビ局間のネットワーク化か･完成し、ほぼ全てのケーブルテレビが複数市区町村を単位としてグループ化

図表②

　

ケーブルテレビ事業者の支援措置

普及促進支援策

(1)新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業

　　緊急情報､福祉情報等､地域の住民生活に必要不可欠な映像情報を提供するケーブルテレビ施設を整備する事業について

　　補助金を交付(市町村の場合には総事業費の1/3､第三セクターの場合には総事業費の1/4を国が補助)

(2)ケーブルテレビ施設の整備促進

　　ケーブルテレビ施設の整備について､財政投融資､テレトピア無利子融資による金融上の支援を実施

光化支援策
光ファイバ網を整備するケーブルテレビ事業者に対して、金融･税制上の支援を実施(無利子融資･特別融資／設備の取得価額の特別

償却･固定資産税の課税標準の軽減)

デジタル化支援策
デジタル化関連設備を整備するケーブルテレビ事業者に対して金融･税制上の支援を実施(無利子融資／設備の取得価額

の特別償却･固定資産税の課税標準の軽減)

その他の支援策

(1)ケーブルの地中化(電線類地中化税制)

　ケーブルの地中化のための各種施設の整備について､税制上の軽減措置を実施(国税:対象設備の取得価額の7％を特別

　償却　地方税:対象設備の固定資産税の課税標準を取得後5年度分軽減(架空線地中化は1/5､先行地中化は1/10))

(2)信頼性向上施設整備促進税制

　電気通信システムの信頼性を向上させる非常用電源装置の整備について､軽減措置を実施(対象設備の固定資産税の課税

　標準を取得後5年度分について3/4に軽減)

図表･t

　

ヶ－ブルテレビの技術開発の推進に向けた取組

将来のケーブルテレビ

　のための技術開発

･OFDM(直交周波数分割多重:Orthogonal Frequency Division Multiplex)のケーブル伝送技術基準※の策定

・BSデジタル放送のケーブル伝送技術基準の策定

・次世代デジタルケーブルテレビの実現のための情報通信技術の研究開発

・40GHZ帯デジタル無線CATVの調査研究

・統合型デジタルケーブルテレビの調査研究

・統計多重伝送方式の研究調査

研究開発体制の確立　　　　・豊田ケーブルテレビ実験センターの整備

日本版ケーフルラボの設立

ケーブルテレビかデジタノレイヒに的確に対応し、1瑚患者が安価に多様なサービスが受けられるよう、ヘッドエンド・端

末等の共通化・オープン化が求められており、このような機能を担う民間機関(ケーブルラボ〔仮称])をケーブル

テレビ事業者及びメーカーの積極的な参画を得て設立することを目指す

ぞ･

　

ケーブルテレビにおいて地上デジタル放送を再送信する技術準備
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（６）放送の高度化に対応した放送ソフトの振興

放送番組の制作・流迪・保存の各段階で、放送の高度化に備えた環境整備を推進

　

視聴者が放送のデジタル化に伴う多チャンネル

　

報通信基盤を幣備する複数の地方公共団体の連携

化のメリットを最人限にゾ受できるようにするた

　

主体の中から、他の地方公共川体のモデルとなる

めには、多様な放送番組がヤ尚に提供されること

　

優れたデータ放送活川システムを構築するものを

が必要である丿郵政省では、11年度においてその

　

公募し、肖該モデル溝築分業を乱足している(図表

ための環境整備を、放送番組の制作・流通り呆存の

　

①)、

各段階において推進している｡

　　　　　　　　　　

(iii)放送番組制作設備等のデジタル化支援

①放送番組の制作面の取組

　　　　　　　　　　　　　　

今後の地|こ放送のデジタル化の促進を踏まえ、

(i)次世代インテリジェントコンテンツ放送システ

　

これに関連する放送番紅制作設備３を対象に、税

　

ム開発促進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　

制上の特例措置及び日本政策投資銀行等による無

　

｢創造的通信・放送システムの開発｣の一環とし

　

桓了川氏利融資並びにＨ年11月に施行された｢高度

て、双方向性やバーチャルリアリティ等のデジタ

　

テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法｣に基づ

ル技術を活用した高機能な放送コンテンツを実現

　

く通信一放送機構による債務保証を行っている(図

し、放送における情報バリアフリー環境の整備に

　

表曹ト

資するコンテンツ制作･放送システムについて、通

　

②放送番組の流通面の取組

信･放送機構において研究開発を委託して実施して

　

(i)放送番組の流通情報の提供の在り方に関する調

いる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

査研究会

(ii)広域的地域情報通信ネットワーク整備促進モデ

　　

11年７月に取りまとめられた樅占書において。

　　

ル構築事業(データ放送活用システム分)

　　　　

放送番組の所在や利川に当たって必要となる権利

　

広域地域におけるデータ放送を活用した地域情

　

の所在等に係る流通情報の提供の在り方を検討す

図表①

　

広域的地域情報通信ネットワーク整備促進モデル構築事業(データ放送活用システム分)の概要

地方公共団体(広域連携主体)が中核となり

ニーズの高い地域情報を集約

地域情報センター

　　

四蕭轟r

　　

皿

　　

iｺ=口口ﾛｺｺ

[細細]

両両［唖蝉］画祠蝉］

中小の地方公共団体でも､人やコストをかけないで、地域住民の

ニーズの高い情報を発信できるネットワークシステムを構築

関連サイト：｢放送番組の流通情報の提供の在り方に関する調査研究会｣｢http://ｗｗｗ.mpt.９０.jp/pressrelease/japanese/housou/99071 6｣704,htmり
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ることの重要性が指摘された。また、放送番組の

流通情報の提供方策として、集約的な情報提供窓

口を通じて放送番組の流通情報等の提供を可能に

するシステムに係る社会実証実験に関して提言が

なされた。

(ii)放送番組の二次利用促進のためのデータベース

　　

マネジメントシステムの開発

　

放送番組制作事業者等が個別に整備している放

送番組の既存データベースを活用し、共通データ

ベースの整備による流通情報を提供するためのマ

ネジメントシステムの開発を、11年度から２か年

計画で実施している。

③放送番組の保存面の取組

(i)放送番組の保存の在り方に関する調査研究会

　

11年７月に取りまとめられた報告書において、

放送番組をその時代の文化、芸術、社会、世相等

を反映した国民共通の文化的･歴史的資産としてと

らえ、体系的な保存体制を構築するため、(財)放送

番組センター等の公的機関を文化的･歴史的資産と

図表②

しての保存を制度的に担保する機関に位置づける

とともに、放送番組の二次利用の推進と調和しつ

つ、その保存規模の拡充等に関して提言がなされ

た。

(ii)番組ライブラリのデジタルネットワーク化

　

放送番組を収集･保存する番組ライブラリ(注27)の

デジタル化を行うとともに、これをネットワーク

で結び、遠隔地から高速で検索･視聴できるシステ

ムについて、通信･放送機構において研究開発を実

施している。

④次世代放送コンテンツの振興に向けた取組

　

12年２月から次世代放送コンテンツの振興に関

する調査研究会を開催し、近年の技術革新及び環

境変化等を踏まえ、今後、利用者ニーズに応える

ことのできる多彩で豊富な放送コンテンツが提供

されるための環境整備に向けた政策の在り方を検

討している、なお、12年７月に報告書が取りまと

められる予定である、

ジタル化支援(税制・金融上の特例措置)

措置内容 対象事業者 対象設備

国　税 法人税について特別償却

　(特別償却率15%)

･地上テレビジョン放送事業者

（関東･近畿広域圏局を除く。）

･デジタル番組制作設備

･デジタル伝送設備

･放送番組制作事業者 ･デジタル番組制作設備

所得税について特別償却

　(特別償却率15%)
･放送番組制作事業者 ･デジタル番組制作設備

地方税 固定資産税の軽減

　(取得後５年間の課税標準を3/4)

･地上テレビジョン放送事業者 ･デジタル番組制作設備

･デジタル伝送装置

･デジタル送受信装置

NTT-C･C’ 日本政策投資銀行等による無利子･

低利融資

･地上テレビジョン放送事業者

　(全国、関東･近畿広域圏局を除く。)

･デジタル番組制作設備

･デジタル伝送装置

債務保証 通信一放送機構による資金の借入等

による債務保証
･地上テレビジョン放送事業者 ･デジタル番組制作設備

･デジタル伝送装置

･デジタル送受信装置

関連サイト：｢次世代放送コンテンツの振興に関する調査研究会｣｢http://ｗｗｗ.ｍｐt.ｇ０.jp/pressrelease/japanese/housou/000201｣701.htm¶)



様々なコンテンツサービス流通を口f能にするシステム開発に着手

　

近年、我が国では情報通信技術の開発成米であ

る基礎的な要素技術を組み合わせ、インターネッ

トやデジタル放送に適しかコンテンツの円滑な流

通等、より高度な機能を持った電気通信システム

に関する研究開発の必要性が高まっている。

　

このため、11年度には、通信・放送機構におい

て、情報通信分野におけるこれまでの研究成果で

ある基礎的な要素技術を組み合わせ、より高度な

機能を持つ電気通信システムの研究開発を行うた

め、地方公共団体・大学・企業等の協力を得て、

｢成果展開型研究開発｣を実施した、

　

さらに、12年度には、音楽・３Ｄ映像・放送番

組を始めとするコンテンツの円滑な流通を促進す

る高度なシステムの基盤となる汎用的なシステム

構築技術について、委託方式によって研究開発を

実施する予定である。

　

具体的には、電子書籍・デジタル音楽・ストリ

ーミングビデオ等のインターネットに適したコン

テンツを、適切な課金処理の下、利用者にストレ

スを感じさせることなく、かつ品質を保ってイン

ターネットトを流通させるためのシステム開発等

を推進していく予定である([図表]。

図表

　

ネットワーク音楽配信システムの基盤となる研究開発の一例
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マルチメディアプラットフォーム技術の研究開発

共通ミ ドルウェアにより誰もがマルチメディアサービスを享受できる社会へ

マルチメディア化の進展、インターネットの普

　

を11年度から５か年計画で実施している（図表几

及に伴い、今後高速ネットワークを利用した多種

多様なマルチメデイア･サービスの提供が予想され

る。

　

しかしながら、サービス提供者側においては、

接続インターフェースの不整今やサービス提供環

境の拡張性の不足等から、様々な端末機器や利用

者に対応することが困難な状況にある。

　

このため、通信･放送機構では、様々なマルチメ

デイア・サービスやネットワークインフラ端末に共

通の通信手順（共通ミドルウェア）等の実現を図る

マルチメデイアプラットフォーム技術の研究開発

図表

　

共通ミドルウェアのイメージ図

　

11年度は、マルチメデイアプラットフォームに

要求される機能の抽出やそれらの構成方法をはじ

めとしたプラットフォーム全体の概念設計のため

の調査を行うとともに、共通ミドルウェア・ネット

ワークインフラ問及び共通ミドルウェア・アプリケ

ーション間の共通アクセス技術の検討を行った。

　

12年度は、11年度の調査一検討の結果を踏まえ、

共通ミドルウェアの基本設計及び試作を行う予定

である。
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次世代超高速ネットワークの早期実現に向けた研究開発の実施

　

21世紀における超高速ネットワークの実現に向

け、10年度において、通信・放送機構は、全国10か

所に設置したＡＴＭ交換機を超高速光ファイバ回線

で結んだギガビットネットワーク及び共同利用型

研究開発施設からなる研究開発川ギガビットネッ

トワーク(JGN : Japan GigabitNetwork)の整備を行

った。

　

これらの施設は、超高速ネットワーク技術や高

度アプリケーション技術等の研究開発用として、

11年度から15年度末までの間、広く大学、研究機

関、行政機関、地方公共団体、企業等に開放され

ている。

　

平成12年３月末現在、ギガビットネットワーク通

信回線は185研究機関（60プロジェクト）が利用中で

あり（資料45参照）、全国５か所の共同利肝型研究

開発施設（ギガビットラボ）は、延べ33機関（36プ

図表

　

研究開発用ギガビットネットワーク構成図

ロジェクト)が利川している

　

11年度においては、ギガビットネットワークの

利用をより一尉促進するため次の施策を実施した.

①ギガビットネットワーク利活用研究開発制度

　

通信・放送機構が、ベンチャー企叉をはじめとす

る民間企業や大学等に対して、研究開発川ギガビ

ットネットワークを利用した高度アプリケーショ

ンの実現に必要な技術に関する研究課題を公私し、

委託研究を実施している、

　

11年度は、第２次補llで予算による追加分を含め、

146件の応募があり、19件が採択された、

②アクセスポイントの追加

　

11年度第２次補正予算により、ギガビット考ッ

トワークヘのアクセスポイント(ＡＴＭ交換機及び接

続装置)を追加し、合計で全国39か所とした(.資料

46参照几

開発施設

瑚

関連サイト：通信・放送機構（http://ｗｗＷ.shiba.tａ０.９０.jp/）
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高度な情報伝送が可能なマルチメディア移動通信の実現に向けて

　

マルチメディア移動アクセス(MMAC : Multimedia

Mobile Access Communication Systems)とはヽマル

チメディア情報を「いつでも、どこでも」取り扱う

ことができ、光ファイバとシームレスな接続が口丁

能な超高速･高品質な移動体通信システムである､．

　

郵政省では、MMACの導人について、システム

内容･通信技術の開発期間などから２段階により実

現することとしている､つ現在、第１段階として、

半固定的な利用環境において156Mbps程度の超高速

通信と屋外での低速移動中に数十Mbps程度までの

高速通信を可能とするMMACを14(2002)年までに

実現することを目的として、デバイスや通信方式

についての研究開発に取り組んでいる、そして、

第２段階において、低速移動中に156Mbps程度、高

速移動中に数十Mbps程度の伝送速度を可能とする

高度なシステムへの拡張を22(2010)年頃までに目

指す(図表)｡。

　

また、10年４月には、MMACの初期システムの

一つとも考えられる従来の２倍の速度を有する高

速な無線ＬＡＮや無線ホームリンクの実現のため｢５

ＧＨｚ帯の周波数を利用する広帯域移動アクセスシ

ステムの技術的条件｣を電気通信技術審議会に諮問

し、11年９月に答申が出されたところである。こ

れを受けて、12年３月に電波法施行規則、無線設

備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関

する規則のそれぞれの一部を改正した。

図表

　

マルチメディア移動アクセス(ＭＭＡＣ)の推進に関する取組

2002年頃：マルチメディア移動アクセス(ＭＭＡＣ)の実現
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情報通信基盤技術に関する基礎的・汎用的技術の研究開発を推進

　

21世紀の高度情報通信社会を人問と親和性のあ

る豊かなものとするため、通信総合研究所では、

12年度より５か年計画で、ｊ……･jly

ニゼーション技術、今次世代マルチギガビット通

信プラットフォーム技術、口六ダビッド級ネット

ワーク基礎技術の研究開発を一体的に実施する（図

表）。

①隅報通信のヒューマニゼーション技術の研究開

　

発

　

利肝者が容易にネットワークを利用でき、また

利用者ごとにきめの細かいコミュニケーションを

支援できる技術の実現を目指し、ネットワークと

人間とのインターフェースや、ネットワーク上で

のコミュニケーションメカニズム等に関する要素

技術や先導的システム技術の研究開発を行う

②次世代マルチギガビット通信プラットフォーム

　

技術

　

個々の利用行間で超高精細動向等の人間と親和

性のある情報の流通を可能とするマルチギガビッ

ト（数ギガビット

　

秒）級通伝プラットフォームを

実現するために必要となる超高速通信プロトコル

などの研究開発を行う。

③ベタビット級ネットワーク基礎技術の研究開発

　

超高速人容量情報の流通を、基幹通信網で実現

するため、ペタビット（100万ギガビット

　

秒）級

ネットワークの基礎技術として光伝送・交換技術、

ネットワーク制御技術等の研究開発を行う、

図表

　

情報通信基盤技術に関する基礎的・汎用的技術の研究開発

①情報通信のヒューマニゼーション技術

　

(人間中心の多彩なコミュニケーション技術実現を目指して)

②次世代マルチギガビット通信プラットフォーム技術

　

(個々人が必要なだけ情報伝送できる通信プラットフォーム技術の実現を目指して)

コ

　　　　　　　　

二

　　

③ペタビット級ネットワーク基礎技術

(あらゆる情報伝送ニーズに応えられる超高速光ネットワーク技術実現を目指して)

二
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成層圏に浮かぶ次世代の通信インフラの実現に向けて

　

成層圏プラットフォームとは、気象が比較的安

定している高度20km程度の成層圏に通信機材等を

搭載した無人の飛行船を滞空させ、通信･放送の中

継基地等に利用するもので、次世代情報通信基盤

として期待されている.、また、観測センサー等を

搭載することにより、地球観測にも利用可能とな

ることから、幅広い用途への応用も期待される([図

表ｊ、わ．

　

郵政省及び科学技術庁では、成層圏プラットフ

ォームの通信一放送、地球観測への早期応用を目指

し、産学官共同で研究開発を行っている.、郵政省

関連では、通信･放送及び追跡管制システムの研究

開発を、10年度より通信･放送機構において実施し

ているところである．

　

10年度に実施した研究開発成果等を踏まえ、郵

政省及び科学技術庁では、｢国の研究開発全般に共

通する評価の実施方式の在り方についての大綱的

指針」（９年８月７口内閣総理大臣決定）に基づく研

究開発の評価を、産学官の有識者により構成され

ている「成層圏プラットフォーム開発協議会」に依

頼し、11年９月に、ト吐界をリードするよう、本プ

ロジェクトを着実に推進すべきである」旨の評価報

告書がまとめられた。同時に、11年８月に、成層

圏プラットフォームの研究開発について広く意見

募集を行ったI

　

これらを踏まえ、郵政省及び科学

技術庁では、研究開発の当面の方向性を与える「成

層圏プラットフォーム研究開発計画」を確定し、11

年９月、これを公表した（図表音）。

　

11年度において、通信･放送機構では、無線アク

セス制御技術等、要素技術の研究開発を実施し

た。12年度は11年度に開始した研究開発を引き続

き実施するとともに、追跡管制システムの設計･製

作等にも着手する予定である。

図表①

　

成層圏プラットフォームの実現により、期待される効果

１｣ミリ波等の未利用周波数を利用した高速大容量通信・放送網による次世代情報通信基盤の実現

②･衛星に比べ地上との距離が短い特性を活かし、小型端末によるマルチメディア高速移動通信等を実現

了二酸化炭素等の直接採取及び観測に利用可能

4=独自の研究開発による、我が国の国際競争力の強化

図表言

　

成層圏プラットフォームの概念

命
々

十

　　

吟
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『

ＣＯ・等の直接採取及び観測

I高速画像･データ
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Ｓ

←
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冒

高機能携帯端末に

よる移動通信､放送

センサー､監視カメラ等による地球観測

　　

●地球観測

　　

●大気観測
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図表白Sﾚ

　

成層圏プラットフォーム研究開発スケジュール

研究開発

分　　野

研究開発

項　　目

１０年度

(1998)

11年度

(1999)

12年度

(2000)

13年度

(2001)

14年度

(2002)

15年度

(2003)

飛行船

システム

全体システム

の研究開発 成立性検討　　　　　　　　　　　　　　　　飛行船システムの最適設計

要素技術の研

究開発 予備調査　　　　　　　材料・構造、空力・推進、電源・熱制御、飛行制御等に関する研究開発

－’

システム

運用技術の研

究開発

計画・設計、システム運用関連試験※１

　　　　▲　　　　　　　▲　　　　　　　▲

　姿勢・推進制御　構造・熱特性　　飛行制御系

　　　データ取得　　　データ取得　　　データ取得

追跡管制

システム

追跡管制シス

テムの研究開

発

予備調査　　　システム検討　　　　管制システムの設計、製作及び試験連用　　　　　　運用

-　　　　　--　　　　　--　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　-

技術実証
　　　　　　　　　　　計画・検討、設計及び製作　　　　　　　　　　　　技術実証試験

←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知-F･･喊

通信一放送

ミッション

全体通信シス

テムの研究開

発

　　概念検討

←

搭載機器の研

究開発
システム設計及びマルチビームアンテナ等の研究開発

無線アクセス

制御方式の研

究開発

無線アクセス制御方式の研究開発

アプリケーシ

ョンの研究開

発

設計、開発等

ミッション運

用試験

(マイクロ波

帯以下の周波

数を使った試

験)

概念検討　　　搭載機器及び端局の設計及び製作　ミッション運用試験

技術実証

（ミリ波・準

ミリ波帯以下

の周波数を使

った試験）

-
　　　　　搭載機器及び端局の設計及び製作　　　　　　技術実証試験

r･喊　　　　　　　　　　　　　　　　　　知･=･喊

地球観測

ミッション

全体観測シス

テムの研究開

発

予備調査・検討

-

搭載機器及び

地上システム

の検討

概念検討

利用分野の検

討
検討

W

技術実証
　　一部設計　　　　　　　　設計・開発　　　　　　　　維持設計

4●4　　　　知･T･4　　　　　　　　　　　知－･喊

　　　　　　　　　　　　　　　ミッション運用試験　　技術実証試験

　　　　　　　　　　　　　　　　-･●喊　　　　　加－●喊

研究開発

評　　価

▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　　　　▲

評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価　　　　　　　　　　　　　　評価

※１

※２

システム運用関連試験の成果を技術実証機の研究開発に反映させる｡

上記スケジュールは､今後の研究開発の成果に基づき､適宜見直しを行うちのとする、

言
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全世界をサービス対象とする小型高速携帯端末を用いた衛星通信システムの高度化に向けて

　

多数の低軌道周回衛星(ＬＥＯ:Low Earth Orbit)を

用いた衛星通信システムの第２世代が出現する22

(2010)年頃には、衛星移動通信に対しては、パー

ソナル化、マルチメディア化かより一層求められ

ることが予想される。

　

こうしたニーズに応えるため、通信・放送機構で

は、グローバル化、マルチメディア化に対応した

小型携帯端末を用いてインターネットへの高速ア

クセスや動画像伝送を可能とする、低軌道周回衛

星による衛星通信システム(NeLS :ＮｅχtGeneration

LEO System)の実現に向け、17年頃の宇宙実証実験

を目指して、９年度から｢グローバルマルチメディ

ア移動体衛星通信システム｣(次世代ＬＥＯ)の研究開

発に取り組んでいる(図表①､②)。

　

11年度は、軌道コンステレーションの検討を行

うとともに、通信方式についてユーザリンクの変

復調方式、符号化方式のシミュレーションを基に

その具体化を図った。また、アンテナ技術、AT

Ｍネットワーク技術･衛星搭載中継器技術等の要素

技術の研究開発を実施した。

　

12年度には、引き続き各要素技術の研究開発を

行い、その結果を踏まえ、アンテナ等の各種機器

の試作試験を実施する予定である。

図表①

　

グローバルマルチメディア移動体衛星通信技術の進展予想図
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図表②

　

グローバルマルチメディア移動体衛星通信の利用形態図
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ギガビット衛星ネットワークの構築

高速マルチメディア衛星通信等による世界情報通信基盤の早期実現に向けて

　

グローバルな高度情報通信基盤を構築するた

め、郵政省では、|仕界規悦のネットワーク化か進

展する17(2005)年から22(2010)年頃をめどに超高

速衛星通信及び高速マルチメデイア衛星通信の実

用化に向けて、光ファイバ網との椙尾接続も可能

なギガビット級超高速衛星通信システム(ギガビッ

ト衛星)の研究開発を実施している(図表卜

　

11年度は、通信総介研究所･宇市開発事業団共同

概念設よ[チームを編成し、衛星搭城ミッションの

構成及び要求仕様の検討を行うとともに、超広帯

域島川波回路、スキャニング･スポットビーム・ア

ンテナ、衛凪搭載機器などの要素技術の研究成果

を踏まえ、衛星ネットワーク制御方式や衛星搭載

ＡＴＭ交換機等の高速衛星ネットワーク技術の研究

開発に着手した､つ

　

12年度には、11年度の研究成果を堆に、衛星根

裁超高速ＡＴＭ交換機、衛星搭載超高速ＴＤＭＡ制御

図表

　

ギガビット級超高速衛星通信システム概念図

超高速衛星通信

　　

，’

（応用例）

　　　　　

｜

･大容量科学技術計算データ

･地球観測データ等

” － 〃 －

－ ｉ － 〃

装置等の搭繊ミッション機器の研究開発を進める

予定である

　

また、汁年10月、淑京において、アジア・人平洋

地域の電気迦仁土管庁の幹部、匡|内外の衛星通信

実験関係者らの参加のﾄﾞ、「アジア・人平洋高度衛

星通仁国際フォーラム」を問催した

　

フォーラムでは、ギガビット衛星がアジア・太平

洋地域の情報通信基盤構築に緊たす役割、肖該衛

早を利用した国際共㈲実験への期待と要望につい

て討議が行われ、ギガビット衛星開発の必要性及

び今後の国際共同実験実施について関連諸国・地域

から賛同が寄せられた

　

なお、2000年代初頭にギガビット衛星の打ち上

げを実現させた後は、これをテストベッドとして

活用し高速衛星通信アプリケーションの開発･実

験をアジア・太平洋謂国と共同実施するJs定であ

る。
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あらゆる場所、あらゆる移動体での衛星通信が可能に

　

郵政省は、人工衛星の共通基盤技術開発を目的

とする技術試験衛星(ETS)シリーズの一環とし

て、科学技術庁等とともに技術試験衛星徊型(ＥＴＳ-

ⅦUの研究開発を実施している。

　

この研究開発において通信総合研究所では、６年

度から17年度の12年計画で、Ｎ-ＳＴＡＲで実用化され

たＳバンドの利便性をさらに高め、日本全国あらゆ

る場所で携帯電話を使って通話が可能となる｢Ｓバ

ンド移動体通信｣の研究開発を実施している。また、

走行中の自動車等の移動体においても高品質な音声

放送に対する需要が大きいことから、現行のＦＭ放

送以Ｌに高品質な音声等のマルチメディア放送を移

動体向けに行う｢Ｓバンド移動体デジタル衛星放送｣

の研究開発、高精度時刻比較及び測位システムの研

究開発を実施している(図表)。

　

これまでは、自在に通信ビームを形成する回路

(BFN : Beam Forming Network)及びパケット交換機

図表

　

ＥＴＳ-ＶⅢを利用し

Ｘ
口口口口口口口

口口口口口口口

［］口口口口［］［］

□［］□口口口口

［］ロロロロロロ

ロ［］□［］［］□［］

［］［］口口口口［］

□口口［］［］口口

基地局

等の電気性能評価モデルを開発･試験し、得られた

成果を利用してエンジニアリングモデルの開発を

行ってきた。

　

11年度は、宇宙環境を想定した試験の実施、地

上設備の整備、衛星搭載時刻比較システムの開発

を開始したところである。

　

一方、衛星の利用面に関しては、国内外におけ

る実験提案の調査や、11年８月に開催された｢通

信・放送・測位技術衛星を利用した実験提案の調査

に関する説明会｣において、郵政省は、ＥＴＳ一皿の利

用実験に関する説明を行った。

　

同説明会を通し国内外の政府機関・大学･研究

所･メーカー等から、森林火災防止、僻地住居者生

活向上を目的とした災害軽減･遠隔教育実験、遠隔

地域におけるコンピュータネットワーキング通信

実験等、計52件の実験が提案され、ETS-VⅢに対す

る高い関心が示された。
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宇宙ごみの一掃に向けて技術開発を推進

　

現在のところ宇宙機の状況については、衛星か

ら地上に送信されてくる情報に多くを依存してお

り、地上との送信路が途絶してしまった場合、そ

の状況の把握は非常に困難となる、また、近年、

衛星の打ち上げロケットの残骸や使用済み衛星等

によってもたらされる不要衛星等(スペースデブ

リ＝宇宙ごみ)の増大に伴い、運用中の衛星との衝

突の危険性が高まりつつある。

　

こうした中、通信総合研究所では、不具合を生

じた宇宙機にランデブーし、その状況を把握して

不具合の復|口を助ける遠隔検査サービスや軌道上

のスペースデブリの除去を実現する軌道上保全シ

ステム(ＯＭＳ : OrbitalMaintenance System)の研究開

発に、８年度から15年度までの８年計画で取り組

んでいる([ｽﾞ|表]。

　

ＯＭＳを実現する上で必要となる技術は、制御さ

図表

　

ＯＭＳを利用した宇宙通信システムの概念

れていない衛星へのランデブー技術、遠隔検査技

術、衛星の捕捉技術など多岐にわたり、技術的難

易度も高いため一度に実験を行うには、多大なリ

スク及びコストがかかる。したがって、通信総合

研究所では、検査(Inspector)、不要衛星除去

(Reorbiter八修理(Repairer)の三つの小型研究開発

衛星を段階的に打ち上げ各技術を確立していく、

OMS Lightsという技術シナリオを提案している。

　

現在、ＯＭＳ実現に向けた技術として、最初の段

階で必要となる検査監視技術の実証ミッション

(ＯＬＩｖe:OMS Light Inspector Vehicle Mission)につ

いて、↓4年頃をめどに実現すべく検討を続けてお

り、11年度より、衛星搭載用画像処理計算機の基

本設計を行うとともに、ハードウェア及び搭載ソ

フトウェアの開発等を実施している。
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高仰角・高品質な移動体衛星通信の実現に向けて

　

ひっ迫する静|ll軌道位置を補完する新軌道を開

拓し、高仰角・高品質な移動体衛星通信の実現を目

的として、通信総合研究所では、準天頂衛星通信

システム(８の字衛星)の研究開発を11年度から4か

年計画で実施している。

　

準天頂衛星システムとは、高度36,000kmの円軌道

を、赤道から約45度傾けた軌道に置く衛星通信シス

テムであり、少なくとも３機の衛星を互いに同期し

て配置することより、常にｰつの衛星が日本の天頂

付近に滞留するという特徴を持つ。高仰角であるた

め、建物等による遮へいが少なく、高品質な移動体

データ通信・放送・測位か可能となるほか、南半球

のオーストラリアでも同等のサービスが可能とな

る。また、静止衛星との周波数共用により、周波数

の有効利用が㈲られる([jxl表①～(こ))。

　

11年度は、通信サービスに最適な衛星軌道配列

の検討、実車内を川いた衛星見通し率の測定と実

図表①

　

準天頂衛星通信システムの概要図

＼

図表③

　

準天頂衛星の利用形態図

車輛向け移動体衛星通信

･回線遮断の少ない高品質な通信を提供

測、衛星軌道保持制御及び計測方法の検討を実施

した。

　

12年度には、静止漕丿ltとの周波数共用技術の開

発、Ｋａバンドでの運川を町能にする衛星アンテナ

の研究、測位応川を目指した正確な軌道位置計測

技術の研究開発を行う予定である｡。

　

このほか、郵政宵では、11年11月にＡＩＡＡ（アメ

リカ航空宇宙学会:American Instituteof Aeronautics

and Asti･onautics)衛星通信フォーラム準天頂衛星シ

ステム検討委員会と共同で「準天頂衛星システムシ

ンポジウム」を開催し通信総合研究所で実施して

いる準天」石衛､星の研究概要、通信放送技術衛星

「ＣＯＭＥＴＳ」で得られた実験結果の報告を行った。

また、日本の有力企業からも各社が検討している

準天頂衛星システムの取組状況について報告が行

われた。

図表②

　

衛星直下点軌跡の概要図
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地球環境の変動メカニズムの解明に向けて

　

地球温暖化、オゾン屑の破壊、熱帯林の減少等

の地球規模の環境問題に有効な対策を講ずるため

には、これらの現象の詳しい観測･計測による状況

の把握、発生要因の解明が不可欠である。このた

め、通信総合研究所では、地球環境保全国|際情報

ネットワークの推進や地球環境のための高度電磁

波利用技術に関する国際共同研究等、地球環境の

保全･改善･実態把握に向けて、研究開発等に取り

組んでいる（図表）。

　

とりわけ、地球環境のための高度電磁波利用技

術に関する国際共同研究は、日米科学技術協力協

定に基づく国際共同研究として、５年度から中層

図表

　

地球環境計測技術の研究開発

(1) ツトワークの推進

大気の６種の計測機器、対流圏及び熱圏の３種の

計測機器の開発を行い、順次アラスカに設置して

極域大気の観測実験を行ってきたところであり、

11年度は、オーロテ光等から風速づ且度測定を行う

ファブリ･ペロー干渉計、成層圏の風の高度分布を

測定するドップラー検出系のライダーへの取り付

けなどを実施した。 12年度には、上層の風を測定

する分反射レーダーと、下層大気の微量化学物質

を測定するヘテロダイン分光計の開発を終了させ、

アラスカに設置する。また、オーロラ観測に適す

る冬季に米国側との特別共同観測を予定している。

　

グローバルな地球環境問題に対処するため、アラスカ大学等と共同で世界各国・各地域に分散して存在する研究拠点をネット

ワークで結ぶことにより、各種の観測データ及び情報の交換、遠隔観測管理などを実現する地球環境保全国際情報ネットワーク

を構築。

(２)地球環境のための高度電磁波利用技術に関する国際共同研究

　

地球環境変化等のメカニズムを解明するため、アラスカ大学等と共同で電磁波を有効に利用した地球大気の包括的な計測技術

を開発するとともに、アラスカにおける地球環境に大きな影響を及ぼす極域大気環境の共同観測・研究を推進。

(３)

　

亜熱帯における大気・海洋間の相互作用の研究を促進するため。新しい電波センサーの開発や当該センサー及び観測データを

用いた環境計測技術の研究開発を推進。

(４)高分解能３次元マイクロ波映像レーダーによる地球環境計測・予測技術の研究開発

　

地震・火山噴火等の自然災害に対して、迅速かっ機動的な対処を可能とするために、昼夜・雲の有無に関係なく地球表面の高

分解能映像を取得できるＸバンドの航空機搭載高分解能３次元マイクロ波映像レーダーシステム及びそのデータ処理ソフトウェ

アの開発を実施。

(５)短波長ミリ波帯電磁波による地球環境の計測技術の研究開発

　

オゾン層破壊及び地球温暖化の原因となる上層大気中の微量気体モニタリング手法を確立し、地球環境破壊プロセスの解明と

対策を講じるため､オゾン層破壊原因の微量気体の定常的モニタ用として超高感度短波長ミリ波帯分光放射計の研究開発を推進。

(６)光領域アクティブセンサーによ

　

地球上の気象変化の源である対流圏内の大気の状況を正確にモニタリングするため、グローバルモニタリング用の光利用アク

ティブセンサーであるレーザレーダ等の研究開発を推進。
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情報バリアフリー懇談会において検討

　

我が国においては、少子･高齢化の進展及び情報

通信技術の発展を背景に、高齢者･障害者の自立や

社会参加などを可能とする手段として、情報通信

の利用が注目されている。しかし、情報通信機

器･サービスの中には、高齢者･障害者による利用

への配慮が十分でないものがあるため、高齢者･障

害者とそうでない人々の間に、情報通信の利用面

での格差、いわゆる「情報格差」が発生し、それが

結果的に社会的･経済的格差につながるおそれがあ

る。このため、高齢者･障害者を含めた誰もが情報

通信の利便を享受できる「情報バリアフリー」環境

を整備する必要性が生じている。

　

郵政省では、これまでも情報バリアフリー環境

の整備に関する各種施策を進めてきたが、特に今

後の情報バリアフリー環境の整備のために、幅広

い観点から有識者と意見交換を行うことを目的と

して、11年12月から情報バリアフリー懇談会を開

催し12年２月、報告書を取りまとめた（図表）。

図表

　

21世紀に向けた情報バリアフリー環境の整備のための課題・提言の概要

(１)研究開発の在り方に関する課題・提言

　

①更なる公的支援の必要性

　

‾゛今後、高齢者・障害者とそうでない人々との間の｢情報格差｣がますます拡大するおそれがあること、この分野はまだ市場が･小さ

　　

く、民間企業が研究開発を進めるインセンティブに乏しいことから、国などによる更なる公的支援が必要。

　

②利用者の意見の反映

　　　

今後は更に、この分野の研究開発を行う民間企業と高齢者・障害者など実際の利用者を広く結びつける場を設けることが必要。

　

③実用化に向けた取組

　　　

研究開発の成果をより多＜実用化できるよう、他省庁の施策と連携を図ることも有効。

(２)電気通信設備のアクセシビリティに関する課題・提言

　

①｢電気通信設備アクセシビリティガイドライン｣の策定

　　　

電気通信アクセス協議会は、本年６月までには、関係業界として遵守すべき自主基準である｢電気通信設備アクセシビリティガ

　　

イドライン｣を策定・公表する予定。同ガイドラインは、我が国における電気通信設備のアクセシビリティの確保に向けた、実用

　　

レベルでの初めての成果として画期的な取組。普及・定着に向けた協力が必要。

　

②｢ユニバーサルデザイン｣の考え方

　　　

同ガイドラインの見直しに当たっては、すべての人々に使いやすい製品・サービスの実現を目指す｢ユニバーサルデザイン｣の考

　　

え方に基づき、高齢者・障害者向け機能を他の機能と一体のものとして組み込むなど、更なる検討が進められることを期待。

(３)高齢者・障害者の暮らしにかかわる課題・提言

　

①放送

　　

(ア)字幕番組・解説番組等視聴覚障害者向け放送の充実

　　　　　

字幕番組については、｢字幕放送普及行政の指針｣の確実な目標の達成に向けた一層の努力が期待されるとともに、解説番組、

　　　　

手話番組などについても、番組数の増加に向けた取組を進めることを期待。今後の取組が円滑に進むよう、字幕番組・解説番組

　　　　

等の制作費用に対する助成や字幕自動制作の研究開発など、公的な支援策の一層の充実が必要。

　　

(イ)緊急災害時における放送の役割

　　　　　

緊急災害の被害を軽減するため、高齢者・障害者を含む誰もが必要な情報を入手できるよう、国及び放送事業者は、適切な情

　　　　

報提供が行われるよう対応していくことが必要。

　　

(ウ)放送のデジタル化

　　　　　

放送のデジタル化を好機とし、データ放送の活用などを通じ、高齢者・障害者に優しいサービスの充実を可能とするなど、官

　　　　

民―体となって、情報バリアフリー環境の整備に向けた取組を進めることが求められる。

　

②通信

　　

(ア)文字メール

　　　　　

聴覚障害者の暮らしを支える重要な情報伝達手段となってきており、関係の電気通信事業者において、異なる事業者間での方

　　　　

式の統一に向けた努力が払われることを期待。

　　

(イ)電話リレーサービス

　　　　　

聴覚障害者の暮らしに役立つ有用なサービスとして、実現に向けた要望が寄せられている。導入に関しては、費用負担の在り

　　　　

方など幅広い観点から検討することが必要。

　　

(ウ)通信料金の低廉化

　　　　　

今後とも、インターネットのための定額通信料金を可能とする環境整備や、各事業者の経営努力などによる、一層の低廉化の

　　　　

推進を期待。

　　

(エ)福祉分野の情報化

　　　　　

福祉の効率化・高付加価値化をもたらすものであり、国及び事業者などによる開発及びその支援を進めていくことが必要。

(４)その他の課題・提言

　

①周知・啓発

　　　

情報バリアフリー環境の整備は、すべての人々にかかわるものとして広く検討されるべき問題。官民があらゆる機会をとらえ、

　　

社会全体に向けて、情報バリアフリー環境の整備の必要性や関連する情報の提供など、周知・啓発に努めていくことが必要。

　

･②ウェブアクセシビリティの確保

　　　

インターネット上のホームページ(ウェブ)のアクセシビリティの確保に関しては、｢高齢者、障害者の情報通信利用に対する支援

　　

の在り方に関する調査研究会｣において検討を進め、取組を進めることが必要。

　

③省庁連携

　　　

情報バリアフリー環境の整備を実効ある形で進めていくためには、関係他省庁との連携を深めていくことが重要。

関連サイト：２１世紀に向けた情報バリアフリー環境整備のための課題(hltｐ://ｗｗｗ.mpt.ｇ０.jp/pressrelease/japanese/tsusin/000229i501 .html)



(２) バリアフリーシステム等の研究開発及び実証実験

高齢者・障害者が生きがいを持ち安心して暮らせる社会の実現を目指して

　

高度情報通信社会においては、高齢者･障害者と

そうでない人との間に情報格差が生じ、それが社

会的･経済的恪差につながる恐れがある｡、

　

郵政省では、高齢者･障害者を含む誰もが情報通

信の利便を享受できる「情報バリアフリー」環境の

整備を図ることを目的として、以下の施策を実施

している、

①情報バリアフリー型通信･放送システムの研究開

　

発

　

通信･放送機構は、高齢者･障害者を介むすべて

の人々の利用を可能とする情報バリアフリー型通

信･放送システム実現のための研究開発を８年度か

ら実施しており、11年度には、障害を支援するた

めのアプリケーション等の基本設計等を行った（（図

表①）。

②福祉支援情報通信システムの開発･展開

　

通信･放送機構は、質の高い福祉サービスの効率

的な提供と高齢者･障害者の自立・社会参加を可能

図表①

　

情報バリアフリー型通信･放送システムの研究開発

とする［福祉支援情報通信システム］を実現するた

め、地方公共に|体等の協力を得つつ、11年度から

研究開発を実施している（資料47参照ト･

　

11年度は、

訪問看護婦等が、多様な福祉関係機関に分散する

最新の介護情報を、訪問先で容易に取得できる次

世代訪問介護支援システム及び音声対応機能等を

追加することにより、高齢者･障害者が自ら容易に

ネットワークを通じて、地域のサークルやイベン

トに参加できる社会参加支援システムの研究開発

を開始した。12年度からは、広域的な連携を行う

市町村等において、介護サービスや地域の福祉情

報等の効率的な提供を可能とする広域介護支援シ

ステムの研究開発を行う予定である（（刈麦2）、

③高齢者･障害者のためのホームページ簡易制作シ

　

ステムの実証実験

　

郵政省では、金沢情報長寿まちづくり協議会の

協力を得て、珀年12月から11年３月まで「高齢各情

報リテラシー向llモデルシステム（テレラーニンダ

様々な障害に対応するための諸機能をネットワーク

で制御し、個人の特性に併せて自動調節し、一台の

汎用端末で提供するシステムの研究開発

視覚障害者に

画面内容を読み上げ

　

端末の諸機能を

ネットワークで制御

視力が落ちた高齢者に

画面の一部を自動拡大

J゛14.sﾀﾞﾌﾞ

　

＼

－
４ふ・
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システム）の実証実験」を実施したところである。

11年度は、この実験の成果を踏まえ、さらに、市

内ボランティア、金沢市生きがい情報作業センタ

ー等の協力も得て、高齢者･障害者を含む誰もが情

報通信の利便を享受できる「情報バリアフリー」環

境の整備を図ることを目的として、高齢者･障害者

が簡単な操作でインターネット上にホームページ

を制作できる情報通信システムの実証実験を11年

12月から12年３月まで実施した（［図表③］。

図表②

　

福祉支援情報通信システムの開発・展開

④高齢者･障害者向け通信･放送サービス充実研究

　

開発助成

　

通信･放送機構では、テレコム・インキュベーシ

ョン(3-2-3参照）の一環として、９年度より、高

齢者･障害者向け通信･放送サービスの開発を行う

ための通信･放送技術の研究開発を行う民間企業に

対し、その研究開発費の一部を助成している。 11

年度には、23件の事業に対し助成金の交付を決定

した。

○高齢化の進展-2015年には４人に1人が65歳以上の高齢者(11年版高齢社会白書(総務庁)より)－

○独居老人､要介護老人､障害者数の増加

　

一福祉･介護･リハビリテーションのニーズの増大－

○福祉制度の改革－２０００年から介護保険制度の導入-

↓
広域介護支援システム

　

Ｂ町

dl］

　

Ａ市
麟

　

黒
母

　

］

要介護者宅等

各地方公共団体間をネットワークで有機的に

結合し､介護サービス等を効率的に提供（１２

年度～）

（厚生省､通商産業省との連携施策）

　　　

↓

次世代訪問介護支援システム

最新の介護情報を容易に取得できるマルチメ

ディア端末(１１年度～)

(厚生省との連携施策)

情報通信を活用し、

○効率的で､きめの細かい福祉サービスの提供

○高齢者･障害者の自立､社会参加

を可能とする情報通信利用環境の整備

　

社会参加支援システム

‰

　

谷毬

　　　　　　　

Iてａ

　　　　　　

言

　

⑤

　　

｣４

　

ネットワークを通じて容易に社会参加か可能

　

(11年度~)

　

(厚生省との連携施策)

一高齢者･障害者が生きがいを持ち安心して暮らせる社会を実現－

図表③

　

高齢者・障害者のためのホームページ簡易制作システムの実証実験

・自分に合ったスタイルでホームページ

　

の制作ができ、入力から完成まで様々

　

な設定が不要。

・表示文字の拡大や音声出入力。

-

高齢者・障害者か外出する時、携帯端末で

バリアフリーマップの情報をいつでも確認
できます、

二回籍∇

1………ノ

]

…….
づ

・バリアフリーマップ

　

(地図情報とバリアフリー情

　

報を合成してバリアフリー

　

マップを愈共します)

関連サイト：通信・放送機構（http://ｗｗｗ.shiba.tａｏ.ｇｏ.jp/）

高齢者・障害者と地域ボランティアが
チームを組んで、バリアフリー情報を
集めて随時ホームページに載せます。

作成したホームページはインターネットで
公開。様々なテーマで。高齢者・障害者の
情報発信と交流の場を作ります。



字幕番組、解説番組、ｆ話番組の充実を支援

　

視聴覚障害者向け放送の允実を図り、放送を通

じた情報へのアクセス機会の均万化を実現するこ

とは情報格差足1ににおける忙拡即越である

　

郵政

省では、視聴覚障害抒がテレビジョン放送の内容

を理解するllで必要不|げ欠なサービスである字幕

番組、解説番組、于謡番組の充実を促進するため

の措置を講じている

①字幕番組・解説番組等の制作促進

　

｢身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身

体障害者利用円滑化小･袁の推進に関する法律｣に基

づき、５年度から、字幕番組等を制作する者に対

し所要経費の1/2を|二限に通仁・放送機構が助成

している、11年度においては、助成対象を字幕番

組、解説番組及び１,后番組のすべてに広げ、制度

の拡充を㈲るとともに、ｊ算額を人幅に増額した

(図表)。

②視聴覚障害者向け放送ソフト制作技術の研究開

　

発

　

８年度から12年度にかけて、通信･放送機構にお

図表

　

視聴覚障害者向け番組制作への助成実績

いて、ニュースや情樅喬組等、内容の要約しやす

いジャンルで、かつ、片声がすべて原稿化されて

いる番組を対象として、字幕を自動的に制作･付ケ

するシステムの研究開発を実施している｡今後は、

15年度を目途に、はぼすべての録|叫番組を対象に、

音声がすべて文才化された原稿がない場合でも、

短時間で自動的に字幕を付与できるシステム実現

のための技術確立を目指す、

③視聴覚障害者向け放送番組制作施設整備事業

　

放送の多メディア・多チャンネル化の進展に伴

い、視聴覚障宍者向け放送に対するニーズが高ま

っている｡、これを受け、９年度には、視聴覚障害

者向け専門チャンネルに対し番組を供給すること

を目的に視聴覚障害者向け放送番組制作施設を整

備する者、及び文字多:屯放送の実施に必要な放送

番組制作送出設備、無線設備を整備する者に対し、

日本政策投資銀行等による低称融資を行う制度が

創設されている。

年度 助成金額（千円）

５ 4,020

６ 29,245

７ 18,464

８ 18,775

９ 127,192

１０ 123,564

１１ 381,300

※

　

９年度において､従来の通信一放送機構における衛

　　

星放送受信対策基金の運用益を活用する目力成に加

　　

え､新たに一般会計からの補助金を原資とする助成

　　

制度を創設した。
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普及支援策の充実

　

テレワーク・ＳＯＨＯ【Ｓｍａ】1OfficeHome Office)と　報通信システム等を設置した情報バリアフリー・

は、情報通信を活用した遠隔型の勤務形態であり、

　

テレワークセンターを整備する場合、センター施

通勤負担の軽減、育児・介護と就業の両立、女

　

設、送受信装置、高齢者・障害者向け情報通信利

性・高齢者・障害者の就業機会の拡大、地域の活

　

用装置、用地取得費等を補助しており、11年度末

性化等の様々なメリットがある。郵政省では、テ

　

現在２地域が事業を実施している(図表①、資料48

レワーク・ＳＯＨＯを普及・促進するために、以下の

　

参照几

施策を推進している。

　　　　　　　　　　　　　　　

②情報通信システムの構築・研究開発

①地域における施設整備

　　　　　　　　　　　　　

(ｉ)ＳＯＨＯ等支援情報通信システムの開発

(i)テレワークセンター施設整備事業

　　　　　　　　　

11年度より、通信・放送機構を通じて、ＳＯＨＯや

　

６年度より、都道府県、市町村及び第三セクタ

　

在宅テレワーカーのサポートに資する高度な情報

－が、地域住民が共同で利用することのできるテ

　

通信システムを構築・展開していくための研究開

レワークセンターを整備する場合、施設・設備費、

　

発を開始し、11年度は、３件の実証実験を実施し

用地取得費・道路費を補助しており、12年３月末

　

た([図表②、資料47参照]。

現在８地域が事業を実施している(資料48参照)。

　　

(ｉｉ)ＳＯＨＯディレクトリの開発

(ii)情報バリアフリー・テレワークセンター施設整

　　

12年度に、情報通信ネットワークを活用した

　

備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＳＯＨＯのディレクトリ(電子電話帳)をインターネッ

　

10年度より、祁道府県、市町村、第三セクター

　　

ト上に構築・公開し、アウトソーシングを行う企

及び公益法人が、高齢者・障害者が使いやすい情

　

業が閲覧・検索できるシステムを整備する予定で

図表①

　

情報バリアフリー・テレワークセンター

高齢者・障害者対応
センター施設

t胎,騎宋脳

(画面拡大ソフト)

スロープ

高齢者・障害者向け
情報通信利用装置

電源装置

　

……::i｡，
j斗jijf411ji゛j

ミミ4ンク

外構施設

ﾚ同耳i膏齢=直

センター施設



ある。

③税制・金融支援(資料38､49参照)

(i)テレワーク促進税制

　

10年度に、法人又は個人が、サテライトオフィ

ス形態のテレワークを実施する上で必要な電気通

信設備について、取得後５年度分、囚定資産税の

課税標準を2

　

3とする特例措置を創設した。 12年

度には、特例措置の適用期間の２年延長が認めら

れた｡

(ii)テレワーク・ＳＯＨＯ支援特別融資制度

　

12年度に、在宅勤務及びサテライトオフィス勤

務のための施設を∩ら整備する企業及びＳＯＨＯ向け

貸しオフィスの整備などテレワーク・ＳＯＨＯを支援

するための施設を整備する事業者に対し、日本政

策投資銀行等を通じて、雅業の実施に必要な設備

の取得に係る資金の融資を行う制度を創設した

図表②

　

ＳＯＨＯ等支援情報通信システムの開発(テレワーカー教育のための遠隔教材提供システム)

　　　

教育支援センター(テレワークセンター)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遠隔のチュートリアル(教材)提供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コンテンツ制作企業､個人等

サポート担当者

　　　　　　　　

y/~
,/

問い合わせ

問い合わせに対応する

チュートリアル(教材)

が無い場合､チュートリ

アルを作成

チュートリアル(教材)の作成

情報提供サーバ

参照

し墾り

、

　

熟練者のチュートリアル

　

"｀＼(教材)を参照し学習

ｲンﾀｰネッﾄﾝ

　　　　　

－－

　

－

　

－－－
｀八二

　

上ノ

こ

笥･
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テレワーカー

(作業時の問題解決)

登録

チュートリアル(教材)データ

画面

一一

ｉ

　　　　　　

｜制作｜

コンテンツ制作熟練者

　

コマンド操作

プレゼンテーション

　　

効果設定

　

コンテンツ制作初心者

(コンテンツ制作の学習)
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電気通信サービスに関する苫情・相談等が１年間で２倍以上に

　

郵政省では、電気通信升－ビスに関する利用者

からの苫情司目談等を受け付けている｡寄せられた

苫情･相談等については適宜分析を行った｡に必要

に応じて各種広報活動等を通じて利計者等に情報

を提供レ

　

また、電気通信事業者等に所要の指

導･要請などを行うことにより、利用者が安心して

電気通信サービスを利用できるよう、電気通信サ

ービスの利用環境の整備を推進している。

①苦情･相談等の受付件数（図表柏

　

郵政省電気通儒利用環境整備室（９年７月までは

電気通信利用者相談室）に寄せられた10年度の苫

情・相談等の受付件数は、2.379件で、９年度に比

べ約2.2倍と大幅な増加となった、、

図表①

　

年度別受付件数

　　　　　　　　　

(件)

　　　　　　　　

2,500

2,000

1,500

1,000

500

　

375

０

６

②苦情･相談等のサービス別、内容別分類（図表口、

　

り

　

苫情・俗談等の受付総数に占める構成比率を電気

通信サービス別に見ると、10年度においても「国内

電話」(31.6%)に関する苦情・相談等が９年度と同

様最も高いものの、その構成比率は大きく低下し

ている。

　

一方、近年における携帯電話･PHS及びインター

ネットの急激な普及を反映して、「携帯電話･PHS」

(28.9%)、「インターネット・パソコン通信」

(9.8%)等の構成比率は各々高まっている。

　

同様に、苦情引日談等の受付総数に占める構成比

率を内容別に見ると、「提供条件」(13.1%)、「料金

徴収」(12.2%)の構成比率が高まっている。

７ ８

図表Ｓ

　

サービス別分類における構成比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(％)

　　　　　　　

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40,0 45.0

　　　　　

国内電話

　　

携帯電話・PHS

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾊﾟｿｺﾝ通信

　　　　　

国際電話

　　　　　

番号案内

　　　　　　

電話帳

　　　　　

公衆電話

　　　　　

ポケベル

　　　　　

その他千二二コう竹6

図表1～4

　

郵政省資料により作成

1,071
□

　

9

2,379

１０

　

（年度）

図表③

　

内容別分類に

　　　　　　

0.0

41.7

　　　　

提供条件

　　　　　　　

料金徴収

　　　　　　　

営業活動

　　　　

利用停止・契約

　　　

情報提供サービス

　　　　　　

装置・設備

　　　　　　

従業員対応

　　

通信の秘密･プライバシー

　　　　　　　　　

制度

□9年度

　　　

サ‾ビス品質

□10年度
|

　　

一一一一一-

迷惑通信

　

その他

おける構成比

5.0 10.0 15.0

(％)

20.0

7.9
18.8



個人情報保護の問題に９割強が関心を示す

　

郵政省は、利用者が安心・快適に電気通信サー

ビスを利用することができるよう、電気通仁サー

ビスに関する利用者の意見・要望を幅広く聴取し、

今後の電気通信行政に反映させることを目的とし、

６年度より電気通信サービスモニター制度を実施

し、そのｰ環としてモニターに対してアンケート

調査を実施している｡

　

11年度の第∩目|アンケート（Ｈ年8 Jj実施）で

は、国際精根提供サービス、ツーショットダイヤ

ル、個人愉樅の㈲えい、インターネットの利用な

どについて調査を行った｡

図表

　

平成11年度電気通信サービスモニターに対する第1回アンケート調査結果(抄)

①国際情報提供サービスの利用状況

　　　　　　　　　

サービス内容を

　　　　　　　　　

知った上で利用

　　　　　　　　　

したことがある
無回答

0.8%

サービスについ

て知らなかった

　　　　

53.9%

5｡5％

　　

知らないうちに

利用したことに

なっていた

4.2%

サービス内容を

知っていたが利

用したことはない

35.6%

②ツーショットダイヤルの認知度

尹

　　

1

111?17

内ｇ゛゛1

　

(j!…………

∧

＼

らなかった

　　　

57.3%
末大＿ノノ

③個人情報(住所、電話番号又は職業等)が知らないう

　　

④個人情報保護の問題への関心度

　

ちに利用されていると感じたことの有無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ほとんど関心な琴り

　

分からない

分からない

　　

2.3%

　

ない

4.8%

臨呻lt

　　

あまり関心がない

　　　　　　　　

1.9%

どちらとも言えない一一一一

　　　　　　

3.3%

　　　

まあ関心がある一一

　　　　　　

24.0%

⑤個人情報の漏えい者及びその組織に対する法的な規制の必要性

法的な規制は必要ない、

　　　　　　　

0.9%

　　　　

その他

　

一一

　　　　

1.8%

個人情報を漏えいした行

為者及びその組織両方に

対する法的な規制が必要

　　　　　　　　

83.9%

※

　

アンケート発送数リ､０００､回収数旧６Ｂ､回収率: 96,8%

0｡2％

無回答

0.4%

＼＼、ノ／

した行為者にだけ

法的な規制が必要

7.2%

………個人情報を漏えしゝ

した行為者の組織

にだけ法的な規制

が必要

3.7%

つていた

　

31.6%

へ

　

II卜関心がある

　

/

　

69.7%
ノ
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健全な電波利用環境を維持するために

　

郵政省では、健全な電波利用環境を維持するた

め、不要電波問題、電波の人体に与える影響等の

問題、不法･違法無線図問題等に対応している。

①不要電波対策

　

不要電波問題への取組として、国際無線障害特

別委員会(CISPR)の国際規格が改訂されたことに

伴い、11年２月に電気通信技術審議会から、無線

妨害波の電波強度などの測定装置及び測定試験場

に関する技術的条件について答申を受けた。｡これ

を踏まえ、10月に電波法施行規則第６条第２項に

基づいて定められている「発射する電波が著しく微

弱な無線局の電界強度の測定方法」を定めた告示の

一部を改正した、本改正により、一つのアンテナ

で広帯域の周波数を測定できるアンテナや測定場

として電波暗室が認められ、無線妨害波のより迅

速で正確な測定が行えることとなった。

　

また、12年１月に電気通信技術審議会から、パ

ソコン等の通信ポートに伝導する電磁気的ノイズ

の許容値について答申を受けた｡、これによりパソ

コンやプリンタ等の情報処理装置、ファクシミリ

等の電気通信装置、複写機やPOS端末等の事務用

機器などの通信線から発生する電磁的ノイズに対

して適切な廿策をとるための国際基準に対応した。

　

そのほか、無線通信や都市雑盲等を把握するた

め、８年度より４年計画で電磁環境計測技術等の

調杏研究を実施してきた、その結果を踏まえ、11

年度から、今後の新たな移動通信サービスのため

図表①

　

生体電磁環境研究推進委員会の研究成果等

の信頼性の高い技術基準の策定等のため、これま

で行われていなかった１ ＧＨｚ以上の周波数帯にお

ける都市雑音データを取得する。

②人体電波防護対策

　

昨今の携帯電話等の急速な普及に伴い、無線設

備が生活圏の付近に整備されるようになったこと

により、これらの無線設備から発射される電波が

人体に好ましくない影響を及ぼすのではないかと

いう懸念が提起されるようになった。このような

状況を踏まえ、安全な電波利用の一一層の徹底を図

るため、電波の強度に対する安全施設の規定の追

加を内容とする電波法施行規則の一部改正を10年

10月に行い、１年問の周知期間を経て、11年10月

より施行した(資料50参照)。

　

また、電波による人体への影響を科学的に解明

するため、９年度より５か年計画で[生体電磁環境

研究推進委員会]を開催し、電波の生体安全性評価

に関する研究･検討を行っている(図表①)。本委

員会により、11年９月、脳へのばく露レベルが携

帯電話よりも非常に大きい場合でも熱作用の影響

がない場合には、電波ばく露による｢血液一脳関門｣

(ＢＢＢ)に対する影響がないことが確認された。

　

今後、長期的な電波ばく露による影響調査を行

うほか、疫学調査の実施可能性の検討を行う予定

である、

　

そのほか、９年度より日本と韓国で生体電磁環

境問題に関する研究及び国際協力を推進してきた

・ラットを用いた一般環境の電波防護指針値レベル※1での２週間及び４週間の短期電波ばく露実験を行い、ＢＢＢに

　

対して障害を及ぼすような影響が引き起こされないことを確認し、10年９月に結果を公表

・海外において、より強い電波によりＢＢＢに対する実験を行ったところ影響が生じるとの報告※2があったため、こ

　

の実験条件を基にばく露実験を実施、結果として、熱作用を及ぼさない電波の強さては、影響が引き起こされない

　

ことを確認し、11年９月に結果を公表

・今後、２年間（ラットの一生に相当）にわたる長期ばく露実験を実施、そのほか、疫学調査の実施可能性を検討予定

ぞ１

や２
脳局所SAR:2W/kgf携帯電話やＰＨＳから発射される電波の強さはこの指針値レベルより低い｡）

ドイツのF吋zｅらは１９９フ年に脳平均ＳＡＲかフ5W/kgの時にBBBの透過性がこう進すると報告



が、11年10月にＥＵを加え、「第１川口本･韓国･EU

生体電磁環境ワークショップ･専門家会合」を東京

で開催した。本会合では、日本、韓国、ＥＵの行政

官及び研究者が、現在の電波防護に関する政策、

今後の対応等に関し意見交換を行い、生体電磁環

境問題に対する研究を推進し、日本、韓国、ＥＵの

協力を継続するとともに、生体電磁環境研究推進

委員会（日本八韓国電磁気工学会、ＥＵ、特に

COST244bis (欧伴|科学技術研究協力機構、電磁界

の生物医学影響分野）相互の調整を図っていくこと

となった。次回会合は、12年にブラッセルにて開

催し、さらに他の国々の参加を求めていく予定で

ある。

③不法･違法無線局対策

　

電波利用拡大とともに、不適正な電波利用によ

る障害が多発している。このため、不法･違法無線

図表②

巾

静止衛星軌道

局の探査活動を強化、捜査機関との共同取締りの

実施とともに、未然防止策として、周勾卜許発活動

の強化や不法･違法無線設備の製造販売の防止等に

取り組んでいる

　

５年度からは、電波の監視及び規制並びに不法

に開設された無線局及び法令に違反している無線

局の探査等を効果的に行うための電波監視システ

ム（ＤＥＵＲＡＳ: Detect Unlicensed Radio Stations)の整

備を進めている｡。

　

衛星通信については、軌道及び周波数の使用状

況が高密度化し、混信等の発生が現実化している｡。

このため、宇宙電波監視施設を整備し、10年度か

ら静ILI衛星のＬ、Ｋｕ、Ｋａ帯ダウンリンクの監視を

開始し、11年度からは監視周波数をS､Ｃ帯にも拡張

した（図表②）。
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青少年の健全育成に資するメディア・リテラシー向上等を推進

①青少年問題への対応

　

青少年の非行等の状況は、近年、極めて深刻化

している

　

こうした背景のひとつとして、暴力シ

ーンや性表現の放送等、マスメディアが青少年に

悪影響を及ぼすことが懸念されているっこうした

中、郵政省では､ト青少年と放送に関する調査研究

会]を開催し、10年12月に７項目に渡る提言を取り

まとめた。

　

これを受け、郵政省、ＮＨＫ及び(社)日本民間放

送連盟の二者は､[青少年と放送に関する専門家会

合]を開催し、本調査研究会の提言を具体化する際

の考え方、方向性について、有識者ヒアリングを

含め多角的に意見交換を行い、11年６月、青少年

問題への対応について、三者がそれぞれの取組方

針を示した((叉1表)I

　

このうち、郵政省の取組とし

て、青少年のメディア･リテラシー(視聴者がメデ

ィアを選択し主体的に読み解き、自己発信する

能力)のかん養に向け、11年11月から｢放送分野に

おけるメディア･リテラシーに関する調査研究会｣

を開催しており、12年６月に報告書を取りまとめ

図表

　

「青少年と放送に関する専門家会合」における取組方針

る予定である。

　

また、CS放送では成人向けの番組が多数存在し、

その一部には青少年保護措置が十分に講じられな

いまま放送されている実態がある。そこで、成人

向け番組を放送しようとする委託放送業務の認定

に当たり、青少年保護措置を採ることを条件にす

ること等を内容とする省令及び審査基準の一部改

正を行った。

②訂正放送制度

　

放送が非常に大きな社会的影響力を有している

ことから、真実ではない放送によって権利侵害が

なされた場合、その被害は甚大なものとなる。こ

のため、放送法には訂正放送制度(放送後３か月以

内に、真実でない放送によって名誉毀損等の権利

侵害を受けた被害者は、放送事業者に訂正又は取

り消しの放送を請求できる制度)を設けている。 11

年度においては、訂正放送制度の国民への定着化

を推進するため、ポスター等を公共機関の窓口等

に掲示し、広く周知活動を行った。

｢調査研究会｣の提言

｢専門家会合｣各機関における取組方針

NHK 民放連 郵政省

青少年向け放送番組の充実

･種々の教育的効果をもたら

　し、夢や希望を与えるよう

　な放送番組の充実を図るこ

　と。

･学校等において、教育番組

　等が容易かつ有効に活用で

　きる仕組みの検討が必要。

・青少年に夢と感動を与え、

　心を豊かにしていく番組を

　積極的に編成し、さらなる

　充実を図る。

･｢学校放送番組を集中編成す

　るゾーン｣(教育テレビの深

　夜の放送帯)を新設。

・知識や理解力を高め、情操

　を豊かにする番組を、少な

　くとも週３時間放送(番組名

　を明確化)。民放連として、

　民間放送事業者に周知徹底

　を図る。

・NHKと民放各社は共通のテーマで、年２本、青少年のための

　特集番組を制作･放送する。

メテ'ィア･リテラシーの向上

･行政機関､視聴者団体､放送事

　業者､教育関係者等との連携

　を図りながら、メテ'ィア･リテ

　ラシーの充実に向けての方法

　論､役割分担等についての検

　討や推進体制の確立を図るこ

　とが必要、

・メディアを学び、送り手と

　受け手の関係の理解に役立

　つ番組等を制作･放送。

・学校向けビデオの貸出、番

　組制作体験の場の提供等を

　実施。

・児童･青少年が、テレビの持

　つ特性を把握し、内容を的

　確に理解する能力と自立し

　た判断力を身につけること

　のできるような番組を制作･

　放送。

･PTAの協力を得て､番組の幅

　広い活用を図る。

・メディア･リテラシーに関

　する調査研究会を、11年秋

　頃から12年春頃にかけて開

　催。

関連サイト：(社)日本民間放送連盟(http://ｗｗｗ.ｎａｂ.ｏr.jp/)

　　　　　　

｢放送分野におけるメディア・リテラシーに関する調査研究会｣

　　　　　　

(http://ｗｗｗ.mpt.ｇ０.jp/pressrelease/japanese/housou/9911 15iフ01.html)
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＝　　　　　　　　　　　　　　「専門家会合」各機関における取組方針

｜附則ﾉ|九回Ｊｖノ延口

NHK 民放達 郵政省

青少年と放送に関する調査

等の推進

･テーマが多岐に渡り、種々

　の専門技術的アプローチ

　か必要なため、大学､研究

　機関等の継続的な貢献を

　期待。放送事業者､行政の

　支援も必要。

･行政は､諸外国一国際機関に

　おける青少年と放送に関す

　る調査結果等の動向把握に

　引き続き努めること。

・青少年とメディアの関係に

　ついて今後とも継続的に調

　査研究を実施。

・大学や専門調査機関等にお

　ける青少年へのメディアの

　影響調査等に協力。

・ＮＨＫと共に放送業界とし

　て、長期に渡り、高度な調

　査を大学に委託して実施。

・どのような放送番組等が、

　児童･青少年に対してどの

　ような影響を与えるのか、

　という点について調査を実

　施する予定。

・青少年と放送に関する調査

　について、大学等の研究機

　関等の協力を得て実施。

・諸外国の放送分野における

　青少年対応策の動向等につ

　いて調査。

第三者機関等の活用

・視聴者の苦情や意見等を

　受け付けて、番組に反映

　したり、公表する仕組み

　の充実。

・既存の第三者機関の一層

　の機能発揮、活用を検討

　すべき。

・NHKと民放連は共同で、放送事業者の自主的な機関として、

　放送番組向上協議会に｢青少年と放送委員会｣(仮称)を新しく

　設置。意見や苦情の受け付け、活動内容や事業者の対応等を

　公表。

・専門家会合終了後、遠やかに、2000年４月の開始を目指して、

　NHKと民放蓮が主体となる｢準備委員会｣を発足。

　　　　　　　　　　　　　　／

ノ

/
/

/

/

/

/

放送時間帯の配慮

･青少年向け番組等は青少年

　が視聴している時間帯に、

　逆に不適当と認められる番

　組等は青少年か･視聴してい

　ないと考えられる時間帯に

　放送するよう、放送時間帯

　への配慮に期待。

･放送事業者自身が自主的に

放送時間帯の設定を行うこ

とが適当。

･青少年が見やすい時間帯を

意識し、積極的に青少年向

けの良質な番組を編成。

(例:少年少女アワーとして

18時～19時台を設定)

･民放連放送基準に「放送時間

帯に応じ、児童及び青少年

の視聴に十分配慮する」を

追加。

･青少年に配慮する時間帯と

　して17時～21時を設定し、

　民放連として、民間放送事

　業者に周知徹底を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　///
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　z/

/

　　　　　　　　　　　　　　　　　/

/

　　　　　　　　　　　　　　　//ﾀﾞ

　　　　　　　　　　　　　/´//

/

　　　　　　　　　　　/'

/

　　　　　　　　　/

　　　　　　　ノ

　　　　　////

/

　　/

/

番組に関する情報提供の充実

･青少年の視聴に不適当、あ

　るいは逆に視聴を奨励する

　番組等について、事前に表

　示を行うこと等が考えられ

　る。

･放送番組に関する分類基準

や情報提供の在り方の検討

か･必要であり、放送事業者

が自主的に実施していくこ

とが期待される。

一広報番組等を活用して、番

組内容に関する情報を事前

に提供する。

一新聞、週刊誌、テレビ専門

誌等を積極的に活用。イン

ターネット等で番組情報の

提供を充実。

･画面上の文字表示や広報番

組枠を活用して、必要に応

じて、番組に関する情報を

事前に提供。

･インターネット、テレビ専

門誌等で、より正確な番組

内容を伝える。

･放送のデジタル化で可能と

なる詳細な番組内容の情報

提供を今後検討。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　////

　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

　　　　　　　　　　　　　　　　　///

　　　　　　　　　　　　　　　z/´/

　　　　　　　　　　　　　　　//

　　　　　　　　　　　　//

　　　　　　　　　　　/

　　　　　　　　　////

　　　　　　　/ﾉ/ﾀﾞ

　　　　　/

　　　　////

　/´

/

/

Ｖチップ

･今般の青少年対応策につい

ての実施状況、またデジタ

ル技術の動向等を踏まえ、

引き続き検討を行うことが

適当。

･デジタル技術の動向、諸外国の情報収集を含め、引き続き検討を行う。

･多角的な見地から、様々な場において、国民的な議論が行われることが望ましい。
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各省庁連携による公共分野の情報化を推進

　

公共分野の情報化は、我が国の経済社会全体の

情報化の起爆剤として期待される重要な政策課題

となっており、政府-体となった取組が進められ

ているところであるｰ

　

こうした巾汀特定公共電気通信システム開発関

連技術に関する研究開発の推進に関する法律」（以

図表t=

　

漁業情報の高度利用に資する電気通信システム

関係機関等を経由して情報収集

置

下システム法といういに基づき、通信･放送機構で

は、公共性を有する業務の用に供する電気通信シ

ステム(特定公共電気通信システム)を開発するた

め、通信・放送技術と特定の公共分野(教育、行政、

防災、交通、警察、農業等パこおける技術を組み合

わせた研究開発を実施している。

　

現状

__岬庁

　

｜

ノ牡
(気象庁.海上保安庁等)

通信･放送技術

衛星により海表面情報を広域収集

　

海表面

海路急風こ、

：：：｜

・海底

　

．報

音声やＦＡＸでは情報内容に限界

少２ゴ≧
詰匹」

　　

こない墨=２

　　　

ム゜j

　　

烈禦ﾙ。

　

音声ＦＡＸ情報

　　　　　　　　　　　

午航行安全情報

　　

回

　　　　　　　　　　　

眉蕊。立付

争参考ﾉ

将来

２竺Ｅﾕ壁」

２竺」

ｽﾒﾝ才″］暴元
一言三了゛,I匹･

　　　　

Ｗ‾Iやなｙl情報セン‾ﾀﾞ･熊言

く四万J

庁等)等からの各種情報

㎜収集．フ

漁業活動に関する

　

情報管理技術

ﾃﾞジタル短波や衛星の活用により、

乙ｊ航行の安全確保

　　　　　　

操業の秩序維持

世夕

取締船(水産庁)

漁船

効果的な

取締りの実施

画像情報

①航行安全情報
②海難事故情報

　　　　　　

ノ

③漁海況情報
④･違反漁船情報

　　　　　　

ｆ“や４.
情報内容により暗号化

　

蓄積､データベース化

情報配借

関連サイト：通信・放送機構（http://ｗｗｗ.shiba.tａｏ.ｇｏ.jp/）



　

このうち、警察通信の安全対策に資する電気通

信システム及び災害情報の収集に資する電気通信

システムは、11年度の法律改正により、システム

法の対象となる特定電気通信システムに追加され

たものである。

　

さらに12年度においては、公共分野の情報化の

一層の推進を図るため、新たに農林水産宵(水産

庁）及び自治省の協力を得て、漁業情報の高度利川

に資する電気通信システム（図大士）及び地方公共

団体における申請手続電子化に資する電気通信シ

ステム（図長今）を追加することとし

　

システム法

をｰ部改正する法律案を第147川国会に提出し、12

年４月に公布されたところである。

図表②

　

地方公共団体における申請手続電子化に資する電気通信システム

｢電子政府｣実現のため､オンラインに

よる行政手続の要請が高まっている。

?;犀７

ス

通信･放送技術

現在

移動→

秦
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白・~ト

役所に出向いての紙による申請

なりすまし･

イジターネット

認証機能等により

不正ア ｸセス
奉

＆

なりすまし･改ざん

情報漏洩等

地方行政手続関係技術

牡回心i叫や

　　　　

"=-=_
∠贈⊥

ご二フベ

改ざんなどの不正行為を防ぎ,オンライ
ンによる安全な行政手続が可能となる。

家庭・オフィス等-,－（

　　

）↓乙,-

地方公共団体に対する

申請･届出等の手続

　

禿

ネットワークを通じたオンライン申請
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地理情報の高度利用に 向けて

　

地理情報システム（GIS : Geographic Information

Systems)とはヽデジタル化された様々な地理デー

タと統計･台帳データ、画像データ等を電子的に統

合することにより、地理情報の高度利用を図るシ

ステムである｡､GISの実用化により、カーナビゲー

ションシステムの高度化、防災対策及び物流管理

システム等の効率化等が期待される｡

　

郵政省では、GIS利用環境の整備に資するため、

以下の研究開発を推進しているｰ

①分散型ＧＩＳ構築のための情報通信システムの研

　

究開発

　

10年度から３か年計画で、国土庁、建設省、通

商産業省及び自治省の４省庁と連携の下、分散型

GISの構築に向けて、効率的な検索・配信機能の開

発に必要な通信プロトコル、検索技術及びデータ

圧縮技術等の要素技術の研究開発を実施している。

　

11年度は、10年度に行った調査及び概念設計を

踏まえ、各要素技術の通信条件を検討し、分散型

GISのためのアプリケーションモデルを開発した、

　

12年度には、GISに即した検索エンジン暗号技術

等の研究開発成果を拡充し認証プロトコル、分

散型データ共有プロトコル等に関して、11年度に

開発したアプリケーションモデルを利用した実証

実験を行う予定である。

②３次元ＧＩＳ構築のための情報通信技術の研究開発

　

11年度から４か年計画で、国土庁、建設省、通

商産業省、運輸宵及び自治省の５省庁と連携の下、

３次元GISデータの作成に必要な要素技術等の研究

開発に取り組んでいる

　

11年度は、要素技術として、ビデオ呵像、静止

川像から３次元データを作成する技術、３次元空

間データを検索利川する技術の研究開発を行うと

ともに、３次元GISのプロトタイプを作成し、評価

及び検証を行った｡

　

12年度以降は、３次元GISに適合する効率的なデ

ータ圧縮技術等の研究開発を実施することとして

いる（図表）つ

③ＧＩＳのための研究開発用共同利用施設の整備

　

11年度第２次生正予算の措置により、通信･放送

機構は、GISの普及に向けた大容量データの蓄積と

効率的な伝送処理を実現する機能をもつ共同利用

が可能な施設であるGISセンターの整備に着手し

た。

　

GISセンターでは、膨大なGISデータを一元的に

蓄積することにより、蓄積媒体等の資源やGISデー

タの共同利用を促し、地方公共団体及び民間によ

るアプリケーション開発を促進することとしてい

る。

図表

　

３次元ＧＩＳ構築のための情報通信技術の研究開発の概要図

sりｓ″ 共同作業
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地域情報化に取り組む地方公共団体等の支援を推進

　

郵政省では、地域における高度な情報通信ネッ

トワークの整備や地域のポテンシャルを生かした

情報通信分野の研究開発に対する支援を通じ、地

域における情報化の促進を図っている(資料51参

照)、

①広域的地域情報通信ネットワーク基盤整備事業

　

郵政省では、10年度及び11年皮において、｢広域

的地域情報通信ネットワーク整備事業促進モデル

構築事業｣を実施した。本事業は、国が複数の地方

公共団体の連携主体に対して、広域的な情報通信

ネットワークのモデルとなる優れたシステムの構

築を委託するものであり、当該ネットワークシス

テムの企画、設計、開発、試験等を通じて得られ

たノウハウを他の団体に提供することにより、広

域的な情報通信基盤の整備を促進することを目的

とするものである。 10年度には22件、11年度には

16件の委託契約を締結した(資料52参照)。

　

さらに、12年度からは電気通信格差是正事業の

一環として、｢広域的地域情報通信ネットワーク基

盤整備事業｣が実施されることとなった。これは、

複数の地方公共団体連携主体が自らのネットワー

クとして広域的な先進的情報通信ネットワークの

整備に取り組む場合､公共施設内ＬＡＮ(構内伝送路、

送受信装置、映像ライブラリ装置、双方向画像伝

送装置、人力端末等)の整備や伝送路の整備を行う

際に所要経費の一部を補助するものである(図表)。

図表

　

広域的地域情報通信ネットワーク基盤整備事業

②地域イントラネット基盤整備事業

　

地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度

化を図り、地域の活性化に資することを目的とし

て、郵政省では11年度より、地域・生活情通信基

盤高度化事業の一環として、インターネット技術

を活用した地域の高速ＬＡＮ(地域イントラネット)

の整備に取り組む地方公共団体等を補助金により

支援している。 12年３月現在、26件の事業を採択

しか(資料48参照)。

③都市コミュニティ研究成果展開事業

　

通信・放送機構では、９年度より地方公共団体

等の協力を得て、通信・放送分野における基盤的

な要素技術を組み合わせた高度な電気通信システ

ムを構築するために、｢マルチメディア・パイロッ

トタウン構想｣として、行政情報システム、観光情

報システム等の個別のアプリケーションごとに研

究開発を実施してきたところである。 11年度から

は本構想を拡充し、高度かつ多様な複数のアプリ

ケーションを一体的に展開した21世紀型のマルチ

メディア都市の実現に資するため、｢都市コミュニ

ティ研究成果展開事業｣として協力自治体等におい

て複数のシステムの研究開発を進めており、12年

３月現在、８地域において実施している(資料47参

照)。
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アジア・太平洋地域に おける「情報通信ハブ」の実現

　

米軍の施設・区域が沖縄県に集中し、住民の生

活環境や地域振興に人きな影響を及ぼしている。、

こうした現状を踏まえ、沖縄県が地域経済として

自立し、雇用を確保することによって、県民生活

の向上に資するとともに、沖縄県が我が国経済社

会に寄与する地域として発展することが重要な課

題となっている。特に、沖縄県はその地理的条件、

通信インフラ整備の諸計画等からみて、世界の情

報通信ハブとして発展する可能性を有しているこ

とから、郵政省では、沖縄をアジア・太平洋地域

における情報通信ハブとして形成するため、｢沖縄

マルチメディア特区構想｣を提唱し、情報通信分野

における①|青報通信基盤の整備、昔人材の育成・

研究開発の推進、音洗進的なアプリケーションの

展開、④晴報通信産業の集積、⑤頷報発信機能の

強化を促進するための施策を実施しているところ

である。

　

また、沖縄振興策については、｢普天間飛行場の

移設に係る政府方針｣(11年12月28口閣議決定)に

｢沖縄県北部地域の振興に関する方針丁等が盛り込

まれ、12年７月には、九州・沖縄サミットが名護

市で開催されるなど、政府としては北部地域の振

興策に積極的に取り組んでいく方針が決定されて

おり、郵政省も名護市を中心に様々な情報通信施

策を展開している。

　

11年度における郵政省の主な沖縄振興施策は以

下のとおりである、

①名護市マルチメディア館の整備

　

名護市及び沖縄県北部地域での情報通信関連産

業の立地促進、雇用の創出及びマルチメディア分

野の人材育成の促進を図るため、情報通信関連企

業等が利用できる設備・スペース及びマルチメデ

ィアを身近に体験できる研修施設等から構成され

る｢yl護市マルチメディア館｣を整備し、11年3月に

完成した、12年３月現在、Ｎ丁丁104番号案内センタ

の他７社の情報通信閏連企業が人居している｡

②ＮＴＴＩＯ４番号案内センタの移設

　

沖縄県の雇用促進に資するため、ＮＴＴは、那覇

市内に104番号案内センタを設置し、９年10月より

業務を開始した。 12年３月現在、約500名のオペレ

ータが、一日当たり約10.3万コールを取り扱ってい

る。また、10年５月に、名護市内にも番号案内セ

ンタを設置(11年４月に｢名護市マルチメディア館｣

に移設)し、業務を開始している。 12年３月現在、

約100名のオペレータが、一日当たり約1.7万コール

を取り扱っている。

　

沖縄本島北部地域の一部においては、放送局か

ら遠く離れていることや地形的条件により、中波

ラジオ放送やテレビ放送が良好に視聴できない地

域が存在している。このため、10年度から、中波

ラジオ放送の中継施設並びにテレビ放送の中継施

設及び共同受信施設を設置し、当該地域の難視聴

解消を図っているところである。具体的には11年

度に、名護市の４か所に中継施設を設置し、テレ

ビ放送の難視聴解消を図り、12年度以降、恩納村

に中継施設を設置するとともに、名護市ほか４市

町村の難視聴地区において、地元の要望を受けて

共同受信施設の設置を行い、テレビ放送難視聴解

消を図り、また、名護市及び国頭村の２か所に中

継施設を設置し、中波ラジオ放送難聴解消を図る

こととしている。

④沖縄市におけるテレワークセンターの整備

　

沖縄市において、テレワークを通じて、地域に

おける新たな就労機会の創出、周辺地元商店街の

再活性化、市民の情報リテラシーの向上等を図る

ため、12年！月、中心市街地の大型施設を改修し、

必要な情報通信環境を整備した共同利用型のテレ

ワークセンターを開設した。

⑤沖縄情報通信研究開発支援センター北谷町共同

　

利用センターの開設

　

迦信・放送機構は、通信コスト低減化に資する

研究開発を目的に、12年４月、那覇市の沖縄情報
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通信研究開発支援センターの分室を北谷町に｡整

備・開設する予定である。本センターにおいては、

コンテンツ制作を目的とした最先端映像研究即発

機材を整備し、研究開発用ギガビットネットワー

クを活用した高速映像伝送実験等に利用される予

定である。

⑥沖縄国際情報特区構想

　

政府は、沖縄県の振興を推進するため、８年９

月に沖縄政策協議会を設置して、沖縄に関連する

基本施策に関し協議してきたところであるが、11

年６月、沖縄政策協議会は｢沖縄経済振興21世紀プ

ラン｣中間報告書を公表し、情報通信関連企業等の

誘致による沖縄経済の活性化のための環境づくり

をねらいとした｢沖縄国|際情報特区計蒋想の検討を

提言した。郵政省ではこれを受けて、同構想の具

体化に向けて、｢沖縄国際情報特区構想の推進ﾉﾌﾟ策

等に関する調査研究会｣を11年９月より開催し、情

報通信ハブ実現の加速化のための方策、国内、さ

らに海外からの情報通信関連企業等の誘致を促進

するための方策等について検討を行った。 12年４

月には報告書が取りまとめられ、沖縄国際情報特

区構想を具体化するためには、(i)アジア・太平洋

地域の情報通信拠点の形成に向けたグローバルな

IX (InternetExchange : インターネットの相互接続

点)の形成、(iい地域情報通信ネットワークの高度

化､(iiい国内外の情報通信関連企業、研究機関等の

誘致促進・集積・育成、(iv)国内外のコンテンツ、

アプリケーションの集積、(Ｖ)情報通信技術等に明

るい人材の早期・大量育成、についての相乗的か

つ重層的に展開されることが不可欠であると提言

している。

　

今後は、国際的なネットワークを目指す情報通

信産業の育成、新規事業の創出支援体制の充実、

研究開発と国際交流の促進、人材の育成と雇用の

確保等を推進していく。

⑦沖縄・高度コンテンツ創造システム開発事業

　

通信・放送機構は、11年度より、地方公共団体、

民間企業、人学等の協力を得て、沖縄県内の既存

施設等をフィールドとして、これまでの通信一放

送分野の技術開発成果を活川し、コンテンツ制作

の高度化を促進する通信り

資する研究開発を行うこととしており、先端技術

の集積を図り、沖縄県におけるコンテンツ産業集

積の呼び水となることが期待される｡

⑧｢沖縄発インフォメーション・イニシアティブ｣

　

の推進

　

12年７月に沖縄県でサミット(七要先進国[とf脳会

議]が開催されることを契機に、沖縄の全円、世界

に向けた情報発信を支援するという観点から、子

どもをま役とするインターネットを活用したイベ

ントとして伴11縄発インフォメーション・イニシア

ティブ｣を企両し11年11月から、学界及び産業界

と一一体となって推進している｡。

　

12年４月現在、沖縄と全国、匪界の子どもたち

が参加し国際交流を深める様々なオンラインイベ

ントを実施又は実施を予定している他旺ＶＯＴＥプ

ロジェクト(21 |U:紀カウントダウン・メッセージ・

リレー)｣、｢アイランド・クェストin沖縄＆屋久島｣

等)、インターネットと子どもたちの関わりをテー

マとするシンポジウムの開催等も予定している、

図表

　

沖縄振興プロジェクト(11年度に実施した主な施策)

　

県域

｢冲縄国際情報特区構想｣調音

(１１年9月～12年４月)

沖縄･高度コンテンツ刷造システム間只甲蘭

(11年度悪手)

｢冲喝兄インフォメーション･イニシアティブ｣

の推遭口１年11月間始)

沖縄惘匍通信研穴聞発・援センター

北谷町共同利用センター

(12年４月閃所予足)

与那国島

西表島

二Ｊプ- ･ = " ¶ = －
/ j l ’ 、 ｀ ’ ‾

　 　 　

ミ

　

一 一 － － －

　 　

＝ ・ ¶ I ㎜ ㎜

　 　

㎜ ㎜ 一 a = ･ ♂

石垣島

宮古島

北ａ地域麗視聴解消甲聚

□0-13年度夷施）

名護市マルチメディア吃

（１１年３月完成）

名護市NTT 104番号案内センタ

（１１年４月サービス開始）

１０･１１年度



第
３
章

情
報
通
信
政
策
の
動
向

１

国
際
政
策
の
推
進

272

電子商取引に関する議論がより活発に

　

インターネットの普及による電子商取引に対す

る国際的な関心の高まりに伴い、種々の国際会議

において電子商取引が話題として取り上げられて

いる。 1999年９月に開催されたＡＰＥＣ(アジア・太

平洋経済協力)非公式首脳会議(資料53参照バこおい

て、官民一体となって電子商取引の発展を支援す

ることが宣言されたほか、同年10月にはＯＥＣＤ電子

商取引に関するパリフォーラムが、1998年10月に

オタワで開催された｢電子商取引に関する閣僚会合｣

における決定事項等についてフォローアップを行

うことを目的として開催され、ＯＥＣＤ加盟国代表の

他、産業界、労働界及び消費者団体の代表者が出

席し意見交換が行われた。

　

このほか、1999年10月、テレコム99旧丿界電気通

信展示会及びフォーラム)がスイス・ジュネーブに

図表

　

主な国際会議の概要

おいて開催された。テレコムは、世界最大規模の

電気通信展示会として、ＩＴＵ(国際電気通信連合:

InternationalTelecommunication Union)の主催により

４年ごとに開催されている。今回は、1,146社が出

展、入場者は17万人を超えた。我が国のほか、米

国、英国、フランス、中国など計26か国がナショ

ナルパビリオンを出展し、日本パビリオンでは、

次世代携帯電話(ＩＭＴ-2000)、インターネット、デ

ジタル放送、光通信ネットワーク技術など最新の

情報通信技術の展示が行われた。

　

また、2000年５月には、国際的な周波数の分配

等について審議する世界無線通信会議(ＷＲＣ-2000)

がイスタンブール(トルコ)において開催される予

定であり、ＩＭＴ-2000への周波数の追加分配等が審

議される。

会　議　名 採択された決議等の概要

APEC閣僚会議･非公式首脳会議

1999年9月９日～10日、12日～13日

オークランド(ニュージーランド)

①民間部門と協力し、電子商取引のための好ましい環境を作り出す努力を

　継続する。

②西暦2000年問題の危機管理の策定について専門性や経験等を共有するた

　めの、日米共同提唱による｢APEC･Y2K100日間協力イニシアティブ｣を

　採択

OECD電子商取引に関するパリフォーラム

1999年10月12日～13日

パリ（フランス）

①従来の公的規制か自主規制かという議論に加えて､新たに“co-regulation"

　(公的規制と自主規制の併用)の発想が示された。

②消費者保護ガイドライン案がほぼ集約され、オタワ閣僚会合における

　｢1999年中に原案作成作業を完了させる｣との指示を達成できる見込み≒

③政府、産業界及び消費者団体の代表から構成されるステアリング委員会

　を設置し、認謡こ関する分析及び検討を行うこととなった(期限１年間)。

④電子商取引をさらに推進するためには、市場自由化による周波数割当及

　びローカル･ループ(ラスト１マイル)の低コスト化か必要であることが

　確認された。

2000年世界無線通信会議

（WRC-2000）

2000年5月８日～6月２日

イスタンブール（トルコ）

①IMT-2000への周波数の追加分配

②成層圏無線プラットフォームへの周波数の追加分配

③第一地域(欧州・アフリカ・アラブ)及び第三地域(アジア・オセアニア)

　の放送衛星業務プランの見直し

※

　

1999年12月９日に完成し公表された。



iﾐ要議題の一つとして「IT･Ｗ命」が取り|こげられる方向

　

サミット川ﾓ要国削悩会議バこおいて、帖服通信

開運については、1994年のナポリ・サミット以来、

毎年丿及され続けており、各国首脳の情服迦信分

野の.忙要性に対する認識が高まっていることを示

している㈲口礼．

　

2000年７月21川～23日には、九朴|・沖縄サミッ

トが問催される予定である‥2000年２月に開催さ

れた｢九什卜沖縄サミットに関する懇談会｣におい

て、小渕前総理大に(は卜装議題の

　

一つとして｢IT‾やT

命｣を収りllげたいとの意向を示した

　

この申で小

渕前総理人出は、汀が経済にケえるプラスの効果

が非常に大きいり八汀を悪川した犯罪等の問題

や、情報の面における格差が経済恪差を厄に人き

くするおそれがある、いわゆる｢デジタル・ディバ

イド(情幸財か自ヤ対即応への対処が必要であるとし、

こうした経済社会のありﾌﾞLfを人きく変える｢IT革

命｣の流れについて、政府の役割の在り方も介め議

論を行いたい旨述べた｡

図表

　

近年のサミットにおける主要議題抜粋(下線部分は情報通信関連)

会　議　名 主要議題(抜粋)

ナポリ・サミット

1994年7月８日～10日(イタリア)

（経済）「雇用と成長」

　　　　「ＷＴＯの早期設立」

　　　　　世　情報通信基盤　Gil　の構築

　　　　　Ｇ７情報通信閣僚会合の開催につき合意）

（政治）「対ロシア支援」

　　　　「チェルノブイリ原発事故対策」

ハリファックス・サミット

1995年6月15日～17日(カナダ)

（経済）「ＩＭＦの見直し」

　　　「為替の安定」

　　　「ガットウルグアイラウンド合意の完全実施」

　　　　Ｇフ情報通信閣僚会合の成果の　迎及び南ア会合の開催につき

　　　合意」

　　　-（政治）「北朝鮮の核兵器保有問題」

　　　日日ューゴ情勢」

リヨン・サミット

1996年6月27日～29日(フランス)

(経済)｢雇用と成長｣　情報通信は経済発展のエンジン　である旨言及

　　　　｢国連改革｣

　　　　｢国際金融体制の安定｣

(政治)｢国際テロ対策｣

　　　　｢軍縮・核不拡散｣

　　　　｢地球規模環境問題｣

デンヴアー・サミット

1997年6月20日～22日(米国)

(経済)｢国連改革｣

　　　　｢中国のWTO加盟問題｣

　　　　｢電子商取引｣

(政治)｢地球規模環境問題｣

　　　　｢国際テロ対策｣

　　　　｢地域情勢｣

バーミンガム・サミット

1998年5月15日～17日(英国)

（経済）「アジア経済危機」

　　　　　コンピュータ西暦2000　問題

　　　　「雇用」

（政治）「国際組織犯罪（ハイテク犯罪よ」

　　　　「インド核実験］

ケルン・サミット

1999年6月18日～20日（ドイツ）

（経済）「重債務貧困国の債務救済」

　　　　「世界経済の分析及び対応（国際金融システムの強化等）」

　　　　「教育と人材」情報通信技術の習得、遠隔教゛の重要性

　　　　　コンピュータ西暦2000　問題

（政治）「コソボ問題」

　　　　「中東和平プロセス」
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インテルサット、インマルサットにおける機構改革が進捗

　

近年、インテルサット、インマルサットは民問

衛星によるグローバルなネットワークの出現、同

時にインテルサットにおいては国際通信の光海底

ケーブルによる伝送への移行により、競争環境が

激化したため、機構改革を迫られていた。

①インテルサット(国際電気通信衛星機構:INTEL-

　

ＳＡＴ)(資料54参照)

　

インテルサットは、国際公衆電気通信業務に必

要な宇宙部分(衛星及びその運行に必要な施設等)

を世界のすべての地域に対し、無差別に提供する

ことをその主たる目標とし、｢国際電気通信衛星機

構[インテルサットバこ関する協定]によって設立

された国際機関である。

　

インテルサットは、第22同締約国総会(1998年３

月)において、子会社(ニュー・スカイズ・サテライ

ト社)をオランダに設立することを決定し、映像等

の競争性の高いサービスを提供させることとする

一方、インテルサット自らは音声･データ等の基本

サービスの提供に専念することとなったっ子会社

は、1998年11月にインテルサット本体からの資産

(衛星６機)の譲渡を完了している。

　

さらに、インテルサット本体についても機構改

革が必要との議論が高まってきたことから、1999

年10月に開催された第24回締約国総会において、

民営化も含め、機構改革に向けた検討を作業部会

を設置して行っていくことが決定された。

②インマルサット(資料55参照)

　

インマルサットは、海事通信を改善するために

必要な宇宙部分(衛星及びその運行に必要な施設等)

を提供し、これにより、海上における遭難及び人

命の安全に係る通信等の改善に貢献することを目

的として、｢国際海事衛星機構(インマルサット)に

関する条約｣によって設立された国際機関である

(その後、条約の改正により、機構の目的に航空通

信及び陸上移動通信のための宇宙部分の提供を追

加)。

　

第10回総会(1994年)において、機構の名称を

｢国際海事衛星機構(インマルサット)｣から｢国際

移動通信衛星機構(インマルサット)｣に変更する

条約改正が採択され、また、第12回総会(1998年４

月)において、新たに設置される民間会社を通じて

インマルサット衛星システムを運営するために機

構の目的、構成等を変更する条約改正が採択され

た(2000年４月１口現在、いずれの改正も未発効)。

我が国は、1999年８月、これらの改正を受諾した。

図表

　

インマルサットの概略(1998年の条約改正による機構改革後のもの)

　　　　　　　　

条約

国際移動通信衛星機構

　　

(総会･事務局)

公的業務契約及び

特殊株による監督

設立時に署名当事者(設立と

同時に廃止)に株式(１００％)

を配分､その後の売買は自由

株式公開後は､市場から資金調達

株式市場

衛星利用契約(運用協定廃止)

匹各国の電気通信事業者

サービス提供

リジ
竺門ノ



国際協力の推進

開発途上国に対する我が国の貢献

　

情報通信は、経済の発展、雇用の拡大、国民生

活の向上等をもたらすインフラとして、人きな期

待を寄せられており、開発途卜国を含めた地球規

模での情報通信ネットワークの整備の必要性が高

まってきている。

　

しかしながら開発途卜国においては、人円100人

当たりの電話普及宰が１台にも達しない国が未だ

に40か国余りも存在しているのが現状であり、情

報通信分野における南北格差はむしろ拡大してい

るとの指摘もある。

図表①

　

資金協力の実施状況(1999年度署名分)

／／

※１

※２

円借款
通信網整備計画(Ⅲ)
86.53億円

郵政省所管分野の案件のみを掲載

無償資金協力、円借欺は交換公文署名ベース

図表②

　

技術協力の実施状況(1999年度）※１

　

郵政省では、これらに対応すべく外務竹、国際

協力事業団(JICA)等と↑窃力しＯＤＡ(政府開発援

助:Official Development Ａsふtance)を通じて継続的

に開発途上国における情報通仁分野の発展に貢献

している(図衣千､寸卜

　

なお、2000年１月には、特別円借款の対象分野

の拡大に際し｢情報通信｣が追加されることとなり、

開発途上国の情報通仁基盤の整備に人きな役割を

果たすことが期待される､､、

ウズベキスタン

円借款

地方通信網拡充計画（n）

126.92億円

　　　　　　　　　　　　

｀＼

ゾ几

　　　　

・
ニ

　

フ ゛'二jへ

　

。

　　　　　　　　

≒ｙ゛

ド

　　　　

ノ

ヴィエトナム

　　　

＼
円借款
テレビ放送センター建築事業い。
195.48億円　　　　　　ljヽ／

ヴィエトナム

円借款
南部沿岸無線整備事業
18.66億円

ヾプアニユーギニア

無償資金協力
放送教育用教材開発センター整備計画
4.31億円

　

ﾄ

ﾚづ

ﾄ
人

　

♂

　

－
レ万

　

･〃r/

郵政事業 電気通信 放送 合計

研修員受入（人） (139) 108 (599) 444 (74) 78 (812) 630

専門家派遣（人） （10）　9 （82）100 (31) 26 (123) 135

プロジェクト方式

技術協力（件匝2
（Ｏ）０ （４）２ （Ｏ）０ (4) 2

開発調査（件） （Ｏ）１ (1) 1 (1) 1 （２）３

※１

※２

（

　

）内は前年度実績

1999年度に実績のあった案件
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汀Ｕ-Ｔでは、標準策定の手続の短縮化に着手

　

電気通信分野の国際標呻化には、国際電気通信連

合(ITU :InternationalTelecommunication Union)が中

核的な役割を果たしている.､ＩＴＵにおいては、電気

通信標準化部門(ITU -Ｔ : ITU Telecommunication

StanardizationSector)及び無線通信部門（ＩＴＵ-Ｒ:

ITU Radiocommunication Sector)が標準化活動を行っ

ている（資料56参照）-

①ＩＴＵ一丁における取組

　

現在、ＩＴＵ一丁の標準化作業（勧告の策定）において

は、承認手続だけで、概ね９か月程度を要しており、

この作業速度が現在の電気通信技術の発展には十分

対応しきれていない、

　

一一方、国際的な標章化活動において、企業グルー

プのフォーラム活動の成果である事実上の標準（デ

ファクト標準）が、重要な役割を担うようになって

きており、こうした活動との比較においてもITU-T

を介した公的標準（デジュール標準）の策定作業の

迅速化が求められている､、

　

こうした中、ＩＴＵ-Ｔでは、勧告の策定に要する時

間を短縮するための手続についての検討が進められ

ている、1999年10月には、電気通信標準化アドバイ

ザリーグループ（ＴＳＡＧ:Telecommunication Stan-

da出izationAdvisory Group)第5［け1会合において、現

行の勧告承認Jﾐ続を、技術的な内容のものに限り、

３か月程度に短縮可能とする手続（代替承認手続

【ＡＡＰ:AlternativeApprova】Proceぶ）の枠組みを取

りまとめ、2000年９月に開催される世界電気通信標

準化総会（ＷＴＳＡ : Ｗｏｌ･IdTelecommunication Stan-

dardizationAssembly)での承認を目指すこととして

いる（図表几現在のＩＴＵ-Ｔ勧告は、90％程度が技術

的な内容といわれていることから、代替承認手続が

導入されれば、ほとんどのＩＴＵ-Ｔ勧告が３か月程度

で採択可能となる_

　

一方、ITU-Tでは、他の標章化機関等との積極的

な連携も進めている。例えば、インターネットの標

準化については、1998年９月から、インターネット

標準作成フォーラムであるIETF (Internet Engineer-

ing Task Force)と共同して標準化作業に取り組んで

いる｡、また、インターネットのドメインネームの管

理に寄ソするため、1999年７月にオスロで開催され

た第4訃引ＥＴＦ会合において、IETF、Ｗ３Ｃ、ETSI、

ＩＣＡＮＮとの間で覚書(ＭＯＵ)を締結し、プロトコル

について検討を行う組織であるICANN PSO (Proto-

col Supporting Organization川二参加することとした。

さらにＩＭＴ-2000の標準化については、地域標準化

機関等により組織された3GPP/3GPP2 (Third-Genera-

tion

　

PartnershipProject/

　

Third-Generation

　

Partnership

Project 2)において策定された標準什様を勧告作成

の際に参照していく予定である。

②ＩＴＵ－Ｒにおける取組

　

放送分野では、1999年６月の放送関係会合(SG

10.11関係会合)で審議されていた我が国の衛星(BS)

デジタル放送方式(ISDB-S方式)が勧告として同年

10月に承認された｡

　

また、同年10月から11月にかけて開催された第18

回ＴＧ８/1会介では、ＩＭＴ-2000の無線伝送方式に関す

る詳細規格等の勧告案が策定され、世界無線通信会

議(ＷＲＣ-2000)に向けたＩＭＴ-2000用追加周波数帯

の検討が行われた。

　

なお、ＩＭＴ-2000の無線伝送方式に関する規格に

ついては、ＩＴＵ一丁同様、3GPP/3GPP2と協調が図ら

れている、

　

1999年11川に問催された第８研究委貝会(SG8)会

合では、TG8/1会合(第!8回)で承認された勧告案の

ほか、高度道路交通システム(ITS)関連のノンスト

ップ自動料金収受システム(ＥＴＣ)や小電力自動車ミ

リ波レーダシステムの無線伝送方式の勧告案、５

ＧＨｚ帯高帯城移動アクセスシステムと移動衛星問の

関連サイト:ＩＴＵ（http://ｗｗｗ.itＵ.int/）



周波数共川条件に関する勧告案等の承認が行われ

ＷＲＣ-2000に向けた検討が行われた、

　

今後、これらの承認雅項は、2000年５月に予定さ

れている無線通仁総会(ＲＡ : R ad ioco m m u nic atio n

Assembly)に提出され最終勧告化される見込みであ

る、

図表

　

ＩＴＵ-Ｔにおける現在の勧告承認手続と代替承認手続案の比較

現在の勧告承認手続

概ね９か月程度

勧告案の決定

ＳＧまたは

ＷＰ会合

主管庁による郵便投票

により、ＳＧ会合における

　

勧告採択審議が可能。

勧告の採択

ＳＧ会合にて

　　

承認

(会合の開催が必要)
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代替承認手続(ＡＡＰ)案(技術的な勧告のみが対象)

　　　　　

概ね３か月程度で勧告が採択されると想定

勧告案の決定

ＳＧまたは

ＷＰ会合

インターネット等の

　

反対意見無し
電子的手段を利用

して、ＳＧメンバーへ

　

勧告案を意見照会

まとまらなければ

　　　

ＳＧ会合へ

勧告の採択

承認

(会合の開催を要しない)

ＳＧ会合



申請、報告・届出、相談etc

!‘

;

タ

キオス･

Ｃ市役所 Ｄ町役場

実施地方公共団体 配備郵便局

愛知県 岡崎市 六ツ美局、常盤局

高知県 高知市 高知南局．三里局

沖縄県 石垣市、竹富町、与那国町 伊原開局、川平局、西表島局、沖縄黒島局、竹富局、久部良分室

図表②

　

テレビ電話相談実験の実施地域
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国民の利便性向上と行政の効率化を目指して

　

｢ワンストップ行政サービス｣とは、様々な行政

　

いて実施しており、11年度からは、その一部(３地

サービスを１か所で一一括して受けることを可能に

　

域)で、情報端末にテレビ電話機能を付加し、相談

するものである。国民にとって最も身近な国の窓

　

サービスを長供する実験を行っている(図表②几

目機関である郵便局でのワンストップ行政サービ

　　

12年度には、上記の実証実験を継続するととも

スが実現すれば、国民の利便性は著しく向上し、

　

に、都道府県を実験地方公共団体に加え、広域的

また行政の効率化にも資するものと考えられる([図

　

行政サービスを郵便局で実施することの意義を検

表丿。そこで、郵政省では従来からその推進を図

　

証する。また、地方公共団体が発行している市民

っているところであるが、この一環として、情報

　

カード等とも連携し、郵便局における行政サービ

通信技術を活用し、郵便局に設置された情報端末

　

スを市民が広く利用できるようにするための実験

から地方公共ﾄ月体が提供する各種行政サービスの

　

を行うこととしている。

申込み等を行う実証実験を９年度から実施してい

　　

なお、11年度からは、埼玉県大宮市、大阪府羽

るご、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

曳野市の２市が、住民票の写し及び印鑑登録証明

　

10年度からは、郵便局で近隣市町村のサービス

　

書を発行する自動交付機を試行的に郵便局に設置

申込みを行うことができる実験を全国５地域にお

　

し、これらの交付を行っている。

図表①

　

郵便局におけるワンストップ行政サービスのイメージ

Ａ省

↑j

ク端末

Ｂ県庁



郵便、貯金、保険の郵政三事業で積極的に活用

　

郵政省では、６年９月のホームページ開設以

来、郵便局サービスに関する各種情報を広く国

民･利用者に提供する手段としてインターネットを

積極的に活川している。11年度においては、イン

ターネットの利用を前提として商品設計されたサ

ービスを開始し、12年度には一層のサービス拡充

を予定している。

①ハイブリッドめーる

　

「ハイブリッドめーる」は、インターネットを活

用して、自宅やオフィスなどに居ながらにして24

時間いつでも郵便物を差し出すことができるサー

ビスで、12年２月から開始された。郵便物は、引

受郵便局（新東京郵便局）が開設した専用のホーム

ページで、パソコンで作成された文字、写真、イ

ラスト等を引き受け、引受郵便局又は全国11の中

継郵便局がこれを印刷し、専用封筒に封人の上、

普通通常郵便物として配達する。引受郵便局と中

継郵便局の間は、通信回線を介したデータ伝送を

用いることで送達速度の向上が図られており、配

達は全国で概ね翌日となる､つ。

　

また、12年度においては、「ハイブリッドめー

る」による電子内容証明サービスを実施する予定で

ある。このサービスは、差出人がパソコンで作成

した内容証明を希望する文書をインターネットを

通じて引き受け、電子的に内容証明の処理を行つ

て作成した正本と謄本を封入封絨し、受取人に書

留郵便物として正本を、差出人に配達記録郵便物

として謄本を配達する((図表)｡、

②郵貯インターネットホームサービスの実証実験

　

郵貯インターネットホームサービスは、インタ

ーネット上において、目座間の送金サービス(電信

振替)、電信現金払(居宅払)、残高照会、バーチャ

ルモール等でのインターネットショッピング等に

伴うデビット決済サービスを行うもので、12年３

月から、２万人のモニターを対象に実証実験を実

施している、なお、本サービスにおいては、セキ

ュリティ対策として通信内容の暗じｲﾋ、電几忍証

及び暗証番号による本人確認が行われている(１－

コラム３参照)。

③インターネットによる簡保サービスの充実

　

12年度において、簡易保険加人者の希望により、

インターネットを通じて｢ご契約内容のお知らせ｣

等各種案内書の情報送信や｢剰余金額上等の照会を

行うことができるように、サービスの改善を図る

こととしている。なお、簡易保険加人者がこのサ

ービスを利川するためには、事前登録が必要で、

暗証番号の設定、通信内容の暗号化によるセキュ

リティ確保のための措置がとられることとなって

いる。、

図表「ハイブリッドめーる」による電子内容証明サービスの概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③内容証明郵便物作成･謄本保存

①通信文送信

　　　

･|

　

ｆ

　　　

－

　　

ノダ‾｀へ

　

。，

インターネット

②仮受領通知送信

　

郵便局

　

ｷ＼

　

…………………TL
よエ]]]Ij:⑤

　

ｿﾑ回票
竹工]ココｊ甘心

潜千ど毎［ロココ［ロココ]

｜

　　

．Ｉ

　

！

　　

___｣．．＿

　

＿

･受領証配達(配達記録)

関連サイト：ゆうびんホームページ（http://ｗｗｗ.postal.ｍｐt.ｇ０.jｐ/）

　　　　　　　

郵便貯金ホームページ（http://ｗＷＷ.yu-cho.mpt.９０.jｐ/）

　　　　　　　

かんぽのホームページ（httｐ://ＷＷＷ.kampo､ｍｐt.ｇｏj ｐ/）

す正本配達

　　

(書留)
９
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民間金融機関とのネットワーク接続やホームサービスが充実

　

郵政省では、郵便貯金の利用者の利便性向上を

図るため、郵便局に出向かなくても郵便貯金の

様々なサービスが利用できるようにするための充

実化施策を進めている。

①民間金融機関とのＡＴＭ･ＣＤの提携

　

11年１月より、郵便貯金では、その他の金融機

関と提携し、現金自動預払機（ＡＴＭ）及び現金自動

支払機（ＣＤ）を相互にオンラインで接続している。

当初115金融機関との間で始められた提携は、12年

４月には618機関に拡大した。本相互接続により、

郵便貯金キャッシュカードの利用者は提携金融機

関のＡＴＭ･ＣＤで通常郵便貯金の払戻し等を、提携

金融機関のカードの利用者は郵便局のＡＴＭ･ＣＤで

普通預金の引出し等を、それぞれ行うことが可能

となった｡ﾕ｡12年２月末現在で、累計利用件数は約

1,872万件となっており、１日あたりの利用も７万

5,000件を超えている。

　

また12年３月からは、郵便貯金と提携している

民間金融機関の間で相互に送金することも可能と

なっている、

図表

　

郵便貯金ホームサービスの拡充

②郵便貯金ホームサービスの充実

　

郵便貯金では、一般加入電話等を利用して、一

般の家庭から通常貯金の残高照会等ができる郵便

貯金ホームサービスを従来から提供してきたとこ

ろである。11年度には、これに加えて新たにイン

ターネット対応の携帯電話端末による各種サービ

スと、電話による口座間送金サービスを開始した

(図表)。

(i)インターネット対応の携帯電話端末による各種

　

サービス

　

現在、携帯電話を利用した様々な金融サービス

が展開されており、それらに対するニーズも高く

なってきている。そこで、郵便貯金の利用者が携

帯電話端末を利用して口座の残高照会等のサービ

スを受けられるよう、11年12月より郵便貯金ホー

ムサービスを拡充した。

(ii)電話による口座間送金サービス

　

12年２月からは、新たに電話による口座間送金

(電信振替)サービスを開始した、

提供するサービス

(i)インターネット対応携帯電話端末によるサービス
・口座の残高照会　　　　　　・送金の受入明細照会

・通帳未記帳分の明細照会

　　

インターネット対応の携帯電話

　　　

二丿

　　　　　　　

残高等の照会

　　　

が

　　　

回ｍ才I

　

照会結果等の回答

ぶ

　

サービスメニューは画面で選択､照会結果等は音声で通知

←

郵貯計算

センター

従来のサービス 新たなサービス

(ii)電話によるサービス
・口座の残高照会　　　　　　・送金の受入明細照会

・通帳未記帳分の明細照会 ・□座間送金（電信振替）

関連サイト：郵便貯金ホームページ（http://ｗｗｗ.yu-cho.mpt.ｇｏ.jp/）

□座間送金の処理



近現代情報通信年表
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電気通信関係　｜　　放送関係　　｜　　郵便関係　　｜　　機構・制度　　｜世相(主な出来事)

1854 安政元
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信機を献上
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1868 明治元
駅逓司(逓信省の前身)

設置

明治維新

1869 明治２ 電信事業の創業

1871 明治４ 郵便制度の創設

1872 明治５

書留郵便の取扱を開

始、「海外郵便手続」

を規定

1874 明治７ 万国郵便連合条約締結

1877 明治10 万国郵便連合に加盟

1879 明治12
万国電信連合(現在の

ITU)に加盟

1885 明治18 逓信省創設 内閣制度発足

1889 明治22

郵便電信局、郵便局、

電信局を置き、一二三

等こ分類

大日本帝国憲法発布

1892 明治25 小包郵便の取扱開始

1894 明治27
最初の記念切手発行、

軍事郵便制度の創設

日英通商航海条約調

印、日清戦争

1895 明治28
-

－ 　 一 一

下関条約調印　　　　｜
　　　　　　　　　　」

1897 明治30
東京湾内海上1海里の

無線電信実験に成功
｜　　　｜　　　｜
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西暦
一一

和暦 電気通信関係 放送関係 郵便関係 機構・制度 世相(主な出来事)

1900 明治33

公衆電話が街頭に登場

=--==--==-=====゛‾m‾’f統6慌

１　

１

１

　･　･,∃
　I

S…

…

…

ごご

汗回

目半白

電信法、郵便法、鉄道

船舶郵便法の公布・施

行、無線電信の政府

(逓信省)管掌が確定

1901 明治34

1902 明治35 最初の記念葉書発行 日英同盟成立

1903 明治36

1904 明治37 日露戦争勃発

1905 明治38
長距離電話線開通(東

京～佐世保)

ポーツマス条約調印

1906 明治39

日米海底電線開通(海

底ケーブルによる対米

電信連絡開始)

年賀郵便の特別取扱制

度確立

1907 明治40

1908 明治41

無線電報取り扱い開始

(銚子無線局～船舶)、

国際無線電信条約公布

1909 明治42

1910 明治43

明治44ﾂ911 速達郵便の取扱開始

｜　　　循治4レ

　　｜こ71乙
｜ 大正元

1　1913　1大正２

｜

｜
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西暦 和暦 電気通信関係 放送関係 郵便関係
　　　一一一　　一一

機構・制度 世相(主な出来事)

1914 大正３ 第一次世界大戦勃発

1915 大正４

国際固定無線通信業務

を開始(落石無線局･ペ

トロパブロフスク局間)

無線電信法施行

1916 大正５ ｜

1917 大正６

一 一

1918 大正７

1919 大正８ 切手別納郵便の取扱開始

1920 大正９ 国際連盟発足

1921 大正10

1922 大正11

1923 大正12

｢約束郵便取扱承認規

則｣を制定(料金後納郵

便の取扱開始)

関東大震災

1924 大正13

1925 大正14
｢自働電話｣を｢公衆電

話｣に改称

(社)東京放送局が愛宕|航空郵便開始(東京～

山からﾗｼﾞｵ仮放送開始,大阪～福岡)

1926

大正15 (社)日本放送協会設立 選挙無料郵便規則を制定船舶無線電信施設法施行

昭和元 ラジオ体操の放送開始

1927 昭和２ 金融恐慌

1928 昭和３
｜

｜

第1回普通選挙

1929 昭和４
航空機と地上との間で

無線通信を開始

航空郵便規則を制定

1930 昭和５

東京の加入電話数が

10万を突破、国際通

信業務開始(日～米)

技術研究所設立(テレ

ビの研究開始)

1931 昭和６ ラジオ第2放送開始 満州事変勃発

1932 昭和７
国際電話(株)設立 ラジオ聴取契約者数が

100万を突破

五・一五事件

1933 昭和８ 国際電気通信条約批准 国際連盟脱退

1934 昭和９
国際無線電話を開始

(東京～マニラ)

1935 昭和10 ラジオ海外放送開始

1936 昭和11 二・二六事件

1937 昭和12
全国の電話加入数が

100万を突破

速達郵便が全国に拡大 日中戦争勃発

1938 昭和13

1939 昭和14 第二次世界大戦勃発

1940 昭和15
標準電話業務を開始 (逓信省)逓信局に部制

施行

日独伊三国同盟調印

1941 昭和16
一部を除き､外国あて

|郵便物の取扱停止
日ソ中立条約調印、太

平洋戦争勃発

1942 昭和17
　｜

－

1943 昭和18

本に駄作　　　　　　　　１

信院設置　　　　　

㎜　　　㎜　　　㎜㎜
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　西暦

－一一

　1944

和暦 電気通信関係 放送関係 郵便関係 機構・制度 世相(主な出来事)

昭和19
一一一

昭和20

－－

電波局を設置

1945
運輸通信省を廃止し、

内閣に逓信院設置

終戦

1946 昭和21 外国郵便業務か･一部再開逓信省再発足

1947 昭和22 1 郵便法公布 日本国憲法施行

1948 昭和23 パリ万国郵便条約公布 郵便法・郵便規則施行

　1949

｜

昭和24

ぉ年玉付郵便葉書発行 郵政省及び電気通信省

設置(逓信省の分割)、

簡易郵便局法施行

1950 昭和25

放送法により日本放送

協会が設立

暑中見舞用郵便葉書発

行

電波法･放送法･電波監

理委員会設置法施行、

電波監理委員会設置

朝鮮戦争勃発

1951　i昭和26
民間ラジオ放送開始

　　　　　　　　　　ｉ

サンフランシスコ講和

条約調印

1952 昭和27

ラジオ受信契約数

1,000万を突破

郵便料金計器別納郵便

の取扱開始

電波監理局設置(電波

監理事務の復帰、電波

監理委員会廃止)、電

気通信監理官設置、電

波研究所発足、日本電

信電話公社設立

1953 昭和28

無線局数1万局を突破 東京テレビ放送局によ

るテレビ本放送開始

有線電気通信法･公衆

電気通信法施行､国際

電信電話株式会社(KD

D)設立

1954 昭和29

1955 昭和30
ＮＨＫか･難視聴対策と

してCATVを実用化

1956 昭和31 国際連合に加盟

1957 昭和32 NHKにFM放送免許　｜

1958 昭和33
テレビ受信契約が100

万を突破

無線従事者免許の更新

制度を廃止

東京タワー完成

1959 昭和34

日本放送協会の略称を

｢NHK]に規定、NHK

が教育テレビ放送開始

日米小包約定の全面改

正

皇太子(現在の平成天

皇)ご成婚

1

1　1960 昭和35
東京及び大阪でカラー｜

テレビ本放送開始　　Ｉ

宇宙開発審議会設置

1961 昭和36
差し出し口2か所の郵便

差出箱(ポスト)を設置

｜

1　1962 昭和37

1a線局数10万局を突
テレビ受信契約数が

1,000万を突破

｜

｜

東京の人口が1,000万

人を突破

1963 昭和38

日米テレビ宇宙中継成

功、NHK学園高校の

開校

1964 昭和39

太平洋横断海底ケーブ

ル開通
重要無線通信の伝搬障

害防止区域の指定制度

を導入

東海道新幹線開業、東

京五輪

｜

　　1965

　　　　　＿

昭和40

！
|中国本土あて小包郵便

　物の取扱開始､万国郵

i便連合憲章公布

i　　l　　l　　　‾

　1966　1昭和41　1

　　　一一一一一一一

書籍小包の取扱開始、

小笠原諸島あて小包郵

便物の送達開始
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ｉ　西暦 和暦 電気通信関係 放送関係 　一一 郵便関係　　　　　機構・制度　　　世相(主な出来事)
　　｜　　　　　　　，

1967 昭和42
テレビ受信契約が2,000

万を突破

1968 昭和43

東京23区内でポケッ

トベルサービス(日本

電信電話公社)を開始、

デジタルマイクロ通信

回線(日本電信電話公

社)の運用開始(埼玉県

内、福岡県内)

郵便取扱物数が100億

通を突破､郵便番号制

の実施､郵便番号自動|

読取区分機の実用化

　1969

一一

　1970

昭和44

-‥一

昭和45

NHKがFMの本放送を

　開始

万国郵便連合東京大会|宇宙開発事業団法施行

議開催

アポロ11号が月面着

陸に成功
一一　一
日本万国博覧会開催キャッチホンサービス

開始
｜

1971 昭和46
１

｜

公衆電気通信法の一部

を改正(データ通信関係

を追加)

　　　　一一　－
沖縄が日本に復帰、札

幌冬季五輪
1972 昭和47

有線テレビジョン放送|　　　　　　　　　　｜沖縄郵政管理事務所設

法公布　　　　　　　1　　　　　　　　　　1置

1973 昭和48 無線局数100万を突破｜

1974 昭和49

1975 昭和50
国際エクスプレスメーＩ

ル(EMS)の取扱開始　｜

沖縄海洋博覧会開催

1976 昭和51 １
身体障害者用書籍小包

の取扱開始

1977 昭和52

実験用静止通信衛星

｢さくら｣打ち上げ、マ

リサットを利用した衛

星移動通信を開始(船

舶～～陸上)

1978 昭和53
実験用放送衛星｢ゆり｣

打ち上げ

日中平和友好条約調印

1979 昭和54

キャプテンシステムの

実験開始、郵便局電話

交換業務終了、全国の

電話自動化完了、東京

23区内で自動車電話

サービス(日本電信電

話公社)を開始

｢ふみの日｣を設定 通信・放送機構法施行 東京サミット開催

1980 昭和55

電話料金の夜間割引時

間帯を拡大(深夜割引

を拡大)

電気通信政策局設置、

大臣官房電気通信監理

官廃止

1981 昭和56

カード式公衆電話機登

場

放送大学学園法施行 配達一度化の実施､電

子郵便の取扱開始

特定無線設備の技術基

準適合証明制度を導

入、無線従事者国家試

験について指定試験機

関制度を導入

1982 昭和57

テレビ音声多重放送の

本放送開始、テレビ受

信契約数が3,000万を

突破

書留郵便にバーコード

システムを導入

〃===JW=　　--=　=〃

公衆電気通信法の一部

改正(VAN自由化等の

回線自由化)

　　　　　　　　　一テレトピア構想提唱

東北・上越新幹線開業

　　　　－
∧

世界コミュニケーショ

ン年　　　　　　　　，
1983 昭和58

MCA陸上移動通信業

務を開始

1984 昭和59

高遠デジタル伝送サー

ビス開始、初の実用通

信衛星｢さくら2号a｣打

ち上げ

BS-2a打ち上げ、NHK　自府県及び隣接府県に　テレコム3局に再編(通

がBS試験放送を開始　おける全種別郵便物の信政策局、電気通信局

　　　　　　　　　　　翌日配達体制確立　　　及び放送行政局設置、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,電気通信政策局廃止)
　　　　　　　　　　　-　-｣
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西暦 和暦｜　電気通信関係 放送関係 郵便関係 機構・制度 世相(主な出来事)

1985 昭和60

NCC長距離事業者参

入開始

放送大学授業開始、

｢高品位テレビ｣を｢ハ

イビジョン｣に改称

コンピュータ発信型電

子郵便の取扱開始､超

特急郵便の取扱開始

地方電波監理局を地方

電気通信監理局に改

組、電気通信事業法

(電気通信市場の独占

の廃止、自由化)施行、

日本電信電話株式会社

法(NTTの民営化)施行、

基盤技術研究円滑化法

施行

国際科学技術博覧会開

催

1986 昭和61

放送衛星｢ゆり2号-b｣

打ち上げ成功

くじ付暑中見舞用郵便

葉套かもめ－る溌行、

全種別郵便物の全国翌

日配達又は翌々日配達

の実施

鉄道郵便局廃止、民間

事業者の能力の活用に

よる特定施設の整備の

促進に関する臨時措置

法施行

1987 昭和62

NCC無線呼出し事業

者参入開始、不要電波

問題対策協議会設立

広告郵便物の料金減額

の実施､即日配達郵便

の取扱開始

日本電信電話株式会社

の株式の売払収入の活

用による社会資本の整

備の促進に関する特別

措置法施行

1988 昭和63

NCC携帯･自動車電話

事業者参入開始､ISDN

サービス開始､通信衛

星｢さくら3号a｣打ち上げ

国際エクスプレスメー

ル(EMS)及び小包追

跡システムの開始

電波研究所を通信総合

研究所に改組、郵政研

究所創設

青函トンネル開業、瀬

戸大橋開通

　1989

一一一

　1990

昭和64

平成元

初の民間衛星｢JC-

SAT｣打ち上げ

ハイビジョン定時実験

放送の開始、ＮＨＫの

衛星放送(BS-1、2)の

本放送開始

ふるさと切手発行､プ

リペイド･カード(ふみ

カード)発行､カタログ

小包の取扱開始､お年

玉付郵便切手発行､聴

覚障害者用小包の取扱

開始

無線従事者の資格体系

を陸･海･空に区分する

制度改正を公布

消費税の導入

平成２

　一

平成３

一一一

平成４

一一

電気通信審議会におい

てNTTの長距離通信事

業部の分離、移動体通

信業務の分離等を提

言、NTTの事業部制導

入、移動体通信の分離

等を内容とする｢日本

電信電話株式会社法附

則第2条に基づき講ず

る措置｣を決定、イン

マルサットを利用した

衛星移動通信を開始

(航空機～地上)

ＮＨＫの衛星放送受信

契約数が100万を突

破、BS-3a打ち上げ

目の不自由な方のため

の郵便葉書の発行､大

都市型簡易郵便局(シ

ティｰポスト)の新設

特定通信一放送開発事

業実施円滑化法施行、

主任無線従事者制度を

導入、電波防護指針の

策定

国際花と緑の博覧会開

催

1991

移動通信用鉄塔施設整

備事業を開始

ハイビジョン試験放送

の開始(ハイビジョン

推進協会)、BS-3b打

ち上げ

ふるさと絵葉書の発

行､敬老の日にちなむ

郵便葉書（はあとめ－

る）発行

電気通信基盤充実臨時

措置法施行

ソ連崩壊

1992

電話の割引サービス開

始、NTTから移動体通

信業務を分離(NTT移

動通信網株式会社に営

業譲渡)

一　一一一

再生紙を活用した寄附

金付葉書発行

大臣官房国際部設置、

電波利用料制度の創

設、通信一放送衛星機

構の名称を通信･放送

機構に変更、新たな海

上遭難･安全システム

(GMDSS)導入
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政則

1993

1994

1995

1996

1997

和暦

平成５

平成６

平成７

平成８

平成９

　　

電気通信関係

デジタル方式携帯･自

動車電話サービス開

始、インターネット商

用サービスの開始、携

帯電話･自動車電話の

保証金廃止

電気通信サービスモニ

ター制度の創設、フレ

ームリレー･VPNサー

－ビスについて接続命

令申し立て

加入電話契約数か6,000

万を突破､PHSサービス

開始

電気通信審議会答申に

おいてＮＴＴを長距離会

社と東西地域会社に再

編成すること等を提言、

携帯･自動車電話及び

PHSの加入数が1,000万

を突破、無線呼出し標

準契約約款設定、携

帯･自動車電話新規加

入料廃止、ＧＣ接続の

開始、電気通信審議会

答申｢接続ルールの在

り方について｣提言、

｢ＮＴＴの再編成について

の方針｣決定、無線局

数1,000万局を突破

携帯･自動車電話及び

PHSの加入数が3,000

万を突破、ＮＴＴ国内通

信網のデジタル化完

了、ＮＴＴ再編成方針を

決定、日本テレコムと

STJが合併

’

　

放送関係

BS-4以降の在り方に
ついて電波監理審議会

から答申、ＮＨＫの衛

星放送受信契約数が

500万を突破

BS-3N打ち上げ、ハイ

ビジョン実用化試験放

送の開始(NHK、民放

7社)

ＮＨＫのテレビ国際放

送開始(北米、欧州)、

ＮＨＫの衛星放送受信

契約数700万を突破、

受信設備制御型放送番

組の制作の促進に関す

る臨時措置法施行

　　　

デ

衛星デジタル多チャン

ネル放送の本放送開始i

(パーフェクTV)、標

準テレビジョン・デー

タ多重放送開始、

NHKがFM文字多重放

送開始、都市型CATV

受信契約者数が300万

を突破、ＮＨＫの衛星

放送受信契約数か･800

万を突破

BS-4先発機打ち上げ、

ＣＡＴＶの普及率10％突

破､BSAT-la打ち上げ、

BS-4後発機の在り方

について電波監理審議

会から答申、ディレク

TVが放送開始

郵便関係

活き活き情報交流サー

ビスのパイロット実験

の開始､郵便切手など

の海外販売の実施

国際エクスプレスメー

ル(EMS)損害賠償制

度の充実､ふるさと小

包の電話申込みサービ

ス･クレジット決済サ

ービスの開始､心身障

害者用書籍小包の取扱

開始

翌朝(よくあさ)10時郵

便(モーニング10)の取

扱開始､配達記録郵便

の取扱開始

保冷郵便(チルドゆう

パック)の取扱開始

定形外郵便物･市内特

別郵便物等の料金引下

げ､広告郵便物･利用者

区分割引等の料金減額

制度の改善､第三種郵

便物の認可条件等の改

善及び監査制度の改

善､新超特急郵便及び

新特急郵便の取扱開

始､過疎地域における

高齢者の在宅福祉支援

サービス(ひまわりサ

ービス)の実施

機構・制度

電波利用料制度導入

ITU京都全権委員会議、

国際電気通信連合憲

章･国際電気通信連合

条約発効､指定無線設

備の販売における告知

制度の導入､携帯･自動

車電話売り切り制導入

大臣官房技術総括審議

官設置、「高度情報通

信社会推進に向けた基

本方針」の決定、FM多

重無線呼出しの制度

化、無線呼出し端末機

の売り切り制導入

郵政審議官設置、周波

数逼迫対策技術試験事

務の導入、国内公専公

接続の自由化、移動通

信料金を認可制から届

出制へ移行

情報通信21世紀ビジ

ョン～21世紀に向け

て推進すべき情報通信

政策と実現可能な未来

像～を電気通信審議会

から答申、特定無線局

の包括免許制度を導

入、電気通信事業法を

一部改正(第一種電気

通信事業に係る過剰設

備防止条項等の撤廃、

電気通信事業者間の接

続に関する制度の整備

等)、ＮＴＴ法の一部改

NTTの再編成、

I際通信業務へ

、国際インタ

ト電話の自由

1公専公接続の

一 一 一

世相(主な出来事)
一 一 一 一 一 一

阪神･淡路大震災
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ｉ曙

1998

1999

一 一

和暦

平成10

平成11

　　

電気通信関係

－
ＷＴＯ基本電気通信合

意が発効.ＮＴＴがDSL

フィールド実験を実

施、電子商取引に関す

る日米共同声明、電子

商取引の国際相互接続

実験開始、携帯･自動

車電話及びPHSの加入

数が4,000万を突破。

インターネットキャッ

シュ提供実験開始(サ

イバービジネス協議

会)、ＯＥＣＤ電子商取

引に関する閣僚会議開

催、NTTパーソナルグ

ループがPHS事業を

ＮＴＴドコモグループに

営業譲渡、国際通信サ

ービスの｢100対地原

則｣の撤廃、ITU全権委

員会議、ＫＤＤと日本

高速通信が合併

携帯電話を利用したイ

ンターネット接続サー

ビス開始、インターネ

ット利用における通信

料金定額制サービスの

導入開始、携帯電話･

自動車電話及びPHSの

加入数が5,000万を突

破、SDSLサービスを

開始、アステル東京が

TTnetと合併、Ｃ＆Ｗ

がIDCを買収、ＤＤＩ･

ＫＤＤ･IDOが合併を発

表、日本テレコムに

ＡＴ＆Ｔ･ＢＴが出資、

ＭＤＦでの試験的な接

続によるDSLサービス

開始、加入者系無線ア

クセスシステムによる

電気通信サービスを開

始、無線局数5,000万

局を突破

一 一

　　　

郵便関係

国際郵便小包郵便物の

損害賠償金額の引き上

げ､新郵便番号制の実

施､バーコード付郵便

物の料金減額制度の創

設､民間運送事業者と

の提携による保冷荷物

の取扱実施､冊子小包

郵便物の創設､翌朝10

時郵便の取扱地域の拡

大(東京都･大阪市⇔全

国(運送上可能な全

域))､国際エクスプレ

スメール取扱国の拡大

(3ヶ国

　

計117ヶ国･

地域)､国際エクスプレ

スメールのスピードア

ップ(東京都内オフィ

ス地区の輸送･配達体

制強化)､料金別納･料

金後納の改善(表示の

改善､料金別納の利用

条件の改善)

インクジェット通常葉

書発行､国際エクスプ

レスメール(EMS)の

取扱重量の拡大{30kg、

49か国･地域)､料金後

納郵便の利用条件の改

正､往復葉書の｢往信

部｣及び｢返信部｣の表

示形式の改正､集配普

通局時間外窓口を｢ゆ

うゆう窓口｣に名称変

更､郵便小包(ゆうパッ

ク)のサービス改善(配

達時間帯指定サービス

の実施､一般小包の取

扱重量の最大限を

20kgに拡大)､服喪に

より利用できなくなっ

たお年玉付年賀葉書等

の無料交換の実施､翌

朝10時郵便の全国展

開(全国各地域間で運

送可能な全地域)､デジ

タルＭＣＡ無線システ

ムの導入､新郵便日数

表の公表√20世紀デザ

イン切手｣発行､配達す

ることかできる税付郵

便物の課税額の合計額

引上げ(1万円→30万

円)､簡易郵便局におけ

る国際郵便取扱開始

(18局)

　　

機構・制度

特定公共電気通信シス

テム開発関連技術に関

する研究開発の推進に

関する法律施行、中心

市街地における市街地

の整備改善及び商業等

の活性化の一体的推進

に関する法律施行、国

際電信電話株式会社法

の廃止、宇宙電波監視

システムの運用開始、

無線設備に係る認定点

検事業者制度を導入、

第一種電気通信事業者

(NTT及びＫＤＤを除

く｡の外資規制を撤廃、

電気通信事業法の一部

改正(第二種電気通信

事業者も回線設備を設

置できるように措置、

特別第二種電気通信事

業の範囲を見直し、電

気通信料金の範囲を見

直し、電気通信料金を

認可制から原則届出

化、競争の進展してい

ない地域通信サービス

についてはプライスキ

ャップ制に見直し、端

末機器の技術基準認定

制度の見直し)

高度テレビジョン放送

施設整備促進臨時措置

法施行、不正アクセス

行為の禁止等に関する

法律施行、犯罪捜査の

ための通信傍受に関す

る法律施行、電波防護

のための基準の制度

,化､新たな海上遭難･安

l全システム(ＧＭＤＳＳ)へ

ｉ完全移行、特定無線設

備の工事設計について

の認証制度導入、NTT

再編成(東西会社の設

立･営業開始、ＮＴＴコミ

ュニケーションズの営

業開始)実施、UPU北

京大会議開催

世相(主な出来事)

長野冬季五輪

中央省庁等改革基本法

の施行

スカイパーフェクTV

放送開始(パーフェク

TVとＪスカイＢが合

併)、放送法の一部改

正(BSのデジタル化の

ための制度整備、衛星

中継器料金の総括原価

主義の撤廃)、BSAT-

lb打ち上げ

BSデジタル・データ

放送における委託放送

業務の認定及び委託放

送事業者への周波数割

当



注

　

記

　

2,706万人=9,365万人×28.9%<インターネット個人利用率＞

　

データは、15～69歳人口については「日本の将来推計人口（平成9年1月推計）」（社会保障･人口問題研究所）に、

インターネット個人利用率については「生活の情報化調査」による、

　

571万人=9,365万人×6.1％＜携帯電話端末単体からのインターネット個人利用率＞

　

データは、15～69歳人口については「日本の将来推計人口（平成9年1月推計）」（ﾈ土会保障一人口問題研究所）に、

携帯電話端末単体からのインターネット個人利用率については「生活の情報化調査」による｡、

　

注３「インターネット利用者数の今後の動向」について

”=

　　　　　　　

㎜

　　　　　　

■㎜■㎜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㎜
-

＜1-序-４＞

　

7,670万人=9,175万人×83.6%<インターネット個人利用率将来推計値＞

　

データは、15～69歳人口については「日本の将来推計人口（平成9年1月推計）」（社会保障一人口問題研究所）に、

インターネット個人利用率将来推計値については「生活の情報化調査」による。

注

記
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電気通信技術審議会「次世代移動通信方式委員会報告」（11年9月）で、推計された12 (2000)

年度の契約数と過去の実績値を成長曲線に当てはめ、17(2005)年度の契約数を改めて推計。

年度及び22(2010)

　

日本は、「生活の情報化調査」による1999年12月時点の普及率。その他の国々は、1997年9月から2000年1月にか

けて公表された各国の調査機関の調査結果をまとめて、ＮＵＡ社が2000年2月に公表した資料による普及率である。

　

注６「テレホーダイ」について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜１-２-２（３）＞

　

｢テレホーダイ｣は、東西ＮＴＴが提供するサービスの名称。このサービスの契約者は、月々一定の額を支払え

ば、特定の時間帯(夜11時～翌朝8時)、契約者が事前に選択した電話番号ににし通話時間に対する料金を支払わず

に、通話ができる。特定の電話番号に長時間の通話を行うインターネットなどに適しているため、契約者にはイ

ンターネット利用者が多いとされる○

注フ インターネット関連ビジネス」 について

　　

___ ＜1 -３-1(1)＞

　

11年版通信白書では「インターネット接続ビジネス」という区分も設けていたかこ

ビジネスに含めることとした。

これはインターネット関連

＜1-６-４(1)＞

　

各国の調査機関の調査結果をもとにＮＵＡ社が推計した2000年2月時点の各地域別のインターネット利用人口を、

「世界の統計」（総務庁）をもとにＮＵＡ社の地域区分にあわせて作成した地域別人口で除して算出した。

個人の情報リテラシーに関する調査

-

-

＜1-６-４(２)＞

分　類　　　　　INo. 設　問

∩ ビデオの番組予約を自分でできますか

２ 金融機関のＡＴＭを使用できますか

情報基礎リテラシー　） キャッシュカード等の暗証番号を他人にわからないように工夫していますか

４ ご自分で留守番電話の留守録の設定と再生ができますか

５ ファクシミリで書類等の送信ができますか

パソコンリテラシー

６ ワープロまたはパソコンを使って文章を入力できますか

７ 無理なくキ一ボードで入力できますか

８ パソコンを使ってグラフを作成できますか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ

９ ソフトウェアをコピーして使つていますか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

トントワークリテラシー

尹

　　　　　　ﾔ1

インターネットを利用したことが･ありますか

電子メールを送ったことがありますか（9年度調査）　　　　　　　　　　　　　　　＿

電子メールアドレスを持つていますか（11年度調査）　　　　　　　　　　　　　　＿

設問の点数化方法は、No.1～11 (No.9以外）の「はい」を各1点、Ｎ０.9は「いいえ」を1点としてポイント化している
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注１０ ｢ｲﾝﾀｰﾈｯﾄにおけるｱｸｾｼﾌﾞﾙなウェブコンテンツの作成方法に関する指針

　　　　　　

==

　　

〃

　　　

I一

　　　　　　　　　　　　　　

＝

について＜1･6･4(4)〉

　　

＿･_____

　

「ウェブコンテンツアクセシビリティ指針1.0」印年5月、Ｗ３Ｃ勧告）を元に作成。ウェブコンテンツ制作者

（ページの作成者、ページデザイナー）及び作成ツールの開発者向けに、バリアフリーなウェブコンテンツを作成

する方法を提示し、障害のある人がインターネットのウェブヘ容易にアクセスできるようにする。なお、W3 C

（ＷｏrｌｄWide Web Consortium)とはＷＷＷの共通のプロトコルの開発を目的として1994年に設立された国際的コ

ンソーシアムである。

　

注11「国内生産額(112.9

　　

「昭和55年、昭和60年、平成2年産業連関表」（総務庁）、「平成7年産業連関表（延長表）」（通商産業省）より

分析用に加工した部門分類の産業連関表（以下分析用産業連関表）を作成した。まず、分析用産業連関表4表から

10年の投入係数表及び最終需要コンバータを各投入係数ごとにトレントを用いて推計した。また、「国民経済計算

年報」（経済企画庁）の各最終需要項目の7年から10年の伸び率と同率であると仮定して、10年の最終需要額を推

計した。最後に10年時点の部門別輸入額を調整した。以上で得られた部門別の最終需要額に（/Ｊ）-7型の逆行列係

数を乗じて、部門別の国内生産額を算出した。

　

「注11国内生産額」で得られた部門ごとの国内生産額に、同じく前述の「注11国内生産額」の投入係数を乗

じて、投入全体に占める中間投入額を算出し、国内生産額から中間投入額を差し引き、部門ごとの粗付加価値額

を算出した。

注13「全要素生産性成長率」について ＜２･1-3＞

全要素生産性の伸び

　

＝

　

産出の伸び一投入の伸び

　　　　　　　　　　

＝

　

産出の伸び一(労働投入量の伸び十資本投入量の伸び十中間投入量の伸び)

　

産出については分析用産業連関表の実質国内生産額を用いた。労働投入量については雇用者数に「毎月勤労統

計」（労働省）の労働時間を乗じたものを、同じ資料の現金給与総額をデフレータとして実質化したものを用いて

いる。また、資本投入量については、分析用産業連関表の固定資本減耗の値を「国民経済計算」（経済企画庁）の

総固定資本形成デフレータによって実質化したものを用いた（投入における労働投入量と資本投入量のウェイト

については、分析用産業連関表の雇用者所得と固定資本減耗の額をそれぞれ用いた。）。中間投入量については分

析用産業連関表から求めた中間投入量を用いた。

注14｢就業者数(382.8万人)｣について ＜２-1-４＞

　　

「昭和55年、昭和60年、平成2年産業連関表」（総務庁）、「平成7年産業連関表（延長表）」（通商産業省）を用

い、上記の「注11国内生産額」と同じ分析用に加工した部門分類で雇用表を作成した。

　

10年の雇用者数については、各産業の2年～7年の労働生産性（国内生産額÷雇用者数）の変化が今後も続くと

仮定し、10年の労働生産性（暫定値）を推計し、10年時点の国内生産額をその労働生産性で除して、暫定的な雇

用者数を推計した。最後に暫定的な雇用者数の産業合計について、7年～10年の変化率が、「労働力調査年報」（総

務庁）の雇用者数の伸びに等しくなるよう、各産業の雇用者数を案分調整した。

注 1５｢ＯＥＣＤモデル(国内電話)｣について

　

ＯＥＣＤ国内電話料金バスケット＝固定料金＜年間基本料金十新規加入料1／5＞

　　　　　　　　　　　　　　　　

＋従量料金＜ＯＥＣＤ設定の利用パターン＞

なお、事務用は、付加価値税抜き、住宅用は付加価値税込みである。

注16「ＯＥＣＤ（

ＯＥＣＤ専用料金バスケット＝月額従量料金〈ＯＥＣＤ設定の品目、距離別本数〉

＜２-ﾌｰ２(２)＞

東京の携帯電話モデル＝月額基本料十従量料金〈我が国の平均的な利用パターン〉

注18「IEEE主要論文誌」について
-

＜２-８-２＞

　

Journal CitationReportsの電気通信分野よりインパクトファクター（論文誌の「格付け」を定量的に示した数値）

上位4位までの論文誌（IEEE Personal Communications、IEEE Network 、IEEE Communications Magazine 、

IEEE Journal on Selected Areas in Communications)を対象とした。



注19「情報通信に関する11の賞」について
一 一

＜２-８-２＞

　

ＩＥＥＥが制定している各種の賞のうち、情報通信に関連する１１の賞(Alexander Graham Bell Medal 、Richard

W. Hamming Medal、Heinrich Hertz MedaにJack Ｓ. Kilby Signal Processing Medal 、Lamme MedaにJohn von

Neumann Medal、Award in InternationalCommunication、Reynold B. Johnson Information Storage Award、Koji

Kobayashi Computers and Communication Award、Emaunel Ｒ. Piore Award、Eric E. Sumner Award)を対象と

した。

注２０「情報通信支出」について ＜２-９-２(３)＞

｢家計調査｣(総務庁)における以下の品目の支出合計を｢情報通信支出｣とした、

【ハード・機器】

　

通信機器(電話機、携帯電話、ファクシミリ、無線機、通信機器の部品･付属品・修理代トテレビ、ステレオ

　

セット、テープレコーダ、ビデオテープレコーダ、パソコン･ワープロ、ビデオカメラ、他の教養娯楽耐久財

　

(ラジオ※、複写機、カラオケ機器、ＣＤプレーヤー、電子システム手帳、電子辞書等八テレビゲーム、オー

　

ディオ･ビデオディスク

【ヽノフト・サービス】

　

電話通信料、放送受信料

　

オーディオ・ビデオ未使用テープ、オーディオ・ビデオ収録済テープ

※

　

6年まで1品目として計量。7年以降は、他の教養娯楽耐久財に含む。

注21｢内部部局｣について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜２-９-３(1)＞

　

「内部部局」とは国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第7条に定める官房、局等、「施設等機関」とは、

同法第8条の2に定める試験研究機関、文教研修施設、矯正収容施設等の機関、「特別の機関」とは、同法第8条の3

に定める在外公館、検察庁等の機関、「地方支分部局」とは、同法第9条に定めるブロック単位、都道府県単位等

に置かれる機関をいう。

注２２「インターネット医療」について ＜２-９-３(４)＞

　

インターネット医療協議会では、インターネット医療とは、時間的、空間的制約を超えて、個人または複数人

が相互に情報のやり取りができるインターネット等の電子技術媒体を介して、医療、福祉、介護に関する各種|冑

報を提供すること、または、利用すること、並びに、実際の医療機関が医療機関相互または患者との間で、文字、

画像、音声等の情報を送受信して、直接の対面以外の方法で、診察、診断、治療、管理指導等またはこれらに準

ずることを行うことと定義している。

注２３「ジニ係数」について ＜２･10-2
１

＞

　

ジニ係数とは、地域格差の度合いを示す係数であり、数値が大きくなるほど地域格差は大きく、地域格差がま

ったくない場合はＯ、地域格差が最大の場合は1となる。

注

記
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固定優先接続は、専ら特定の事業者に接続したい場合に選択するもの。固定優先接続を選択すると、登録先以

外の事業者識別番号をダイヤルした場合や、アダプタ等を利用する場合であっても、登録先の事業者のみ接続さ

れる。

　

各都道府県において加入者回線総数の2分の1を超える規模の固定伝送路設備及びこれと一体として設置される

概ね都道府県内の電気通信設備。

　

注２６「サイマル放送」について

　　

同一の番組を複数のメディア（ここではアナログ放送とデジタル放送）で放送すること。

　

注２７「番組ライブラリ」について
ー

　

番組ライブラリとは、国民的財産ともいえる優良な放送番組等が収集･保存されたもので、

める指定法人である（財）放送番組センターが整備している。

＜３-３-４(２)＞

＜３-３-４(6)＞

現在は、放送法に定
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肩丿抑抑

　

郵政省郵政研究所が、ＷＷＷ上のコンテンツの分析を目的として、統計用ロボット型サーチェンジン

｢Loki｣を用いて実施した調査．

１調査対象:インターネットのリンクをたどってアクセスできる、｢jpドメイン｣のｗｗｗサーバとそ

　　　　　　　

のファイル

≧調査時期:11年8月17日～9月26日

j.調査方法：ロボット型サーチェンジン｢Loki｣により、インターネット上のリンク情報やファイル情報

　　　　　　　

の収集・蓄積等を実施

　

郵政省がインターネット関連ビジネスの市場規模等を把握することを目的に野村総合研究所に委託して

実施した調査。

ト調査対象：インターネット接続端末市場、インターネット構築関連ビジネス市場及びインターネッ

　　　　　　　

ト周辺ビジネス市場

才調査時期:11年12月

ず調査方法：既存文献による各種資料調査、有識者ヒアリング、｢インターネットコマース調査｣、｢通

　　　　　　　

信利用動向調査｣等による。

　

郵政省が、インターネットを用いて商品等の受発注を行っている事業者の取引総額を把握するため、野

村総合研究所に委託して実施した調査。最終消費財市場についてはアンケート調査により、中間財市場に

ついては、産業連関表及び通信利用動向調査等による。アンケート調査の概要は以下のとおり。

十調査対象：野村総合研究所のサイバービジネスケースバンク(CBCB)に登録されたインターネット上

　　　　　　　　

での商品等の受発注を行っている事業者

々ｿﾞ調査時期:12年1月

了調査方法：電子メールにより調査協力を依頼。回答は、電子メールにより返送又はアンケート専用

　　　　　　　　

サイトにアクセスしてもらう方式

4上有効回答数:1,643(回収率12.8%)

インターネットマンション調査 ＜１･４-２＞

　

郵政省が、インターネット対応型マンションの動向を把握するため、野村総合研究所に委託して主要デ

ィベロッパーを対象に実施した調査。

ｔ調査対象:1998年のマンション分譲数上位5o社

②調査時期:12年１月

ｙ調査方法：事前に電話にて趣旨説明の上、ファクシミリ送信

（有効回答数:28社（回収率56％）

　

郵政省が、インターネット利用者の利用者像一利用動向一利用意向等の実態を把握するため、野村総合研

究所に委託して実施した調査。

４調査対象：インターネット上で公開したアンケート調査票に自主的にアクセスしたインターネット

　　　　　　　　

ユーザ一

々ﾂﾞ調査時期:11年12月16日～12月23日

ｙ調査方法：アンケート専用サイトを開設し、回答者にアクセスしてもらうオンライン調査

４有効回答数:6,475



＜１－コラム５＞

㎜㎜㎜㎜㎜㎜

　　

㎜

　

(社)日本民営鉄道協会が、大手民鉄16社(東武・西武・京成・京王・小田急・東急・京急・営団地下鉄・

相鉄・名鉄・近鉄・南海・京阪・阪急・阪神・西鉄)を利用しているお客様に、協会広報誌｢さんぼけっ

と｣を通じて民鉄の駅や車内で、迷惑行為を把握するために行った調査、

十調査対象：民鉄利用者

②調査時期:11年フ月

号調査方法：郵送

本有効回答数:1,553

　

学生起業意識アンケート

ー

　　　　　

－

　

－ -
＜２-1-６(1)＞

　

郵政省が、学生の起業意識と起業への障害等を把握することを目的として、三和総合研究所に委託して

実施した調査。

①調査対象： インターネット上で公開したアンケート調査票に自主的にアクセスした学生(事前に電子

メールによりアンケートへの回答を依頼)

②調査時期:11年12月６日～12月17日

③調査方法：アンケート専用サイトを開設し、回答者にアクセスしてもらうオンライン調査

年有効回答数:1,037(回収率10.4%)

　

電子メッセージング協議会が、ショートメッセージサービスの利用実態を把握することを目的にショー

トメッセージサービス利用者に対し実施した調査。

①調査対象：携帯電話やＰＨＳのような移動電話端末を使用した、文字数に制限のあるメッセージサ

　　　　　　

ービス(ショートメッセージ、電子メール、ｉモード等)の利用者。

②調査時期：剛11年11月～12月

　　　　　　

(2)11年12月

号調査方法：剛オンライン・アンケート

　　　　　　

(2)訪問留置

母有効回答数：田4,114

　　　　　　

(2)287

　

個人の情報リテラシーに関する調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜１-６-４(２)＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‥一一一一一一

　

郵政省が、個人における情報機器の操作能力等の実態を把握する目的で、さくら総合研究所に委託して

実施した調査。

①調査対象：｢生活の情報化調査｣に同じ

②調査時期:11年12月1日～12月13日

才調査方法：｢生活の情報化調査｣から600のサンプルを抽出

　

シニア・インターネットユーザーアンケート

　　　　　　　　　　　　　　

＜１-４-４(１)＞

　

郵政省が、シニア･高齢者のインターネットユーザーの動向を把握するため、さくら総合研究所に委託

して実施した調査。

①調査対象：シニア･高齢者のインターネット愛好団体(14団体)の会員等

②調査時期:11年11月～12月

斗調査方法：事前に電子メール、電話等にて協力要請の上、Ｗｅｂ上にアンケート専用サイトを開設

す有効回答数:313(Web上で回答:275、電子メールで回答:38)

　

障害者アンケート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜１-４-４(２)＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　

郵政省が、シニア･高齢者のインターネットユーザーの動向を把握するため、さくら総合研究所に委託

して実施した調査。

干調査対象：視覚、聴覚及び肢体不自由の障害者団体(各1団体)

②調査時期:11年12月

膏調査方法：事前に協力要請の上、団体代表者等へ手渡し、会員へ郵送

本有効回答数：巾視覚障害:211(回収率52.8%)

　　　　　　　

(2)聴覚障害:152(回収率32.3%)

　　　　　　　

(3)肢体不自由:227(回収率64.9%)

包
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＜２-８-２ 2-8-3 >情報通信分野の研究開発環境に関する調査

･･=･･

　　

-♂-

　　　　　

-

　　　　　

=i■

　　　

㎜

　

郵政省が、情報通信分野の研究者における産学連携研究水準に関する意識を把握するため、未来工学研

究所に委託して実施した調査。

１調査対象：情報通信分野の研究者(企業、大学から各600人)

２調査時期:11年12月１日～12月13日

ｙ調査方法：郵送

４有効回答数:318(回収率26.5%)

　

郵政省が各種メディアによる情報流通を共通の尺度で計量し、時系列的に情報流通の実態を総合的かつ

定量的に把握する目的で、三井情報開発に委託して実施しか調査。地域的な情報流通の定量的把握を行う

地域的情報流通センサスも実施。

Λ｡調査対象:81メディア(資料36参照)

會調査時期:11年10月～12年2月

了調査方法：情報流通センサス調査の概要(資料36)参照

　

郵政省が、国民全般におけるインターネット･モバイル通信を中心としたあらゆる情報通信利用の実態

について把握するため、野村総合研究所に委託して実施した調査。

①調査対象：全国の15歳以上69歳以下の男女5,000人。

に=調査時期:11年12月1日～12月13日

才調査方法：郵送

寸有効回答数:1,551(回収率31.0%)

　

野村総合研究所が、生活者における情報通信関連サービスの利用状況や今後の利用意向などの把握を目

的として9年度より実施している調査。

①調査対象：全国の15歳～59歳以上の男女

口調査時期:11年10月

斗調査方法：訪問留置訪問回収

率有効回答数:1,410(回収率70.5％)

(1)経営体財務調査票

　

郵政省が、電気通信事業及び放送事業における売上高等の実態を把握するため、総務庁長官承認統計と

して平成６年度から年１[亘]実施しているもの。今回(平成11年10月調査)で６回目の調査となる。

(2)設備投資調査票

　

郵政省かこ電気通信事業及び放送事業における設備投資等の実態を把握するため、総務庁長官承認統計

として平成元年度から年２回実施しているもの。今回(平成11年10月調査)で20回目の調査となる。
｡･4……･即

　　　　　　　

気通信事業及び民間放送事業は全事業者を、一般第二種電気通信事業は資本金３千万円

　　　　　　　

以上の株式会社のみを、ケーブルテレビ事業は引込端子数１万以上の株式会社のみを調

　　　　　　　

査対象としている。

々調査時期:11年10月

才調査方法：郵送

年･有効回答数：巾経営体財務調査票：1,212(回収率60.6%)

　　　　　　　

(2)設備投資調査票:1,208(回収率60.4%)



　

通信利用動向調査(１)企業対象調査

　　　　　　　　　　　　　　　

＜１-序-4,2-9-1 >

　　　　　

___

　

‥

　　　　　　

＿‥

　　　

＿

　

＿
一

　

郵政省が，企業における通信ネットワークの利用実態及び利用意向等の把握を目的として，5年度から

実施している承認統計調査。

①調査対象：全国の常用雇用者数100人以上の企業(日本標準産業分類の農・林・漁業及び鉱業を除く∩

　　　　　

3,000社。9年度以前は常用雇用者数300人以上の企業2,400社，

②調査時期:11年11月

j.調査方法：郵送

す有効回答数:2,023{回収率67,4%)

一

＜１-序-4,2-9-1 >

－

　

－

　　

－

　

郵政省が，郵便・電気通信・放送サービス利用の諸実態とその動向及びメディア間の相互関係の把握を

目的として，2年度から実施している承認統計調査。

①調査対象：全国の常用雇用者数5人以上の事業所(日本標準産業分類の郵便業及び通信業を除

　　　　　　　　

く。)5,600事業所。

②調査時期：企業対象調査と同じ

②調査方法：郵送

④有効回答数:4,186(回収率74.8%)

　

通信利用動向調査(３)世帯対象調査

　　

＜１-序-4,1 -6-4(1 ),2-9-2( 1 ),2-9-2(2) >

一=i㎜■■㎜
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郵政省力行郵便・電気通信・放送サービス利用の諸実態とその動向及びメディア間の相互関係の把握を

目的として，2年度から実施している承認統計調査。

①調査対象：全国の世帯主が満20歳以上の6,400世帯

②･調査時期：企業対象調査と同じ

③調査方法：郵送

こ有効回答数:3,657(回収率57.1%)

＜２-９-３(３)＞
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早稲田大学が、情報ネットワークを利用した授業の教育効果を検証することを目的として、実施した調査。

①調査対象：ネットワーク型授業実験に参画した8大学からモニター受講した大学生174人

口一調査時期:11年10月28日～11月２日

③調査方法：実験終了時にアンケート用紙を配付し、回答を依頼

母有効回答数:124(回収率71.3%)


